
臺
灣
總
督
府
報
（
官
報
）
鉄
道
大
事
記

こ
れ
は
「
く
ろ
が
ね
の
み
ち
」
が
臺
灣
總
督
府
報
（
官
報
）
か
ら
鉄
道
関
係

の
記
事
を
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。
内
容
は
記
述
そ
の
ま
ま
旧
か
な
使
い
で
転
記

し
て
い
ま
す
。
な
お
転
記
の
際
に
は
注
意
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
資
料
の
内
容

の
正
確
性
は
担
保
し
ま
せ
ん
。
内
容
に
付
い
て
の
誤
り
に
つ
い
て
お
気
づ
き
の

方
は
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
さ
い
わ
い
で
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
三
日

初
版

臺
灣
總
督
府
報

第
百
四
號

明
治
三
十
年
六
月
廿
二
日

○
彙
報

○
民
政
局
事
務
假
規
程

明
治
三
十
年
六
月
十
九
日
付
民
總
第
一
〇
九
五
號
ヲ

以
テ
明
治
二
十
九
年
四
月
訓
令
臺
灣
總
督
府
民
政
局
各
部
分
課
規
程
ヲ
廃
シ
當

分
民
政
局
事
務
假
規
程
左
ノ
通
制
定
セ
リ

臺
灣
總
督
府
民
政
局
事
務
假
規
程
（
鐵
道
関
連
部
分
抄
）

第
八
章

通
信
部

第
二
十
八
條

通
信
部
ニ
郵
務
課
、
電
務
課
、
為
替
貯
金
課
、
海
事
課
、
鐵
道

課
ヲ
置
ク

第
三
十
三
條

鐵
道
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
掌
ル

一

官
設
鐵
道
ノ
敷
設
保
存
及
運
輸
ニ
關
ス
ル
事
項

二

官
設
鐵
道
ノ
事
業
及
事
務
用
物
品
ニ
關
ス
ル
事
項

三

私
設
鐵
道
ノ
監
督
ニ
關
ス
ル
事
項

臺
灣
總
督
府
報

第
百
七
號

明
治
三
十
年
六
月
二
十
五
日

訓
令
第
七
十
三
號

民

政

局

臺
灣
總
督
府
鐵
道
職
工
工
夫
以
下
給
料
支
給
規
則
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
三
十
六
年
六
月
二
十
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
乃
木
希
典

臺
灣
總
督
府
鐵
道
職
工
工
夫
以
下
給
料
支
給
規
則

（
規
則
の
詳
細
は
別
紙
）

臺
灣
總
督
府
報

第
百
十
三
號

○
律

令

臺
灣
總
督
府
評
議
會
ノ
議
決
ヲ
經
タ
ル
臺
灣
私
設
鐵
道
用
地
地
租
免
除
規
則
勅

ヲ
得
テ
茲
ニ
之
ヲ
發
布
ス

明
治
三
十
年
七
月
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
乃
木
希
典

（
規
則
条
文
は
別
紙
）

臺
灣
總
督
府
報

第
百
三
十
二
號

明
治
三
十
年
七
月
二
十
八
日

告
示
第
四
十
號

明
治
三
十
年
八
月
十
一
日
ヨ
リ
臺
北
縣
七
堵
停
車
塲
ニ
於
テ
乘
客
荷
物
ノ
取
扱

ヲ
開
始
ス

明
治
三
十
年
七
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
乃
木
希
典

臺
灣
總
督
府
報

第
百
五
十
四
號

明
治
三
十
年
九
月
七
日



告
示
第
五
十
一
號

水
害
ノ
爲
橋
梁
破
壊
ニ
付
假
ニ
臺
北
縣
淡
水
橋
左
岸
及
新
竹
縣
紅
毛
田
ニ
停
車

塲
ヲ
設
置
シ
本
月
十
日
ヨ
リ
該
區
間
乘
客
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス

明
治
三
十
年
九
月
七
日

臺
灣
總
督

男
爵
乃
木
希
典

臺
灣
總
督
府
報

第
二
百
二
十
號

告
示
第
七
十
七
號

新
竹
紅
毛
田
間
鐵
道
線
路
復
舊
工
事
落
成
ニ
付
本
月
三
十
一
日
限
リ
紅
毛
田
假

停
車
塲
ヲ
廢
シ
明
治
三
十
一
年
一
月
一
日
ヨ
リ
新
竹
停
車
塲
ニ
於
テ
旅
客
貨
物

ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス

明
治
三
十
年
十
二
月
二
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
乃
木
希
典

臺
灣
總
督
府
報

第
三
百
二
十
一
號

告
示
第
四
十
號

明
治
三
十
一
年
八
月
一
日
ヨ
リ
臺
北
新
竹
兩
停
車
塲
ニ
於
テ
乘
客
送
迎
者
ノ
爲

入
塲
切
手
ヲ
發
賣
シ
切
手
一
枚
ニ
付
料
金
五
錢
ト
定
ム
但
該
切
手
ハ
停
車
塲
ノ

都
合
ニ
依
リ
枚
數
ヲ
限
リ
發
賣
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

明
治
三
十
一
年
七
月
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

臺
灣
總
督
府
報

第
三
百
三
十
號

臺
灣
總
督
ハ
茲
ニ
緊
急
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
メ
明
治
二
十
九
年
法
律
第
六
十
三
號

第
三
條
ニ
依
リ
私
設
鐵
道
會
社
ニ
關
ス
ル
律
令
ヲ
発
布
ス

明
治
三
十
一
年
七
月
十
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

律
令
第
十
二
號

明
治
三
十
一
年
七
月
十
六
日
前
ニ
発
起
ノ
認
可
ヲ
得
タ
ル
私
設
鐵
道
會
社
ニ
付

テ
ハ
當
分
ノ
内
商
法
第
六
章
第
三
節
ノ
規
程
ニ
依
ラ
ス
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
覊
束

ス臺
灣
總
督
府
報

第
三
百
九
十
一
號

明
治
三
十
一
年
十
月
二
十
二
日

告
示
第
七
十
六
號

臺
北
縣
錫
口
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
明
治
三
十
一
年
十
一
月
一
日
ヨ
リ
旅
客
及
貨

物
ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス

明
治
三
十
一
年
十
月
二
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

臺
灣
總
督
府
報

第
四
百
四
十
號

明
治
三
十
二
年
一
月
十

告
示
第
四
號

明
治
三
十
二
年
一
月
十
五
日
ヨ
リ
臺
北
縣
新
車
假
乘
降
塲
ヲ
新
車
停
車
塲
ト
改

稱
ス

明
治
三
十
二
年
一
月
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

臺
灣
總
督
府
報

第
四
百
四
十
七
號

訓
令
第
四
號

郵

便

及

電

信

局

輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
手
續
左
ノ
通
相
定
ム



明
治
三
十
二
年
一
月
二
十
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
詳
細
は
別
紙
）

臺
灣
總
督
府
報

第
四
百
五
十
一
號

明
治
三
十
二
年
一
月
二
十
七
日

告
示
第
十
四
號

明
治
三
十
二
年
二
月
一
日
ヨ
リ
臺
北
縣
新
車
新
竹
間
ニ
於
テ
輕
便
鐵
道
旅
客
貨

物
取
扱
開
始
ニ
付
紅
毛
田
ニ
假
停
車
塲
ヲ
設
置
ス

明
治
三
十
二
年
一
月
二
十
七
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

臺
灣
總
督
府
報

第
四
百
五
十
一
號

明
治
三
十
二
年
一
月
二
十
七
日

告
示
第
十
五
號

明
治
三
十
二
年
二
月
一
日
ヨ
リ
臺
北
縣
新
車
紅
毛
田
新
竹
各
停
車
塲
ニ
於
テ
輕

便
鐵
道
旅
客
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス

明
治
三
十
二
年
一
月
二
十
七
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

臺
灣
總
督
府
報

第
四
百
五
十
四
號

告
示
第
十
六
號

明
治
二
十
九
年
七
月
告
示
第
二
號
鐵
道
規
則
ハ
新
車
新
竹
間
輕
便
鐵
道
ニ
モ
適

用
ス明

治
三
十
二
年
二
月
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

臺
灣
總
督
府
報

第
四
百
七
十
號

訓
令
第
三
十
四
號

郵

便

及

電

信

局

明
治
三
十
二
年
一
月
訓
令
第
四
號
輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
手
續
中
第
二
條
左
ノ
通

改
メ
明
治
三
十
二
年
三
月
一
日
ヨ
リ
施
行
ス

明
治
三
十
二
年
二
月
二
十
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
詳
細
は
別
紙
）

臺
灣
總
督
府
報

第
五
百
五
十
一
號

訓
令
第
百
九
十
六
號

郵

便

及

電

信

局

明
治
三
十
二
年
一
月
訓
令
第
四
號
輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
手
續
中
左
ノ
通
改
正
ス

明
治
三
十
二
年
七
月
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
詳
細
は
別
紙
）

臺
灣
總
督
府
報

第
五
百
五
十
七
號

明
治
三
十
二
年
七
月
十
一
日

告
示
七
十
四
號

明
治
三
十
二
年
七
月
二
十
日
ヨ
リ
臺
北
縣
八
堵
南
港
打
類
坑
、
龜
崙
嶺
ニ
假
乘

降
塲
ヲ
設
置
シ
旅
客
及
少
量
ノ
手
荷
物
ニ
限
取
扱
ヲ
開
始
ス

明
治
三
十
二
年
七
月
十
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

臺
灣
總
督
府
報

第
五
百
五
十
七
號

明
治
三
十
二
年
七
月
十
一
日



告
示
第
七
十
五
號

明
治
三
十
二
年
七
月
二
十
日
ヨ
リ
臺
北
縣
楊
梅
壢
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
旅
客
及

貨
物
ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス

明
治
三
十
二
年
七
月
十
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

臺
灣
總
督
府
報

第
五
百
五
十
八
號

明
治
三
十
二
年
七
月
十
三
日

○
官
報
抄
録

朕
臺
灣
總
督
府
ニ
於
テ
鐵
道
事
業
ニ
要
ス
ル
鐵
道
用
品
ノ
貸
借
ニ
關
ス
ル
随
意

契
約
ノ
件
ヲ
裁
可
シ
茲
ニ
之
ヲ
交
付
セ
シ
ム

御

名

御

璽

明
治
三
十
二
年
七
月
四
日

大
蔵
大
臣

伯
爵
松
方
正
義

内
務
大
臣

侯
爵
西
郷
從
道

勅
令
第
三
百
二
十
三
號

臺
灣
總
督
府
ニ
於
テ
鐵
道
事
業
ニ
要
ス
ル
車
輛
器
具
機
械
其
ノ
他
鐵
道
用
品
ヲ

官
廳
若
ハ
私
設
鐵
道
會
社
ヨ
リ
買
入
借
入
又
ハ
官
廳
若
ハ
私
設
鐵
道
會
社
ニ
賣

渡
貸
渡
ス
ト
キ
ハ
随
意
契
約
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ
得

臺
灣
總
督
府
報

第
六
百
六
十
一
號

明
治
三
十
二
年
十
二
月
二
十
日

訓
令
第
三
百
四
十
六
號

鐵

道

部

臺
灣
總
督
府
鐵
道
部
分
課
規
程
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
三
十
二
年
十
二
月
二
十
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
詳
細
は
別
紙
）

臺
灣
總
督
府
報

第
六
百
六
十
三
號

訓
令
第
三
百
四
十
九
號

郵

便

及

電

信

局

明
治
三
十
二
年
一
月
訓
令
第
四
號
輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
手
續
中
左
ノ
通
改
正
ス

明
治
三
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
改
定
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
六
百
七
十
二
號

明
治
三
十
三
年
一
月
十
二
日

告
示
第
二
號

明
治
三
十
三
年
一
月
十
五
日
ヨ
リ
基
隆
停
車
塲
ニ
於
テ
乘
客
送
迎
者
ノ
爲
入
塲

切
手
ヲ
發
賣
シ
切
手
一
枚
ニ
付
料
金
五
錢
ト
定
ム
但
シ
該
切
手
ハ
停
車
塲
ノ
都

合
ニ
ヨ
リ
發
賣
ヲ
停
止
シ
又
ハ
枚
數
ヲ
制
限
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

明
治
三
十
三
年
一
月
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

七
百
九
號

告
示
第
二
十
一
號

明
治
三
十
三
年
三
月
十
五
日
限
リ
新
竹
停
車
塲
ニ
於
ケ
ル
乘
客
送
迎
者
ノ
入
塲

切
手
發
賣
ヲ
廢
止
ス

明
治
三
十
三
年
三
月
十
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎



府
報

第
八
百
十
四
號

明
治
三
十
三
年
九
月
九
日

朕
帝
國
議
會
ノ
協
賛
ヲ
經
タ
ル
鐵
道
船
舶
郵
便
法
ヲ
裁
可
シ
茲
ニ
之
ヲ
公
布
セ

シ
ム

御

名

御

璽

明
治
三
十
三
年
三
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

侯
爵
山
縣
有
朋

逓

信

大

臣

子
爵
芳
川
顯
正

法
律
第
五
十
六
號

鐵
道
船
舶
郵
便
法

（
法
律
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
八
百
十
四
號

明
治
三
十
三
年
九
月
九
日

○
勅

令

（
明
治
三
十
三
年
八
月
三
十
一
日
）

朕
臺
灣
總
督
府
文
官
中
鐵
道
停
車
塲
驛
長
同
助
役
及
車
長
ノ
服
制
ヲ
裁
可
シ
茲

ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御
名

御
璽

明
治
三
十
三
年
八
月
三
十
日

内
務
大
臣

侯
爵
西
郷
從
道

勅
令
第
三
百
五
十
二
號

臺
灣
總
督
府
文
官
中
鐵
道
停
車
塲
驛
長
同
助
役
及
車
長
ノ
服
制
別
表
ノ
通
リ
定

ム

附

則

本
令
ノ
施
行
期
日
ハ
臺
灣
總
督
之
ヲ
定
ム

（
服
制
詳
細
ハ
別
表
）

府
報

第
八
百
十
六
號

明
治
三
十
三
年
九
月
十
二
日

逓
信
省
令
第
四
十
八
號

私
設
電
信
規
則
左
ノ
通
之
ヲ
定
ム

明
治
三
十
三
年
九
月
一
日

逓

信

大

臣

子
爵
芳
川
顯
正

私
設
電
信
規
則

（
鐵
道
関
連
の
部
分
の
み
抄
録
）

第
二
條

電
信
法
第
二
條
第
二
號
ニ
依
ル
私
設
電
信
ハ
左
ニ
列
記
ス
ル
事
業
ノ

專
用
ニ
供
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

一

私
設
鐵
道
法
ニ
依
ル
鐵
道
、
軌
道
條
例
又
ハ
特
別
ノ
法
令
ニ
依
リ
一
般

運
輸
ノ
用
ニ
供
ス
ル
鐵
道
又
ハ
軌
道
及
一
個
人
又
ハ
一
會
社
ニ
於
テ
個

人
ノ
專
用
ニ
供
ス
ル
為
布
設
ス
ル
鐵
道
又
ハ
軌
道
ノ
事
業

府
報

第
八
百
三
十
一
號

明
治
三
十
三
年
十
月
二
日

府
令
第
九
十
二
號

明
治
三
十
三
年
勅
令
第
三
百
五
十
二
號
臺
灣
總
督
府
文
官
中
鐵
道
停
車
場
驛
長

同
助
役
及
車
長
ノ
服
制
ハ
明
治
三
十
三
年
十
一
月
一
日
ヨ
リ
施
行
ス

明
治
三
十
三
年
十
月
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
八
百
七
十
七
號

明
治
三
十
三
年
十
二
月
十
九
日

府
令
第
百
二
十
號

臺
灣
總
督
府
鐵
道
部
運
輸
規
程
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
三
十
三
年
十
二
月
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
詳
細
は
別
紙
）



府
報

第
八
百
九
十
一
號

訓
令
第
八
號

郵

便

及

電

信

局

明
治
三
十
二
年
一
月
訓
令
第
四
號
輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
手
續
中
第
二
條
左
ノ
通

改
正
ス

本
令
ハ
明
治
三
十
四
年
二
月
一
日
ヨ
リ
施
行
ス

明
治
三
十
四
年
一
月
二
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
改
定
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
八
百
九
十
一
號

訓
令
第
九
號

郵

便

及

電

信

局

明
治
三
十
二
年
一
月
訓
令
第
四
號
輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
第
二
條
第
一
号
ニ
依

リ
沿
道
締
切
局
所
左
ノ
通
指
定
ス

本
令
ハ
明
治
三
十
四
年
一
月
訓
令
第
八
號
施
行
ノ
日
ヨ
リ
施
行
ス

明
治
三
十
四
年
一
月
二
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

沿
道
締
切
局
所

彰

化

員

林

北

斗

打

猫

府
報

第
九
百
三
十
四
號

訓
令
第
百
二
號

郵

便

及

電

信

局

輕
便
鐵
道
臺
車
ニ
依
ル
郵
便
物
逓
送
速
度
及
等
給
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
三
十
四
年
四
月
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

等

級

速

度

一

級

一

哩

十

分

二

級

一

哩

十
二
分

三

級

一

哩

十
四
分

府
報

第
九
百
五
十
五
號

告
示
第
四
十
三
號

明
治
三
十
四
年
五
月
十
五
日
ヨ
リ
臺
南
縣
臺
南
灣
裡
間
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始

ス
停
車
塲
名
及
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
四
年
五
月
十
三
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

新

市

街

灣

裡

自

哩

鎖

哩

鎖

打

狗

三
五
、
五
一

四
○
、
二
八

府
報

第
九
百
五
十
五
號

告
示
四
十
四
號

臺
南
縣
楠
仔
坑
阿
公
店
間
ニ
橋
仔
頭
乘
降
塲
ヲ
設
置
シ
明
治
三
十
四
年
五
月
十



五
日
ヨ
リ
旅
客
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス
其
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
四
年
五
月
十
三
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

橋

仔

頭

自

哩

鎖

打

狗

一
○
、
五
八

府
報

第
九
百
八
十
七
號

明
治
三
十
四
年
七
月
十
七
日

府
令
第
四
十
五
號

明
治
三
十
三
年
十
二
月
府
令
第
百
二
十
號
臺
灣
總
督
府
鐵
道
部
運
輸
規
程
中
左

ノ
通
改
訂
ス

明
治
三
十
四
年
七
月
十
七
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
改
定
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

號
外

明
治
三
十
四
年
八
月
十
九

告
示
第
八
十
四
號

明
治
三
十
四
年
八
月
二
十
五
日
ヨ
リ
臺
北
桃
仔
園
間
改
良
線
及
臺
北
淡
水
間
新

線
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
停
車
塲
及
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
四
年
八
月
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

艋

舺

枋

橋

樹

林

鶯

歌

石

桃

仔

園

自

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

臺

北

一
、
〇
七

四
，
六
六

七
、
五
四

一
二
、
七
九

一
六
，
七
六

至

圓

山

士

林

北

投

淡

水

自

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

臺

北

一
、
六
五

三
、
三
一

六
、
六
七

三
、
一
二

但
シ
圓
山
、
士
林
、
樹
林
、
鶯
歌
石
、
各
乘
降
塲
ニ
於
テ
ハ
大
貨
物
ヲ
取
扱

ハ
ス
艋
舺
停
車
塲
ニ
於
テ
ハ
緩
急
車
積
ノ
大
貨
物
ニ
限
リ
取
扱
フ

府
報

號
外

明
治
三
十
四
年
八
月
十
九

告
示
第
八
十
五
號

明
治
三
十
四
年
八
月
二
十
四
日
限
リ
淡
水
橋
桃
仔
園
間
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
廢
止

ス
明
治
三
十
四
年
八
月
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

號
外

明
治
三
十
四
年
八
月
十
九
日

告
示
第
八
十
六
號

八
堵
、
南
港
、
安
平
鎭
、
崩
坡
、
假
停
車
塲
及
紅
毛
田
假
停
車
塲
ヲ
各
乘
降
塲

ニ
改
稱
シ
一
等
旅
客
ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス

明
治
三
十
四
年
八
月
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎



府
報

號
外

明
治
三
十
四
年
八
月
十
九
日

告
示
第
八
十
七
號

明
治
三
十
四
年
八
月
二
十
五
日
ヨ
リ
基
隆
新
車
間
ノ
哩
程
ヲ
左
ノ
通
改
正
ス

明
治
三
十
四
年
八
月
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

水

鶯

自

八
堵

七
堵

返
脚

南
港

錫
口

臺
北

艋
舺

枋
橋

樹
林

歌
石

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

基

隆

2.4
2

3.75
8.43

1
1.63

14.19
18.30

19
.2

7
2

3.0
6

2
5.74

31
.19

至

桃

安
平

楊
梅

大

自

仔
園

中
壢

鎭

壢

崩
坡

湖
口

新
車

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

基

隆

35.16
41.25

44
.67

47
.4

0
4

9.62
53.63

57.37

府
報

號
外

告
示
第
八
十
八
號

明
治
三
十
四
年
八
月
二
十
五
日
ヨ
リ
臺
北
停
車
塲
構
内
淡
水
河
岸
ニ
貨
物
取
扱

所
ヲ
設
置
シ
大
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス

明
治
三
十
四
年
八
月
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

號
外

告
示
第
八
十
九
號

明
治
三
十
四
年
八
月
二
十
五
日
ヨ
リ
臺
北
停
車
塲
及
淡
水
河
岸
ニ
於
テ
貨
物
ノ

積
卸
竝
臺
北
市
内
ニ
貨
物
ノ
配
達
ヲ
取
扱
フ

明
治
三
十
四
年
八
月
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

臺
灣
總
督
府
報

第
千
五
十
號

訓
令
第
三
百
四
十
五
號

郵

便

及

電

信

局

明
治
三
十
二
年
一
月
訓
令
第
四
號
輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
手
續
中
左
ノ
通
改
正
ス

本
令
ハ
明
治
三
十
四
年
十
一
月
十
一
日
ヨ
リ
施
行
ス

明
治
三
十
四
年
十
一
月
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
改
定
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
千
五
十
二
號

明
治
三
十
四
年
十
一
月
八
日

告
示
第
百
十
八
號

明
治
三
十
四
年
十
一
月
十
日
ヨ
リ
明
治
三
十
四
年
八
月
告
示
第
八
十
四
號
但
シ

書
中
「
樹
林
鶯
歌
石
」
ヲ
削
リ
艋
舳
停
車
場
ノ
下
ニ
「
樹
林
乘
降
塲
」
ヲ
加
フ

明
治
三
十
四
年
十
一
月
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎



府
報

第
千
七
十
三
號

明
治
三
十
四
年
十
二
月
十
一
日

告
示
第
百
三
十
一
號

明
治
三
十
四
年
十
二
月
十
六
日
ヨ
リ
臺
南
廳
灣
裡
鹽
水
港
廳
新
營
庄
間
鐵
道
運

輸
營
業
ヲ
開
始
ス
停
車
塲
名
及
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
四
年
十
二
月
十
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

拔

仔

林

林

鳳

營

新

營

庄

自

哩

鎖

哩

鎖

哩

鎖

打

狗

四
三
、
一
八

四
八
、
〇
一

五
二
、
三
六

拔
仔
林
及
林
鳳
營
ハ
乘
降
塲
ト
ス

府
報

第
千
七
十
三
號

明
治
三
十
四
年
十
二
月
十
一
日

告
示
第
百
三
十
二
號

臺
南
廳
中
洲
庄
ニ
乘
降
塲
ヲ
設
置
シ
旅
客
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
四
年
十
二
月
十
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

中

洲

庄

自

哩

鎖

打

狗

二
一
、
二
八

府
報

第
千
七
十
四
號

訓
令
第
四
百
十
三
號

郵

便

及

電

信

局

輕
便
鐵
道
臺
車
ニ
依
ル
郵
便
物
逓
送
速
度
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
三
十
四
年
四
月
訓
令
第
百
二
號
ハ
廢
止
ス

明
治
三
十
四
年
十
二
月
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

一
等
速
度

一
哩

十
分

二
等
速
度

一
哩

十
二
分

三
等
速
度

一
哩

十
四
分

但
シ
土
地
ノ
狀
況
ニ
依
リ
規
程
ノ
速
度
ニ
依
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
場
所
ニ

ハ
相
當
ノ
猶
豫
時
間
ヲ
付
與
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

府
報

第
千
八
十
號

訓
令
第
四
百
三
十
號

郵

便

及

電

信

局

明
治
三
十
二
年
一
月
訓
令
第
四
號
輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
手
續
中
左
ノ
通
改
正
ス

明
治
三
十
四
年
十
二
月
二
十
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
改
定
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
千
百
號

告
示
第
十
四
號

新
竹
廳
太
湖
口
紅
毛
田
間
鐵
道
改
良
線
竣
成
ニ
付
明
治
三
十
五
年
二
月
一
日
ヨ

リ
開
通
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
五
年
一
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎



至

紅

毛

田

自

哩

鎖

太

湖

口

五
、
七
一

府
報

第
千
百
號

告
示
第
十
五
號

明
治
三
十
五
年
二
月
一
日
ヨ
リ
紅
毛
田
乘
降
塲
ニ
於
テ
大
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
開
始

ス
明
治
三
十
五
年
一
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
百
號

告
示
第
十
六
號

明
治
三
十
五
年
二
月
一
日
ヨ
リ
臺
北
淡
水
河
岸
貨
物
扱
所
ヲ
大
稻
埕
乘
降
塲
ト

改
稱
旅
客
ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
五
年
一
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

大

稻

埕

自

哩

鎖

臺

北

〇
、
三
九

府
報

第
千
百
號

明
治
三
十
五
年
一
月
二
十
八
日

告
示
第
十
七
號

明
治
三
十
五
年
一
月
三
十
一
日
限
崩
坡
乘
降
塲
及
新
車
停
車
塲
ヲ
廢
止
ス

明
治
三
十
五
年
一
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
百
四
十
二
號

告
示
第
四
十
六
號

明
治
三
十
五
年
四
月
二
十
日
ヨ
リ
明
治
三
十
四
年
五
月
告
示
第
四
十
四
號
中
橋

仔
頭
乘
降
塲
ヲ
「
橋
仔
頭
停
車
塲
」
ト
改
稱
ス

明
治
三
十
五
年
四
月
十
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
百
五
十
七
號

明
治
三
十
五
年
五
月
二
十
日

告
示
第
六
十
二
號

明
治
三
十
五
年
一
月
告
示
第
十
六
號
大
稻
埕
乘
降
塲
ト
ア
ル
ヲ
同
年
六
月
一
日

ヨ
リ
大
稻
埕
停
車
塲
ト
改
稱
ス

明
治
三
十
五
年
五
月
二
十
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
百
五
十
七
號

明
治
三
十
五
年
五
月
二
十
日

告
示
第
六
十
三
號

明
治
三
十
五
年
六
月
一
日
ヨ
リ
臺
南
停
車
塲
ニ
於
テ
入
場
券
ヲ
發
賣
ス
但
シ
其



ノ
料
金
ハ
一
枚
ニ
付
五
錢
ト
ス

明
治
三
十
五
年
五
月
二
十
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
百
六
十
號

明
治
三
十
五
年
五
月
二
十
八
日

府
令
第
三
十
九
號

明
治
三
十
五
年
十
二
月
府
令
第
百
十
九
號
鐵
道
係
員
職
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

明
治
三
十
五
年
五
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
改
訂
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
千
百
六
十
號

明
治
三
十
五
年
五
月
二
十
八
日

告
示
第
六
十
八
號

明
治
三
十
五
年
六
月
一
日
ヨ
リ
各
乘
降
塲
ヲ
停
車
塲
ト
改
稱
ス

明
治
三
十
五
年
五
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
百
六
十
一
號

明
治
三
十
五
年
五
月
二
十
九
日

告
示
第
六
十
九
號

明
治
三
十
五
年
六
月
一
日
ヨ
リ
臺
北
廳
五
堵
及
桃
仔
園
廳
崁
仔
脚
ニ
停
車
塲
ヲ

設
置
シ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
五
年
五
月
二
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

五

堵

崁

仔

脚

自

哩

鎖

哩

鎖

基

隆

七
、
六
六

三
八
、
六
四

但
シ
五
堵
停
車
塲
ニ
於
テ
ハ
旅
客
ヲ
取
扱
ハ
ス

府
報

第
千
百
八
十
一
號

告
示
第
九
十
三
號

明
治
三
十
五
年
五
月
告
示
第
六
十
九
號
但
シ
書
ハ
明
治
三
十
五
年
七
月
五
日
ヨ

リ
削
除
ス

明
治
三
十
五
年
七
月
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
百
八
十
一
號

明
治
三
十
五
年
七
月
四
日

告
示
第
九
十
四
號

明
治
三
十
五
年
七
月
五
日
ヨ
リ
新
竹
停
車
塲
ニ
於
テ
乗
客
送
迎
者
ノ
爲
入
塲
切

手
ヲ
發
賣
シ
一
枚
ニ
付
料
金
五
錢
ト
定
ム
但
シ
該
切
手
ハ
停
車
塲
ノ
都
合
ニ
依

リ
發
賣
ヲ
停
止
又
ハ
枚
數
ヲ
制
限
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

明
治
三
十
五
年
七
月
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
百
九
十
九
號

明
治
三
十
五
年
八
月
六
日

告
示
第
百
三
號

明
治
三
十
五
年
八
月
十
日
ヨ
リ
新
竹
廳
香
山
及
中
港
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
運
輸

營
業
ヲ
開
始
ス
其
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
五
年
八
月
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎



至

香

山

中

港

自

哩

鎖

哩

鎖

基

隆

六
八
、
二
二

七
四
、
三
八

但
シ
香
山
停
車
塲
ニ
於
テ
ハ
當
分
ノ
内
大
貨
物
ヲ
取
扱
ハ
ス

府
報

第
千
二
百
十
七
號

訓
令
第
二
百
四
十
一
號

一
、
二
、
三

等

局

郵
便
車
、
輕
便
鐵
道
郵
便
臺
車
、
郵
便
物
逓
送
集
配
用
電
報
配
達
用
小
蒸
汽
船
、

艀
舟
及
端
艇
ニ
ハ
郵
便
旗
ヲ
掲
ク
ヘ
シ
但
シ
數
輛
又
ハ
數
艘
連
接
使
用
ス
ル
郵

便
臺
車
及
艀
舟
ノ
第
二
列
以
下
ノ
舟
車
竝
郵
便
ノ
表
記
ア
ル
等
其
ノ
郵
便
車
タ

ル
コ
ト
ヲ
識
別
シ
得
ヘ
キ
函
車
ハ
此
ノ
限
ニ
ア
ラ
ス

明
治
三
十
五
年
九
月
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
二
百
二
十
號

明
治
三
十
五
年
九
月
十
六
日

○
勅

令

（
明
治
三
十
五
年
九
月
六
日
官
報
）

朕
臺
灣
總
督
府
文
官
中
鐵
道
停
車
場
驛
長
同
助
役
及
車
長
ノ
服
制
中
改
正
ノ
件

ヲ
裁
可
シ
茲
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御
名

御
璽

明
治
三
十
五
年
九
月
五
日

内
務
大
臣

男
爵
内
海
忠
勝

勅
令
第
二
百
八
號

臺
灣
總
督
府
文
官
中
鐵
道
停
車
場
驛
長
同
助
役
及
車
長
ノ
服
制
別
表
中
左
ノ
通

改
正
ス

（
改
正
内
容
別
紙
）

府
報

第
千
二
百
二
十
九
號

明
治
三
十
五
年
十
月
一
日

訓
令
第
二
百
五
十
號

鐵

道

部

驛
員
列
車
乘
務
員
保
線
吏
員
等
臨
時
夜
勤
食
料
支
給
規
則
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
三
十
五
年
十
月
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

驛
員
列
車
乘
務
員
保
線
吏
員
等
臨
時
夜
勤
食
料
支
給
規
則

（
規
則
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
千
二
百
三
十
九
號

訓
令
第
二
百
六
十
四
號

一
、
二
、
三
等
局
（
電
信
局
ヲ
除
ク
）

輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
規
程
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
三
十
五
年
十
月
十
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
規
程
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
千
二
百
六
十
八
號

明
治
三
十
五
年
十
二
月
十
一
日

告
示
第
百
六
十
一
號

明
治
三
十
五
年
十
二
月
十
五
日
ヨ
リ
鳳
山
廳
半
路
竹
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
運
輸



營
業
ヲ
開
始
ス
其
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
五
年
十
二
月
十
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

半

路

竹

自

哩

鎖

打

狗

一
七
、
五
八

府
報

第
千
二
百
七
十
五
號

明
治
三
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

○
彙
報

○
官
廳
事
項

○
停
車
場
構
内
檢
査
貨
物

淡
水
税
關
ニ
於
テ
ハ
淡
水
停
車
場
構
内
檢
査
貨
物

中
ヘ
左
ノ
二
品
ヲ
追
加
セ
リ

樟
脳

脳
油

府
報

第
千
二
百
七
十
六
號

明
治
三
十
六
年
一
月
一
日

告
示
第
百
六
十
七
號

明
治
三
十
六
年
一
月
一
日
ヨ
リ
臺
北
廳
江
頭
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
運
輸
營
業
ヲ

開
始
ス
其
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
六
年
一
月
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

江

頭

自

哩

鎖

臺

北

八
、
七
八

但
シ
當
分
ノ
内
大
貨
物
ヲ
取
扱
ハ
ス

府
報

第
千
三
百
號

明
治
三
十
六
年
二
月
二
十
八
日

○
彙
報

○
官
廳
事
項

○
停
車
場
構
内
檢
査
貨
物
追
加

淡
水
税
關
ニ
テ
ハ
淡
水
停
車
場
構
内
檢
査
貨

物
十
三
種
ノ
外
今
般
更
ニ
左
ノ
一
品
ヲ
追
加
セ
リ

一

セ
メ
ン
ト

府
報

第
千
三
百
二
號

明
治
三
十
六
年
三
月
五
日

告
示
第
二
十
號

明
治
三
十
六
年
三
月
十
日
ヨ
リ
臺
南
廳
鳥
松
庄
ニ
鳥
松
庄
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
運

輸
營
業
開
始
ス
其
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
六
年
三
月
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

鳥

松

庄

自

哩

鎖

打

狗

三
二
、
六
二



府
報

第
千
三
百
十
一
號

訓
令
第
四
十
二
號

一
、
二
、
三
等
局
（
電
信
局
ヲ
除
ク
）

明
治
三
十
五
年
一
月
訓
令
第
二
百
六
十
四
號
輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
規
程
中
左
ノ

通
改
定
ス

明
治
三
十
六
年
三
月
二
十
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
改
定
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
千
三
百
三
十
一
號

訓
令
第
四
十
八
號

一
、
二
、
三
等
局
（
電
信
局
ヲ
除
ク
）

明
治
三
十
五
年
一
月
訓
令
第
二
百
六
十
四
號
輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
規
程
中
左
ノ

通
改
定
ス

明
治
三
十
六
年
四
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
改
定
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
千
三
百
四
十
六
號

明
治
三
十
六
年
五
月
二
十
二
日

告
示
第
四
十
七
號

明
治
三
十
六
年
五
月
二
十
五
日
ヨ
リ
苗
栗
廳
下
後
壠
及
苗
栗
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置

シ
運
輸
營
業
開
始
ス
其
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
六
年
五
月
二
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

後

壠

苗

栗

自

哩

鎖

哩

鎖

基

隆

八
一
、
六
七

八
四
、
〇
一

但
シ
後
壠
停
車
塲
ニ
於
テ
ハ
當
分
ノ
内
貨
車
貸
切
ヲ
取
扱
ハ
ス

府
報

第
千
三
百
七
十
七
號

明
治
三
十
六
年
七
月
十
七
日

告
示
第
六
十
八
號

明
治
三
十
六
年
七
月
二
十
日
ヨ
リ
基
隆
及
艋
舺
兩
停
車
場
ニ
於
テ
貨
物
ノ
積
卸

竝
市
内
ニ
貨
物
ノ
配
達
ヲ
取
扱
フ

明
治
三
十
六
年
七
月
十
七
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

號
外

明
治
三
十
六
年
九
月
十
二
日

告
示
第
九
十
三
號

明
治
三
十
六
年
九
月
十
五
日
ヨ
リ
明
治
三
十
六
年
五
月
告
示
第
四
十
七
號
中
但

シ
書
ヲ
削
ル

明
治
三
十
六
年
九
月
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
四
百
九
號

告
示
第
百
一
號

明
治
三
十
六
年
十
月
七
日
以
降
鐵
道
線
路
營
業
哩
程
左
ノ
通
改
定
ス

明
治
三
十
六
年
十
月
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎



基
隆
苗
栗
間

至
八

堵
七

堵
五

堵
水
返
脚
南

港
錫

口
臺

北
艋

舺
枋

橋
樹

林

自

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

基

隆

二
、
五

三
、
九

七
、
八

八
、
五

一
一
、
九

一
四
、
二

一
八
、
二

一
九
、
三

二
三
、
一

二
五
、
九

至

鶯
歌
石
桃
仔
園
崁
仔
脚
中

壢
安
平
鎭
楊
梅
壢
大
湖
口
紅
毛
田
新

竹
香

山

自

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

基

隆

三
一
、
二

三
五
、
二

三
八
、
九

四
一
、
三

四
四
、
九

四
七
、
〇

五
三
、
八

五
九
、
七

六
三
、
三

六
八
、
三

至

自

中
港

後
壠

苗
栗

哩

分

哩

分

哩

分

基

隆

七
四
、
五

八
一
、
八

八
四
、
〇

打
狗
嘉
義
間

至
舊

城

楠
仔
坑
橋
仔
頭
阿
公
店
半
路
竹

大
湖
街

中
州
庄
車
路
墘
臺

南
鳥
松
庄

自

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

打

狗

三
、
八

八
、
一

一
〇
、
七

一
三
、
一

一
七
、
七

一
九
、
八

二
一
、
四

二
三
、
〇

二
八
、
五

三
二
、
八

至
新
市
街

灣

裡
拔
仔
林
蕃
仔
田
林
鳳
營

新
松
庄

後
壁
寮
水
堀
頭
嘉

義

自

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

打

狗

三
五
、
七

四
〇
、
三

四
三
、
三

四
四
、
九

四
八
、
〇

五
二
、
五

五
七
、
二

六
三
、
〇

六
六
、
八

臺
北
淡
水
間

至

圓

山

士

林

北

投

江

頭

淡

水

自

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

臺

北

一
、
八

三
、
四

六
、
八

九
、
〇

一
三
、
二

臺
北
大
稻
埕
間

至

大

稻

埕

自

哩

分

臺

北

〇
、
五

府
報

第
千
四
百
九
號

明
治
三
十
六
年
十
月
二
日

告
示
第
百
二
號

明
治
三
十
六
年
十
月
七
日
ヨ
リ
桃
仔
園
廳
山
仔
脚
及
苗
栗
廳
造
橋
、
銅
鑼
灣
三

叉
河
ニ
各
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
六
年
十
月
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

山

仔

脚

造

橋

銅

鑼

灣

三

叉

河

自

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

基

隆

二
八
、
三

七
七
、
八

九
〇
、
九

九
五
、
六



府
報

號
外

明
治
三
十
六
年
十
二
月
十
三
日

告
示
第
百
二
十
九
號

明
治
三
十
六
年
十
二
月
十
五
日
ヨ
リ
嘉
義
廳
打
猫
、
大
莆
林
、
他
里
霧
ニ
停
車

塲
ヲ
設
置
シ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
六
年
十
二
月
十
三
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

打

猫

大

莆

林

他

里

霧

自

哩

分

哩

分

哩

分

打

狗

七
二
、
五

七
六
、
二

八
一
、
四

府
報

第
千
四
百
六
十
八
號

明
治
三
十
七
年
一
月
二
十
九
日

告
示
第
十
一
號

明
治
三
十
七
年
二
月
一
日
ヨ
リ
斗
六
廳
斗
六
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
運
輸
營
業
ヲ

開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
七
年
一
月
二
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

自

斗

六

哩

分

打

狗

八
六
、
二

府
報

第
千
四
百
六
十
九
號

訓
令
第
三
十
三
號

一
、
二
、
三
等
局
（
電
信
局
ヲ
除
ク
）

明
治
三
十
五
年
一
月
訓
令
第
二
百
六
十
四
號
輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
規
程
第
八
條

第
二
項
中
「
郵
便
逓
送
記
ノ
例
ニ
依
リ
」
ノ
下
「
所
轄
一
等
局
ニ
差
出
シ
一
等

局
ニ
於
テ
ハ
郵
便
逓
送
記
ニ
準
シ
」
ヲ
削
ル

明
治
三
十
七
年
二
月
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
五
百
一
號

明
治
三
十
七
年
三
月
二
十
五
日

告
示
第
五
十
號

明
治
三
十
五
年
四
月
告
示
第
五
十
一
號
蕃
仔
田
停
車
塲
及
同
三
十
六
年
三
月
告

示
第
二
十
號
鳥
松
庄
停
車
塲
ハ
明
治
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日
限
リ
之
ヲ
廢
止

ス
明
治
三
十
七
年
三
月
二
十
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
五
百
十
一
號

明
治
三
十
七
年
四
月
十
二
日

府
令
第
四
十
一
號

明
治
三
十
三
年
十
二
月
府
令
第
百
二
十
號
臺
灣
總
督
府
鐵
道
部
運
輸
規
程
中
左

ノ
通
改
訂
ス

明
治
三
十
七
年
四
月
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
改
定
の
詳
細
は
別
紙
）



府
報

第
千
五
百
二
十
六
號

明
治
三
十
七
年
五
月
十
七
日

告
示
第
七
十
二
號

明
治
三
十
七
年
五
月
十
七
日
ヨ
リ
苗
栗
廳
伯
公
坑
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
運
輸
營

業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
七
年
五
月
十
七
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

伯

公

坑

自

哩

分

基

隆

一
〇
〇
、
五

府
報

第
千
六
百
二
十
七
號

明
治
三
十
七
年
十
一
月
八
日

告
示
第
百
三
十
六
號

明
治
三
十
七
年
十
一
月
十
日
ヨ
リ
斗
六
廳
濁
水
溪
南
岸
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
運

輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
七
年
十
一
月
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

濁

水

自

哩

分

打

狗

九
三
、
九

府
報

第
千
六
百
七
十
一
號

明
治
三
十
八
年
一
月
十
三
日

告
示
第
二
號

明
治
三
十
八
年
一
月
十
五
日
ヨ
リ
彰
化
廳
二
八
水
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
運
輸
營

業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
三
十
八
年
一
月
十
三
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

二

八

水

自

哩

分

打

狗

九
七
、
二

府
報

第
千
七
百
十
五
號

明
治
三
十
八
年
三
月
二
十
四
日

告
示
第
二
十
七
號

明
治
三
十
八
年
三
月
二
十
六
日
ヨ
リ
彰
化
廳
管
下
彰
化
、
茄
苳
脚
、
員
林
、
社

頭
、
田
中
央
ノ
五
箇
所
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩

程
左
ノ
通

明
治
三
十
八
年
三
月
二
十
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

田

中

央

社

頭

員

林

茄

苳

脚

彰

化

自

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

打

狗

一
〇
〇
、
八

一
〇
三
、
四

一
〇
七
、
九

一
一
二
、
九

一
一
七
、
〇
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（
時
刻
表
ア
リ
）

府
報

第
千
七
百
四
十
六
號

告
示
第
六
十
六
號

明
治
三
十
八
年
五
月
十
五
日
ヨ
リ
臺
中
廳
管
下
葫
蘆
墩
、
潭
仔
墘
、
臺
中
、
烏

日
、
大
肚
及
鹽
水
港
廳
蕃
仔
田
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス

其
ノ
哩
程
左
ノ
通

拔
仔
林
停
車
場
ハ
明
治
三
十
八
年
五
月
十
五
日
限
リ
廢
止
ス

明
治
三
十
八
年
五
月
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

蕃
仔
田

大

肚

烏

日

臺

中

潭
仔
墘

葫

蘆

墩

自

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

打

狗

四
四
、
六

一
二
〇
、
九

一
二
三
、
四

一
二
七
、
九

一
三
三
、
六

一
三
六
、
七

府
報

第
千
七
百
四
十
六
號

告
示
第
六
十
七
號

明
治
三
十
八
年
五
月
十
五
日
ヨ
リ
苗
栗
廳
伯
公
坑
、
同
後
里
庄
及
臺
中
廳
葫
蘆

墩
ノ
各
地
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
輕
便
鐵
道
ニ
依
ル
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩

程
左
ノ
通

明
治
三
十
八
年
五
月
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

後

里

庄

葫

蘆

墩

自

哩

分

哩

分

伯

公

坑

五
、
六

九
、
四

府
報

第
千
七
百
七
十
七
號

明
治
三
十
八
年
六
月
二
十
九
日

告
示
第
八
十
三
號

明
治
三
十
八
年
七
月
一
日
ヨ
リ
桃
仔
園
停
車
塲
ヲ
桃
園
停
車
塲
ト
改
稱
ス

明
治
三
十
八
年
六
月
二
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
八
百
三
號

明
治
三
十
八
年
八
月
四
日

告
示
第
九
十
七
號

明
治
三
十
八
年
八
月
五
日
ヨ
リ
臺
中
停
車
塲
ニ
於
テ
入
場
券
ヲ
發
賣
シ
其
ノ
料

金
ハ
一
枚
金
五
錢
ト
ス
但
シ
停
車
場
ノ
都
合
ニ
依
リ
枚
數
ヲ
限
リ
發
賣
ス
ル
コ

ト
ア
ル
ヘ
シ

明
治
三
十
八
年
八
月
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
八
百
十
五
號

訓
令
第
百
九
十
號

一
、
二
、
三
等
局
（
電
信
局
ヲ
除
ク
）

輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
規
程
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
三
十
八
年
八
月
二
十
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

（
規
程
詳
細
は
別
紙
）



府
報

第
千
八
百
四
十
七
號

明
治
三
十
八
年
十
月
十
一
日

告
示
第
百
二
十
四
號

明
治
三
十
八
年
十
月
十
五
日
ヨ
リ
斗
六
廳
石
榴
班
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
運
輸
營

業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
數
左
ノ
通

明
治
三
十
八
年
十
月
十
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

石

榴

班

自

哩

分

打

狗

八
九
、
二

府
報

第
千
八
百
九
十
四
號

明
治
三
十
九
年
一
月
十
三
日

告
示
第
二
號

明
治
三
十
九
年
一
月
十
五
日
ヨ
リ
彰
化
廳
北
濁
水
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
運
輸
營

業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
數
左
ノ
通

明
治
三
十
九
年
一
月
十
三
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

至

北

濁

水

自

哩

分

打

狗

九
四
、
九

府
報

第
千
八
百
九
十
七
號

明
治
三
十
九
年
一
月
十
九
日

告
示
第
三
號

北
濁
水
停
車
塲
ニ
於
テ
ハ
當
分
ノ
内
貸
切
車
扱
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
爲
サ
ス

明
治
三
十
九
年
一
月
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
兒
玉
源
太
郎

府
報

第
千
九
百
八
十
七
號

明
治
三
十
九
年
六
月
十
五
日

告
示
第
四
十
八
號

明
治
三
十
九
年
六
月
三
十
日
限
五
堵
停
車
塲
ニ
於
ケ
ル
旅
客
及
通
常
貨
物
ノ
取

扱
ヲ
廢
止
ス
但
シ
貸
切
貨
物
扱
ハ
從
前
ノ
通

明
治
三
十
九
年
六
月
十
五
日

臺
灣
總
督

子
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
二
千
三
號

明
治
三
十
九
年
七
月
十
三

告
示
第
五
十
六
號

明
治
三
十
八
年
五
月
告
示
第
六
十
七
號
中
伯
公
坑
及
葫
蘆
墩
寮
輕
便
線
停
車
塲

ハ
明
治
三
十
九
年
七
月
十
四
日
限
廢
止
ス
但
シ
從
來
右
兩
停
車
塲
ノ
於
テ
取
扱

ヒ
タ
ル
事
務
ハ
各
同
地
鐵
道
停
車
塲
ニ
於
テ
之
ヲ
取
扱
フ

明
治
三
十
九
年
七
月
十
三
日

臺
灣
總
督

子
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
二
千
百
五
十
八
號

明
治
四
十
年
三
月
二
十
七
日

告
示
第
三
十
六
號



明
治
四
十
年
四
月
一
日
ヨ
リ
鳳
山
廳
哨
船
頭
（
打
狗
）
、
鹽
埕
埔
、
鳳
山
ノ
各

地
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
輕
便
鐵
道
ニ
依
ル
一
般
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
數

左
ノ
通

明
治
四
十
年
三
月
二
十
七
日

臺
灣
總
督

子
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

鹽

埕

埔

鳳

山

自

哩

分

哩

分

哨

船

頭

一
、
三

六
、
九

府
報

第
二
千
二
百
十
二
號

明
治
四
十
年
六
月
十
四
日

告
示
第
九
十
一
號

明
治
四
十
年
六
月
二
十
日
ヨ
リ
斗
六
廳
林
内
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
鐵
道
運
輸
營

業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
年
六
月
十
四
日

臺
灣
總
督

子
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

林

内

自

哩

分

打

狗

九
二
、
一

府
報

第
二
千
二
百
十
二
號

明
治
四
十
年
六
月
十
四
日

告
示
第
九
十
二
號

明
治
四
十
年
六
月
十
九
日
限
左
ノ
停
車
塲
ヲ
廢
止
ス

明
治
四
十
年
六
月
十
四
日

臺
灣
總
督

子
爵
佐
久
間
左
馬
太

濁
水

停
車
塲

北
濁
水
停
車
塲

府
報

號
外

明
治
四
十
年
九
月
二
十
九
日

告
示
第
百
四
十
一
號

明
治
四
十
年
十
月
一
日
ヨ
リ
鳳
山
廳
下
鳳
山
、
九
曲
堂
ノ
二
箇
所
ニ
停
車
塲
ヲ

設
置
シ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
年
九
月
二
十
九
日

臺
灣
總
督

子
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

鳳

山

九

曲

堂

自

哩

分

哩

分

打

狗

五
、
六

一
〇
、
六

府
報

號
外

告
示
第
百
四
十
二
號

明
治
四
十
年
九
月
三
十
日
限
鹽
埕
埔
鳳
山
間
輕
便
鐵
道
ニ
ヨ
ル
運
輸
營
業
ヲ
廢

止
ス明

治
四
十
年
九
月
二
十
九
日

臺
灣
總
督

子
爵
佐
久
間
左
馬
太



府
報

第
二
千
三
百
五
十
七
號

明
治
四
十
一
年
一
月
二
十
八
日

告
示
第
十
二
號

明
治
四
十
一
年
二
月
一
日
ヨ
リ
鳳
山
廳
下
三
塊
厝
二
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
運
輸
營

業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
數
左
ノ
通
但
シ
當
分
ノ
内
貸
切
車
扱
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
爲
サ

ス
明
治
四
十
一
年
一
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

三

塊

厝

自

哩

分

打

狗

一
、
四

府
報

第
二
千
三
百
六
十
七
號

明
治
四
十
一
年
二
月
十
五
日

告
示
第
十
七
號

明
治
四
十
一
年
二
月
二
十
日
ヨ
リ
後
里
庄
停
車
塲
ヲ
苗
栗
廳
下
圳
藔
庄
ニ
移
轉

シ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
數
左
ノ
通

明
治
四
十
一
年
二
月
十
五
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

後

里

庄

自

哩

分

基

隆

一
〇
五
、
五

府
報

第
二
千
三
百
六
十
八
號

告
示
第
十
八
號

明
治
四
十
一
年
二
月
一
九
日
限
伯
公
坑
停
車
塲
竝
三
叉
河
伯
公
坑
間
假
線
及
伯

公
坑
後
里
庄
間
輕
便
鐵
道
ニ
依
ル
運
輸
營
業
ヲ
廢
止
ス

明
治
四
十
一
年
二
月
十
五
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
二
千
四
百
十
四
號

明
治
四
十
一
年
四
月
十
六
日

告
示
第
六
十
一
號

明
治
四
十
一
年
四
月
十
九
日
限
苗
栗
廳
後
里
庄
停
車
塲
臺
中
廳
葫
蘆
墩
停
車
塲

間
輕
便
鐵
道
ニ
依
ル
運
輸
營
業
ヲ
廢
止
シ
明
治
四
十
一
年
四
月
二
十
日
ヨ
リ
鐵

道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
一
年
四
月
十
六
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

葫

蘆

墩

自

哩

分

基

隆

一
一
〇
、
三

府
報

第
二
千
四
百
五
十
八
號

明
治
四
十
一
年
六
月
十
七
日

告
示
第
八
十
號

明
治
四
十
一
年
六
月
二
十
五
日
ヨ
リ
鳳
山
廳
小
竹
上
里
後
庄
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置

シ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通
但
シ
當
分
ノ
内
貨
物
ハ
貸
切
車



扱
ヲ
爲
サ
ス

明
治
四
十
一
年
六
月
十
七
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

後

庄

自

哩

分

打

狗

七
、
九

府
報

第
二
千
五
百
三
十
號

明
治
四
十
一
年
九
月
十
八
日

告
示
第
百
八
號

明
治
四
十
一
年
九
月
十
九
日
限
斗
六
廳
下
石
榴
班
停
車
塲
ヲ
廢
止
ス

明
治
四
十
一
年
九
月
十
八
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
二
千
五
百
五
十
一
號

明
治
四
十
一
年
十
月
十
七
日

告
示
第
百
十
七
號

明
治
四
十
一
年
十
月
二
十
四
日
臺
灣
縦
貫
鐵
道
全
通
紀
念
ノ
爲
一
、
二
等
局
及

鐵
道
停
車
場
所
在
地
ノ
三
等
局
、
支
局
、
一
、
二
、
三
等
局
出
張
所
竝
臺
中
公

園
郵
便
局
出
張
所
ニ
於
テ
當
日
引
受
第
一
種
及
第
二
種
普
通
通
常
郵
便
物
ニ
對

シ
左
記
雛
形
ノ
特
殊
日
附
印
紫
色
肉
ヲ
使
用
セ
シ
ム
但
シ
公
衆
ハ
希
望
ニ
依
リ

其
ノ
翌
日
ヨ
リ
五
日
間
同
日
附
印
ノ
押
捺
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

明
治
四
十
一
年
十
月
十
七
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

（
雛
形
印
省
略
）

府
報

第
二
千
五
百
七
十
三
號

告
示
第
百
三
十
六
號

明
治
四
十
一
年
十
一
月
二
十
日
限
鳳
山
廳
下
鹽
埕
埔
哨
船
頭
間
輕
便
鐵
道
ノ
運

輸
營
業
ヲ
廢
止
ス

明
治
四
十
一
年
十
一
月
二
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
二
千
六
百
二
號

明
治
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日

臺
灣
私
設
鐵
道
規
則
明
治
三
十
九
年
法
律
第
三
十
一
號
第
一
條
、
第
二
條
ヨ
リ

勅
裁
ヲ
茲
に
之
ヲ
交
付
ス

明
治
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日

臺
灣
総
督

伯
爵
佐
久
間

左
馬
太

律
令
第
二
十
號

臺
灣
私
設
鐵
道
規
則

（
規
則
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
六
百
二
號

明
治
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日

府
令
第
七
十
三
號

臺
灣
私
設
鐵
道
規
則
施
行
細
則
右
ノ
通
リ
定
ム

明
治
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日

臺
灣
総
督

伯
爵
佐
久
間

左
馬
太

律
令
第
二
十
號

臺
灣
私
設
鐵
道
規
則
施
行
細
則

（
細
則
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
六
百
二
號

明
治
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日



府
令
第
七
十
四
號

臺
灣
私
設
鐵
道
營
業
規
則
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日

臺
灣
総
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

臺
灣
私
設
鐵
道
營
業
規
則

（
規
則
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
六
百
七
十
六
號

明
治
四
十
二
年
四
月
八
日

府
令
第
二
十
號

臺
灣
私
設
鐵
道
列
車
運
轉
規
程
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
四
十
二
年
四
月
八
日

臺
灣
総
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

臺
灣
私
設
鐵
道
列
車
運
轉
規
程

（
規
程
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
六
百
七
十
六
號

明
治
四
十
二
年
四
月
八
日

府
令
第
十
二
號

臺
灣
私
設
軌
道
事
故
屆
出
規
則
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
四
十
五
年
二
月
十
五
日

臺
灣
総
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

臺
灣
私
設
軌
道
事
故
屆
出
規
則

（
規
則
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
六
百
八
十
四
號

明
治
四
十
二
年
四
月
二
十
三
日

府
令
第
三
十
號

臺
灣
私
設
鐵
道
郵
便
物
運
送
規
則
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
四
十
二
年
四
月
二
十
三
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

臺
灣
私
設
鐵
道
郵
便
物
運
送
規
則

（
規
則
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
七
百
六
號

告
示
第
七
十
三
號

明
治
四
十
二
年
五
月
二
十
日
ヨ
リ
鹽
水
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
線
路
新
營
庄
鹽

水
港
間
ニ
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
二
年
五
月
二
十
三
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

鹽

水

港

自

哩

分

新

營

庄

五
、
三

府
報

第
二
千
七
百
七
號

告
示
第
七
十
四
號

明
治
四
十
二
年
六
月
一
日
ヨ
リ
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
線
路
䔥
壠
蕃
仔
田
間

ニ
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
二
年
五
月
二
十
五
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

䔥

壠

二
・
六

四
・
五

七
・
〇

一
〇
・
一



子

良

廟

一
・
九

四
・
五

七
・
五

麻

荳

二
・
五

五
・
六

寮

仔

廊

三
・
一

蕃

仔

田

府
報

第
二
千
七
百
二
十
二
號

告
示
第
八
十
一
號

明
治
四
十
二
年
六
月
五
日
ヨ
リ
新
興
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
線
路
鳳
山
林
仔
邊
庄

間
ニ
運
輸
營
業
開
始
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
二
年
六
月
十
三
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

林
仔
邊

溪

洲

一
・
四

赤

崁

一
・
三

二
・
七

潮
洲
藔

二
・
〇

三
・
三

四
・
七

大

藔

一
・
五

三
・
五

四
・
八

六
・
二

會

社

一
・
六

三
・
一

五
・
一

六
・
四

七
・
八

山
仔
頂

〇
・
八

二
・
四

三
・
九

五
・
九

七
・
二

八
・
六

鳳

山

二
・
八

三
・
六

五
・
二

六
・
七

八
・
七

1
0

・
〇

1
1

・
四

府
報

第
二
千
七
百
三
十
一
號

府
令
第
四
十
八
號

明
治
四
十
二
年
勅
令
第
五
十
六
號
第
二
條
ニ
依
リ
關
税
通
路
左
ノ
通
相
定
ム

本
令
ハ
發
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

明
治
四
十
二
年
六
月
二
十
七
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

淡
水
基
隆
間

淡
水
ヨ
リ
基
隆
ニ
至
ル
鐵
道
線
路

基
隆
打
狗
間

基
隆
ヨ
リ
打
狗
ニ
至
ル
鐵
道
線
路

府
報

第
二
千
七
百
三
十
三
號

告
示
第
九
十
五
號

明
治
四
十
二
年
六
月
二
十
五
日
ヨ
リ
臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
線
路
九
曲
堂
東

港
間
竝
阿
緱
阿
里
港
間
ニ
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
二
年
六
月
三
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太



九
曲
堂

三
・
三

五
・
九

八
・
五

一
〇
・
八

一
五
・
三

一
六
・
八

二
一
・
一

七
・
九

六
塊
厝

二
・
六

五
・
二

七
・
五

一
〇
・
二

一
三
・
五

一
五
・
五

一
七
・
八

阿

緱

二
・
六

四
・
九

七
・
六

一
〇
・
九

一
二
・
九

一
五
・
二

太
湖
庄

二
・
三

三
・
〇

八
・
三

一
〇
・
三

一
二
・
六

萬

丹

二
・
七

六
・
〇

八
・
〇

一
〇
・
三

新
庄
仔

三
・
三

五
・
三

七
・
六

北
勢
庄

二
・
〇

四
・
三

内
關
帝

二
・
三

東

港

九
曲
堂

七
・
九

一
〇
・
五

一
二
・
九

一
四
・
七

六
塊
厝

四
・
六

七
・
二

九
・
六

一
一
・
四

阿

緱

二
・
〇

四
・
六

七
・
〇

八
・
八

太
湖
庄

四
・
六

七
・
二

九
・
六

一
一
・
四

萬

丹

六
・
九

九
・
五

一
一
・
九

一
三
・
七

新
庄
仔

九
・
六

一
二
・
二

一
四
・
六

一
六
・
四

北
勢
庄
一
二
・
九

一
五
・
五

一
七
・
九

一
九
・
七

内
關
帝
一
四
・
九

一
七
・
五

一
九
・
九

二
一
・
七

東

港
一
七
・
二

一
九
・
八

二
二
・
二

二
四
・
〇

溪
埔
厝

二
・
六

五
・
〇

六
・
八

九
塊
厝

二
・
四

四
・
二

塔
樓
庄

一
・
八

阿

里

港

府
報

第
二
千
七
百
五
十
七
號

明
治
四
十
二
年
七
月
三
十
一
日

告
示
第
百
九
號



明
治
四
十
二
年
八
月
一
日
ヨ
リ
彰
化
、
嘉
義
及
打
狗
停
車
塲
ニ
於
テ
乗
客
送
迎

者
ノ
爲
入
場
券
ヲ
發
賣
シ
一
枚
ニ
付
料
金
五
錢
ト
定
ム
但
シ
停
車
場
ノ
都
合
ニ

依
リ
枚
數
ヲ
制
限
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

明
治
四
十
二
年
七
月
三
十
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
二
千
七
百
八
十
二
號

告
示
第
百
二
十
一
號

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
線
路
中
林
線
外
七
線
臨
時
貨
物
託
送
ノ
場
合
不
定
時

運
輸
營
業
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
二
年
九
月
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

中

林

線

鹽

埔

線

西

瓜

園

線

加

鈉

埔

線

至

至

至

至

中

林

中

林

西

瓜

園

舊

庄

自

自

自

自

哩

哩

哩

哩

大

湖

一
〇

大

湖

一
一
・
六
〇

溪
埔
庄

七

阿
里
港

六

林

仔

邊

線

崁

頂

線

潮

州

線

烏

龍

線

至

至

至

至

竹

仔

脚

林

后

佳

佐

烏

龍

自

自

自

自

哩

哩

鎖

哩

哩

鎖

北
勢
庄

五

埤
仔
頭

三
・
七
六

北
勢
庄

九

大
湖

五
・
六
〇

府
報

第
二
千
八
百
五
號

告
示
第
百
三
十
八
號

明
治
四
十
二
年
十
月
五
日
ヨ
リ
臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
線
路
鳳
山
後
壁
林
庄

間
ニ
運
輸
營
業
開
始
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
二
年
十
月
五
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

後

壁

林

自

哩

鳳

山

五

府
報

第
二
千
八
百
十
七
號

告
示
第
百
四
十
四
號

明
治
四
十
二
年
十
月
二
十
五
日
ヨ
リ
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
線
路
嘉
義
蒜
頭

間
ニ
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
二
年
十
月
二
十
三
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

分

哩

分

哩

分

嘉

義

五
・
一

七
・
〇

九
・
七

過

溝

一
・
九

七
・
〇

溪

南

二
・
七



蒜

頭

府
報

第
二
千
八
百
十
七
號

告
示
第
百
四
十
五
號

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
東
港
線
ノ
中
新
庄
仔
北
勢
庄
間
ニ
甘
棠
門
乘
降
塲
設

置
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
二
年
十
月
二
十
三
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

甘

棠

門

自

哩

分

九

曲

堂

十
五
・
五

府
報

第
二
千
八
百
二
十
九
號

告
示
第
百
九
號

明
治
四
十
二
年
十
一
月
十
日
ヨ
リ
車
路
墘
停
車
塲
ヲ
左
ノ
位
置
ニ
移
轉
ス
其
ノ

哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
二
年
十
一
月
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

車

路

墘

自

哩

分

基

隆

二
二
三
、
一
（
舊
停
車
塲
ノ
東
方
九
分
）

府
報

第
二
千
八
百
五
十
八
號

告
示
第
百
八
十
一
號

明
治
四
十
二
年
十
二
月
二
十
日
ヨ
リ
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
線
路
蒜
頭
樸
仔

脚
間
ニ
運
輸
營
業
開
始
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

樸

仔

脚

自

哩

分

蒜

頭

三
・
六

府
報

第
二
千
八
百
八
十
一
號

明
治
四
十
三
年
一
月
二
十
九
日

府
令
第
五
號

明
治
三
十
三
年
十
二
月
府
令
第
百
二
十
號
台
湾
總
督
府
鐵
道
部
運
輸
規
程
中
左

ノ
通
改
訂
ス

明
治
四
十
三
年
一
月
二
十
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

（
規
程
改
定
の
詳
細
別
紙
）

府
報

第
二
千
八
百
八
十
三
號



告
示
第
十
一
號

明
治
四
十
三
年
一
月
三
十
一
日
ヨ
リ
大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
線
路
五
間
厝

他
里
霧
間
ニ
運
輸
營
業
開
始
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
三
年
二
月
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

他

里

霧

自

哩

五

間

厝

五

府
報

第
二
千
九
百
一
號

告
示
第
二
十
七
號

明
治
四
十
三
年
三
月
一
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
下
花
蓮
港
鳳
林
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貸

下
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
停
車
塲
及
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
三
年
二
月
二
十
七
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

花

蓮

港

一
・
八

八
・
九

一
二
・
〇

一
六
・
〇

二
一
・
七

豆

蘭

七
・
一

一
〇
・
一

一
四
・
二

一
九
・
八

呉

全

城

三
・
〇

七
・
一

九
・
七

鯉

魚

尾

四
・
一

九
・
七

溪

口

五
・
六

鳳

林

府
報

第
二
千
九
百
四
十
七
號

告
示
第
五
十
五
號

明
治
四
十
三
年
五
月
一
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
下
鳳
林
馬
太
鞍
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貸

下
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
三
年
五
月
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

馬

太

鞍

自

哩

分

花

蓮

港

二
七
・
〇

府
報

第
二
千
九
百
五
十
九
號

告
示
第
六
十
三
號

臺
南
廳
下
鳳
山
新
興
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
鳳
山
線
竝
ニ
林
仔
邊
線
ハ
線
路
修
理

ノ
爲
本
日
ヨ
リ
九
十
日
間
營
業
列
車
ノ
運
轉
休
止
ヲ
認
可
セ
リ

明
治
四
十
三
年
五
月
十
七
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太



府
報

第
二
千
九
百
六
十
二
號

告
示
第
六
十
七
號

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
東
港
線
ノ
中
北
勢
庄
内
關
帝
間
ニ
過
溪
仔
場
場
乘
ヲ

阿
里
港
線
ノ
中
溪
埔
厝
九
塊
厝
間
ニ
武
洛
溪
乘
降
塲
ヲ
設
置
ノ
件
許
可
セ
リ
其

ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
三
年
五
月
二
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

過

溪

仔

自

哩

九

曲

堂

十
七
・
八

至

武

洛

溪

自

哩

九

曲

堂

十
〇
・
〇

府
報

第
二
千
九
百
六
十
三
號

告
示
第
六
十
八
號

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
北
勢
庄
潮
洲
間
ニ
運
輸
營
業
開
始
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ

哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
三
年
五
月
二
十
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

哩

北

勢

庄

二
・
二

二
・
九

五
・
二

崁

頂

〇
・
七

三
・
〇

力

社

二
・
三

潮

洲

府
報

第
二
千
九
百
七
十
號

告
示
第
七
十
一
號

明
治
四
十
三
年
六
月
一
日
ヨ
リ
臺
東
廳
下
卑
南
里
隴
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貸
下
營

業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
三
年
五
月
三
十
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

馬

蘭

兵

舎

前

北

絲

鬮


吧

吧

新
七
脚
川

里

隴

自

哩

哩

哩

哩

哩

哩

卑

南

一
・
六

一
・
九

九
・
五

一
三
・
四

二
二
・
一

二
六
‧
八

府
報

第
二
千
九
百
八
十
九
號

明
治
四
十
三
年
六
月
二
十
六
日

告
示
第
八
十
一
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
撲
仔
脚
線
ノ
中
嘉
義
過
溝
間
ニ
水
虞
厝
停
車
塲
ヲ
設

置
ノ
件
許
可
セ
リ
其
哩
程
左
ノ
通



明
治
四
十
三
年
六
月
二
十
六
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

水

虞

厝

自

哩

分

嘉

義

三
、
一

府
報

第
二
千
九
百
九
十
二
號

告
示
第
八
十
五
號

明
治
四
十
三
年
七
月
一
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
下
馬
太
鞍
拔
仔
庄
間
輕
便
鐵
道
臺
車

貸
下
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
三
年
六
月
三
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

拔

仔

庄

自

哩

分

花

蓮

港

三
四
・
五

府
報

第
三
千
十
五
號

告
示
第
九
十
七
號

明
治
四
十
三
年
八
月
一
日
よ
り
臺
東
廳
下
里
隴
新
開
園
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貸
下

營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
三
年
七
月
三
十
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

自

至

哩

程

里

隴

新

開

園

六
・
一

卑

南

新

開

園

三
二
・
九

府
報

第
三
千
三
十
七
號

告
示
第
百
八
號

明
治
四
十
三
年
九
月
一
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
下
拔
仔
庄
水
尾
間
及
臺
東
廳
下
新
開

園
公
埔
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貸
下
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通
リ

明
治
四
十
三
年
八
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

自

至

哩

程

拔

仔

庄

水

尾

六
・
四

花

蓮

港

同

四
〇
・
九

新

開

園

公

埔

五
・
三

卑

南

同

三
八
・
二



府
報

第
三
千
五
十
四
號

告
示
第
百
十
八
號

新
興
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
明
治
四
十
四
年
六
月
三
十
日
迄
休
止
ノ

件
許
可
セ
リ

明
治
四
十
三
年
九
月
十
八
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
三
千
六
十
二
號

告
示
第
百
二
十
三
號

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
私
設
鐵
道
油
車
仔
線
、
北
港
線
及
西
螺
線
ニ
於
テ
臨
時

託
送
貨
物
ノ
不
定
時
運
輸
營
業
開
始
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
三
年
九
月
二
十
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

油
車
仔
線

至

竹

園

仔

自

哩

五

間

厝

九
・
一

北
港
線

至

北

港

自

哩

五

間

厝

一
五
・
七

西
螺
線

至

西

螺

自

哩

五

間

厝

九
・
六

府
報

第
三
千
百
十
六
號

告
示
第
百
五
十
五
號

高
砂
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
旗
尾
線
ノ
中
嶺
口
大
樹
脚
間
ニ
溪
埔
假
乘
降
塲
設
置

ノ
件
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
三
年
十
二
月
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

溪

埔

自

哩

九

曲

堂

六
・
七

府
報

第
三
千
百
十
九
號

告
示
第
百
五
十
七
號

明
治
四
十
三
年
十
二
月
十
六
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
下
花
蓮
港
鯉
魚
尾
間
鐵
道
運
輸

營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通



明
治
四
十
三
年
十
二
月
十
四
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

鯉

魚

尾

自

哩

花

蓮

港

一
〇
・
六

府
報

第
三
千
百
十
九
號

告
示
第
百
五
十
八
號

明
治
四
十
三
年
十
二
月
十
五
日
限
花
蓮
港
鯉
魚
尾
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貸
下
營
業

ヲ
廢
止
ス

明
治
四
十
三
年
十
二
月
十
四
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
三
千
百
二
十
六
號

告
示
第
百
六
十
五
號

新
興
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
運
輸
營
業
復
舊
ノ
件
許
可
セ
リ

明
治
四
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
三
千
百
三
十
一
號

告
示
第
百
六
十
八
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
蕃
仔
田
䔥
壠
間
鐵
道
線
路
中
乘
降
塲
位
置
変
更
及
改
稱
竝

停
車
塲
設
置
ノ
件
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

蕃

仔

田

二
・
六

三
・
八

五
・
五

七
・
四

一
〇
・
〇

藔

仔



一
・
二

二
・
九

四
・
八

七
・
四

蔴

荳

一
・
七

三
・
六

六
・
二

油

車

一
・
九

四
・
五

子

良

廟

二
・
六

䔥

壠

府
報

第
三
千
百
三
十
二
號

告
示
百
七
十
二
號

林
本
源
製
糖
合
名
會
社
鐵
道
田
中
央
線
ニ
田
尾
外
三
乘
降
塲
增
設
ノ
件
ヲ
許
可

セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
三
年
十
二
月
二
十
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

溪

洲

三
・
八

五
・
五

六
・
五

八
・
六

田

尾

二
・
七

二
・
七

四
・
八



鎭

平

一
・
〇

三
・
一

外
三
塊
厝

二
・
一

田

中

央

府
報

第
三
千
百
三
十
七
號

告
示
第
一
號

明
治
四
十
四
年
一
月
十
五
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
下
公
埔
大
庄
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貸

下
營
業
開
始
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
一
月
十
二
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

自

至

哩

程

公

埔

大

庄

七
・
八

卑

南

大

庄

四
六
・
〇

府
報

第
三
千
百
七
十
一
號

告
示
第
二
十
六
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
樸
仔
脚
線
ノ
中
溪
南
蒜
頭
間
ニ
田
尾
乘
降
塲
ヲ
設
置

ノ
件
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
二
月
二
十
四
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

田

尾

自

哩

嘉

義

八
・
一

府
報

第
三
千
百
七
十
六
號

告
示
第
二
十
七
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
樸
仔
脚
港
墘
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其

ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
三
月
二
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

港

墘

自

哩

嘉

義

一
五
・
四

府
報

第
三
千
百
九
十
四
號

告
示
第
三
十
五
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
仔
線
蒜
頭
舊
南
港
間
三
月
二
十
五
日
ヨ
リ
五
月
三



十
一
日
迄
運
輸
營
業
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
三
月
二
十
五
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

分

哩

分

哩

分

蒜

頭

一
・
一

二
・
九

六
・
一

中
仔
庄

一
・
八

四
・
〇

口
尾
藔

三
・
二

舊
南
港

府
報

第
三
千
百
九
十
八
號

告
示
第
四
十
八
號

明
治
四
十
四
年
四
月
一
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
下
大
庄
璞
石
閣
間
竝
花
蓮
港
驛
海
岸

間
及
臺
東
廳
卑
南
驛
海
岸
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貨
下
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左

ノ
通明

治
四
十
四
年
三
月
三
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

自

至

哩

程

卑

南

璞

石

閣

五
二
・
〇

大

庄

同

六
・
〇

花

蓮

港

海

岸

二
・
〇

卑

南

大

庄

一
・
〇

府
報

第
三
千
百
九
十
八
號

告
示
第
四
十
九
號

明
治
四
十
四
年
四
月
一
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
下
水
尾
廸
佳
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貨
下

營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
三
月
三
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

自

至

哩

程

水

尾

廸

佳

七
・
六

鯉

魚

尾

同

三
六
・
五

府
報

第
三
千
二
百
三
十
三
號

告
示
第
六
十
八
號

明
治
四
十
四
年
五
月
十
五
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
下
璞
石
閣
廸
佳
間
輕
便
鐵
道
臺
車

貸
下
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通



明
治
四
十
四
年
五
月
十
四
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

自

至

哩

程

璞

石

閣

針

塱

三
・
七

針

塱

廸

佳

三
・
三

卑

南

針

塱

五
五
・
七

同

廸

佳

五
九
・
〇

府
報

第
三
千
二
百
四
十
四
號

告
示
第
八
十
一
號

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
北
港
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩

程
左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
五
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

c

哩

哩

五

間

厝

四
・
〇

七
・
二

一
一･

二

一
五･
七

土

庫

三
・
二

七
・
二

一
一･

七

糞

箕

湖

四
・
〇

八
・
五

元

長

四
・
五

北

港

府
報

第
三
千
二
百
四
十
四
號

告
示
第
八
十
二
號

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
西
螺
線
五
間
厝
西
螺
間
明
治
四
十
四
年
六
月
三
十

日
迄
運
輸
營
業
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
五
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

哩

五

間

厝

四
・
四

六
・
四

九
・
二

田

尾

二
・
〇

五
・
二

二

崙

湖

三
・
二

西

螺

府
報

第
三
千
二
百
五
十
號

告
示
第
八
十
八
號



明
治
四
十
四
年
三
月
告
示
第
三
十
五
號
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
仔
線
蒜
頭

舊
南
港
間
運
輸
營
業
期
間
ヲ
明
治
四
十
四
年
九
月
三
十
日
迄
延
期
ノ
件
許
可
セ

リ
明
治
四
十
四
年
六
月
四
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
三
千
二
百
六
十
九
號

府
令
第
四
十
九
號

關
税
法
第
三
十
九
條
ノ
二
ノ
通
路
左
ノ
通
相
定
ム

本
令
ハ
明
治
四
十
四
年
七
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

明
治
四
十
二
年
六
月
府
令
第
四
十
八
號
ハ
之
ヲ
廢
止
ス

明
治
四
十
四
年
六
月
三
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

淡
水
基
隆
間

淡
水
ヨ
リ
基
隆
ニ
至
ル
鐵
道
線
路

又
ハ
大
稻
埕
ヨ
リ
基
隆
ニ
至
ル
鐵
道
線
路

基
隆
打
狗
間

基
隆
ヨ
リ
打
狗
ニ
至
ル
鐵
道
線
路

府
報

第
三
千
二
百
八
十
三
號

告
示
第
百
四
號

明
治
四
十
四
年
七
月
十
四
日
限
鯉
魚
尾
溪
口
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貸
下
營
業
ヲ
廢

止
ス明

治
四
十
四
年
七
月
二
十
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
三
千
三
百
十
一
號

告
示
第
百
三
十
四
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
鹿
港
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程

左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
八
月
二
十
六
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

4

哩

哩

彰

化

一
・
八

三
・
三

四
・
七

七
・
二

莿

桐

脚

一
・
五

二
・
九

五
・
四

馬

鳴

山

一
・
四

三
・
九

崎

溝

仔

二
・
五

鹿

港

府
報

第
三
千
三
百
十
四
號

告
示
第
百
四
十
號

北
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
嘉
義
北
港
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ

哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
八
月
三
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

4

哩

哩

哩

嘉

義

一
・
〇

四
・
二

七
・
九

九･

八

一
一･

五



北

社

尾

三
・
二

六
・
九

八･

八

一
〇･

五

牛

斗

山

三
・
七

五
・
六

七
・
三

新

港

一
・
九

三
・
六

板

頭

厝

一
・
七

北

港

府
報

第
三
千
三
百
十
六
號

告
示
第
百
四
十
二
號

鹽
水
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
圓
潭
仔
線
ニ
於
テ
不
定
時
貨
物
運
輸
營
業
開
始
セ

リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
九
月
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

大

林

自
蕃

薯

藔

六
・
〇

府
報

第
三
千
三
百
二
十
三
號

告
示
第
百
四
十
六
號

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
西
螺
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩

程
左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
九
月
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

哩

五

間

厝

四
・
四

六
・
四

九
・
六

田

尾

二
・
〇

五
・
二

二

崙

仔

三
・
二

西

螺

府
報

第
三
千
三
百
二
十
九
號

告
示
第
百
四
十
九
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
和
美
線
貨
物
運
輸
營
業
開
始
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程

左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
九
月
十
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

中

藔

自

哩



平

和

厝

五
・
四

府
報

第
三
千
三
百
六
十
六
號

明
治
四
十
四
年
十
一
月
七
日

告
示
第
百
八
十
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
蕃
仔
田
䔥
壠
間
停
車
塲
及
乘
降
塲
中
名
稱
ヲ
左
ノ
通

變
更
セ
リ

明
治
四
十
四
年
十
一
月
七
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

從
來
ノ
名
稱

改

稱

蔴
荳
停
車
塲

總
爺
乘
降
塲

油
車
乘
降
塲

蔴
荳
乘
降
塲

府
報

第
三
千
三
百
六
十
八
號

明
治
四
十
四
年
十
一
月
九
日

告
示
第
百
八
十
一
號

明
治
四
十
四
年
十
一
月
九
日
限
後
庄
停
車
塲
貨
物
貸
切
車
扱
ヲ
廢
止
ス

明
治
四
十
四
年
十
一
月
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
三
千
三
百
六
十
八
號

明
治
四
十
四
年
十
一
月
九
日

告
示
第
百
八
十
二
號

明
治
四
十
四
年
十
一
月
十
日
ヨ
リ
三
塊
厝
停
車
塲
ニ
於
テ
貨
物
貸
切
車
扱
ヲ
開

始
ス明

治
四
十
四
年
十
一
月
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
三
千
三
百
七
十
五
號

告
示
第
百
八
十
五
號

中
央
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
二
八
水
南
投
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其

ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
十
一
月
十
八
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

4

哩

哩

二

八

水

一
・
八

六
・
七

九
・
六

一
一･

四

鼻

仔

頭

四
・
九

七
・
八

九
・
六

湳

仔

二
・
九

四
・
七

新

街

一
・
八

南

投

府
報

第
三
千
三
百
八
十
九
號



告
示
第
百
九
十
七
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
仔
線
蒜
頭
舊
南
港
間
ニ
於
テ
明
治
四
十
四
年
十
二

月
一
日
ヨ
リ
明
治
四
十
五
年
五
月
三
十
一
日
迄
運
輸
營
業
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩

程
左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
十
二
月
七
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

分

哩

分

哩

分

蒜

頭

一
・
一

三
・
八

六
・
四

中

庄

二
・
七

五
・
三

口

尾

藔

二
・
六

媽

祖

府
報

第
三
千
三
百
九
十
八
號

明
治
四
十
四
年
十
二
月
十
九
日

告
示
第
百
九
十
八
號

明
治
四
十
四
年
十
二
月
二
十
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
下
頭
人
埔
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ

輕
便
鐵
道
臺
車
貸
下
營
業
ヲ
開
始
ス
其
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
四
年
十
二
月
十
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

頭

人

埔

自

哩

分

卑

南

四
二
、
八

府
報

第
三
千
四
百
四
號

明
治
四
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日

訓
令
第
二
百
五
十
三
號

T

鐵

道

部

臺
灣
總
督
府
鐵
道
部
職
員
宿
直
及
夜
勤
食
料
支
給
規
則
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
四
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

（
規
則
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
三
千
四
百
二
十
七
號

府
令
第
十
號

明
治
四
十
一
年
十
二
月
臺
灣
私
設
鐵
道
規
則
施
行
細
則
右
ノ
通
リ
改
定
ス

明
治
四
十
五
年
一
月
二
十
六
日

臺
灣
総
督

伯
爵
佐
久
間

左
馬
太

臺
灣
私
設
鐵
道
規
則
施
行
細
則

（
細
則
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
三
千
四
百
三
十
二
號

告
示
第
十
二
號

北
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
嘉
義
線
萊
公
厝
ニ
乘
降
塲
設
置
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其

ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
五
年
二
月
三
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太



至

萊

公

厝

自

哩

嘉

義

六
・
四

府
報

第
三
千
四
百
四
十
三
號

告
示
第
十
五
號

斗
六
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
斗
六
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程

左
ノ
通

明
治
四
十
五
年
二
月
十
七
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

斗

六

二
・
四

大

崙

府
報

第
三
千
四
百
五
十
四
號

告
示
第
二
十
三
號

明
治
四
十
五
年
二
月
限
花
蓮
港
廳
下
花
蓮
港
驛
海
岸
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貸
下
營

業
ヲ
廢
止
ス

明
治
四
十
五
年
三
月
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
三
千
四
百
八
十
二
號

告
示
第
五
十
五
號

北
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
嘉
義
北
門
支
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
シ
明
治

四
十
四
年
八
月
告
示
第
百
四
十
號
竝
明
治
四
十
五
年
二
月
告
示
十
二
號
ノ
哩
程

左
ノ
通
變
更
セ
リ

明
治
四
十
五
年
四
月
三
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

4

哩

4

哩

哩

哩

嘉

義

〇
・
九

四
・
一

六
・
四

七
・
八

九･

八

一
一･

四

北

社

尾

三
・
二

五
・
五

六
・
九

八･

八

一
〇･

五

牛

斗

山

二
・
三

三
・
七

五
・
六

七
・
三

萊

公

厝

一
・
四

三
・
四

五
・
〇

新

港

二
・
〇

三
・
六

板

頭

厝

一
・
六

北

港

府
報

第
三
千
五
百
二
十
一
號



府
令
第
四
十
八
號

臺
灣
私
設
鐵
道
運
輸
規
程
左
ノ
通
相
定
ム

明
治
四
十
五
年
五
月
十
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

臺
灣
私
設
鐵
道
運
輸
規
程

（
規
程
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
三
千
四
百
八
號

告
示
第
二
百
五
號

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
九
曲
堂
阿
緱
間
運
輸
營
業
廢
止
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ

明
治
四
十
四
年
十
二
月
三
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
三
千
四
百
十
七
號

明
治
四
十
五
年
一
月
十
四
日

告
示
第
一
號

明
治
四
十
五
年
一
月
十
四
日
ヨ
リ
花
蓮
港
海
岸
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
鐵
道
運
輸

營
業
ヲ
開
始
ス
其
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
五
年
一
月
十
四
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

海

岸

自

哩

分

花

蓮

港

〇
、
九

府
報

第
三
千
四
百
三
十
二
號

告
示
第
十
二
號

北
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
嘉
義
線
萊
公
厝
ニ
乘
降
塲
ヲ
設
置
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ

其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
五
年
二
月
三
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

菜

公

厝

自

哩

嘉

義

六
・
四

府
報

第
三
千
四
百
五
十
四
號

明
治
四
十
五
年
三
月
一
日

告
示
第
二
十
三
號

明
治
四
十
五
年
二
月
限
花
蓮
港
廳
下
花
蓮
港
驛
海
岸
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貸
下
營

業
ヲ
廢
止
ス

明
治
四
十
五
年
三
月
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
三
千
四
百
六
十
八
號

明
治
四
十
五
年
三
月
十
七
日

告
示
第
三
十
五
號

明
治
四
十
五
年
三
月
二
十
日
ヨ
リ
水
堀
頭
停
車
塲
ヲ
移
轉
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
五
年
三
月
十
七
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

水

掘

頭



自

哩

分

基

隆

一
八
五
、
五

府
報

第
三
千
四
百
九
十
六
號

告
示
第
六
十
四
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
將
軍
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程

左
ノ
通

明
治
四
十
五
年
四
月
十
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

哩

䔥

壠

二
・
一

五
・
五

六
・
四

東

甲

三
・
四

五
・
三

二
重
港

二
・
六

媽

祖

府
報

第
三
千
五
百
三
十
一
號

告
示
第
七
十
八
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
仔
線
蒜
頭
媽
祖
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ

リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
五
年
五
月
三
十
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

哩

哩

嘉

義

九
・
七

一
〇
・
八

一
三
・
五

一
六
・
一

蒜

頭

一
・
一

三
・
八

六
・
四

中

庄

二
・
七

五
・
三

港

尾

藔

二
・
六

媽

祖

府
報

第
三
千
五
百
四
十
四
號

告
示
第
八
十
六
號

明
治
四
十
五
年
六
月
十
四
日
限
溪
口
鳳
林
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貸
下
營
業
ヲ
廢
止

ス
明
治
四
十
五
年
六
月
十
四
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
三
千
五
百
四
十
四
號

告
示
第
八
十
七
號

明
治
四
十
五
年
六
月
十
五
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
下
溪
口
鳳
林
間
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ



開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
五
年
六
月
十
四
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

鳳

林

自

哩

分

溪

口

六
・
六

花

蓮

港

二
一
・
五

府
報

第
三
千
五
百
四
十
九
號

告
示
第
九
十
號

明
治
四
十
五
年
七
月
一
日
ヨ
リ

吧

吧
輕
便
鐵
道
停
車
塲
ヲ
移
転
ス
其
ノ
哩

程
左
ノ
通

明
治
四
十
五
年
六
月
二
十
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至



吧



吧

自

哩

分

卑

南

一
四
、
八

府
報

第
三
千
五
百
五
十
九
報

告
示
第
九
十
八
號

北
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
大
甲
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件

（
原
本
破
損
の
為
詳
細
不
明
）

府
報

第
三
千
六
百
五
十
八
號

告
示
第
九
十
七
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
將
軍
線
北
埔
ニ
乘
降
塲
設
置
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ

哩
程
左
ノ
通

明
治
四
十
五
年
七
月
二
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

䔥

壠

三
・
六

北

埔

府
報

六
號

告
示
第
七
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
東
甲
乘
降
塲
位
置
變
更
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程

左
ノ
通

大
正
元
年
八
月
八
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

蕃

仔

田

一
一
・
九

東

甲



府
報

第
四
十
九
號

大
正
元
年
十
月
九
日

告
示
第
三
十
四
號

新
興
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
運
輸
營
業
哩
程
竝
停
車
塲
位
置
変
更
ノ
件
ヲ
許
可
セ

リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
元
年
十
月
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

鳳

山

三
・
〇

三
・
七

五
・
三

七
・
一

八
・
八

10

・
四

11

・
五

山
仔
頂

〇
・
七

二
・
三

四
・
一

五
・
八

七
・
四

八
・
五

會

社

一
・
六

三
・
四

五
・
一

六
・
七

七
・
八

大

藔

一
・
八

三
・
五

五
・
一

六
・
二

潮
洲
藔

一
・
七

三
・
三

四
・
四

赤

崁

一
・
六

二
・
七

渓

洲

一
・
一

林
仔
邊

府
報

第
七
十
四
號

大
正
元
年
十
一
月
十
日

告
示
第
四
十
九
號

大
正
元
年
十
一
月
十
日
ヨ
リ
臺
中
廳
下
七
塊
厝
庄
ニ
大
安
溪
停
車
場
ヲ
設
置
シ

運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
元
年
十
一
月
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

大

安

溪

自

哩

分

基

隆

一
〇
三
・
五

府
報

第
八
十
號

告
示
第
五
十
二
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
快
官
線
貨
物
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ

哩
程
左
ノ
通

大
正
元
年
十
一
月
二
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

中

藔

四
・
三

六
・
六

渡

船

頭

二
・
三



快

官

府
報

第
八
十
二
號

告
示
第
五
十
三
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
彰
化
和
美
線
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其

ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
元
年
十
一
月
二
十
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

彰

化

二
・
〇

四
・
一

甲

藔

二
・
一

和

美

線

府
報

第
九
十
號

告
示
第
五
十
九
號

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
鳳
山
線
運
輸
營
業
哩
程
ヲ
左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
元
年
十
二
月
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

哩

鳳

山

〇
・
五

二
・
四

四
・
九

西

門

一
・
九

四
・
四

七

老

爺

二
・
五

工

場

府
報

第
九
十
二
號

告
示
第
六
十
一
號

鹽
水
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
旗
尾
竹
頭
角
間
運
輸
營
業
竝
旗
尾
龍
肚
間
貨
物
運

輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
元
年
十
二
月
四
日

哩

哩

哩

哩

旗

尾

1

・
八

四
・
一

六
・
一

旗

尾

六
・
〇

中

坛

二
・
三

四
・
三

龍

肚

瀰

濃

二
・
〇

竹

頭

角

府
報

第
九
十
四
號



訓
令
第
八
十
號

民

生

部廳

明
治
四
十
二
年
十
一
月
訓
令
第
百
八
十
九
號
臺
灣
總
督
府
警
察
日
報
規
程
中
左

ノ
通
改
定
ス

大
正
元
年
十
二
月
六
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

警
察
日
報
略
符
ノ
二
中
汽
車
ノ
次
ニ
左
ノ
如
ク
加
フ

輕
便

台
車

ム

鐵
道

府
報

第
九
十
四
號

告
示
第
六
十
三
號

林
本
源
製
糖
場
鐵
道
溪
洲
二
林
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
哩
程
左

ノ
通大

正
元
年
十
二
月
六
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

溪

洲

二
・
四

四
・
三

七
・
七

九
・
六

路

口

厝

一
・
九

五
・
三

七
・
二

内
蘆
竹
塘

三
・
四

五
・
三

蕃

仔

田

一
・
九

二

林

府
報

第
九
十
五
號

告
示
六
十
四
號

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
東
港
線
阿
里
港
線
及
潮
洲
線
運
輸
營
業
哩
程
ヲ
左
ノ

通
變
更
セ
リ

大
正
元
年
十
二
月
七
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

東
港
線

阿

緱

二
・
八

四
・
九

七
・
二

九
・
一

一
〇
・
三

一
一
・
四

一
二
・
四

一
四
・
五

太
湖
庄

二
・
一

四
・
四

六
・
三

七
・
五

八
・
六

九
・
六

一
一
・
七

萬

丹

二
・
三

四
・
二

五
・
四

六
・
五

七
・
五

九
・
六

新
庄
仔

一
・
九

三
・
一

四
・
二

五
・
二

七
・
三

甘
棠
門

一
・
二

二
・
三

三
・
三

五
・
四

北
勢
仔

一
・
一

二
・
一

四
・
二



過
溪
仔

一
・
〇

三
・
一

内
關
帝

二
・
一

東

港

阿
里
港
線

阿

緱

二
・
四

三
・
九

五
・
〇

七
・
五

七
・
八

溪

埔

厝

一
・
五

二
・
六

五
・
一

六
・
三

武

洛

溪

一
・
一

三
・
六

四
・
八

九

塊

厝

二
・
五

三
・
七

塔

樓

庄

一
・
二

阿

里

港

潮
洲
線

北

勢

仔

二
・
一

二
・
九

五
・
一

崁

頂

〇
・
八

三
・
〇

力

社

二
・
二

潮

洲

府
報

第
百
二
十
號

大
正
二
年
一
月
十
二
日

訓
令
第
一
號

鐵

道

部

明
治
四
十
四
年
十
二
月
訓
令
第
二
百
五
十
三
號
臺
灣
總
督
府
鐵
道
部
職
員
宿
直

及
夜
勤
食
料
支
給
規
則
中
左
ノ
通
改
正
ス

大
正
二
年
一
月
十
二
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

臺
灣
總
督
府
鐵
道
部
職
員
宿
直
及
夜
勤
食
料
支
給
規
則

（
改
正
詳
細
は
別
紙
）

府
報

號
外

大
正
二
年
四
月
一
日

府
令
第
三
十
三
號

臺
灣
總
督
府
阿
里
山
作
業
所
鐵
道
運
輸
營
業
ニ
關
シ
テ
ハ
明
治
三
十
三
年
十
二

月
府
令
第
百
十
九
號
鐵
道
係
員
職
制
、
明
治
三
十
三
年
十
二
月
府
令
第
百
二
十

號
臺
灣
總
督
府
鐵
道
部
運
輸
規
程
及
明
治
三
十
四
年
一
月
府
令
第
二
號
傳
染
病

患
者
鐵
道
乘
車
規
程
ヲ
準
用
ス

本
令
ハ
發
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス



大
正
二
年
四
月
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
百
九
十
九
號

告
示
第
八
十
二
號

北
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
大
甲
線
運
輸
營
業
哩
程
ヲ
左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
二
年
四
月
十
八
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

后
里
庄

一
・
〇

三
・
一

四
・
二

七
・
六

八
・
三

九
・
七

一
〇
・
六

一
二
・
四

發
電
所

二
・
一

三
・
二

六
・
六

七
・
三

七
・
八

九
・
六

一
一
・
四

月

眉

一
・
一

四
・
五

五
・
二

六
・
六

七
・
五

九
・
三

四
塊
厝

三
・
四

四
・
一

五
・
五

六
・
四

八
・
二

磁



〇
・
七

二
・
一

三
・
〇

四
・
八

六

份

一
・
四

二
・
三

四
・
一

馬
鳴
埔

〇
・
九

二
・
七

大
甲
東

一
・
八

大

甲

府
報

第
二
百
二
十
六
號

告
示
第
九
十
九
號

北
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
口
湖
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程

左
ノ
通

大
正
二
年
五
月
二
十
五
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

嘉

義

一
一
・
四

一
五
・
〇

一
六
・
三

一
八
・
一

一
九
・
六

二
一
・
一

二
二
・
一

北

港

三
・
六

四
・
九

六
・
七

八
・
二

九
・
七

一
〇
・
七

水
燦
林

一
・
三

三
・
一

四
・
六

六
・
一

七
・
一

萬

興

一
・
八

三
・
三

四
・
八

五
・
八

蔡

厝

一
・
五

三
・
〇

四
・
〇

鳥
蔴
圓

一
・
五

二
・
五

蚵

藔

一
・
〇

下
口
湖



府
報

第
二
百
二
十
九
號

大
正
二
年
五
月
二
十
九
日

告
示
第
百
百
二
號

大
正
二
年
五
月
二
十
九
日
ヨ
荳
蘭
及
知
伯
乘
降
塲
ヲ
停
車
場
ニ
改
ム

大
正
二
年
五
月
二
十
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
二
百
五
十
九
號

告
示
第
百
二
十
六
號

帝
國
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
臺
中
草
湖
間
及
臺
中
五
張
犂
間
貨
物
運
輸
營
業
開
始

ノ
件
許
可
競
り
其
哩
程
左
ノ
通

大
正
二
年
七
月
四
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

臺

中

一
・
六

三
・
〇

四
・
九

五
・
八

大

平

一
・
四

三
・
三

四
・
二

車

籠

埔

一
・
九

二
・
八

塗

城

〇
・
九

草

湖

臺

中

二
・
六

三
・
八

五
・
三

内

新

一
・
二

二
・
七

大

里

杙

一
・
五

五

張

犂

府
報

第
二
百
八
十
二
號

告
示
第
百
四
十
號

明
治
四
十
五
年
五
月
告
示
第
七
十
八
號
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
仔
線
運
輸

營
業
ヲ
貨
物
營
業
ニ
變
更
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ

大
正
二
年
八
月
二
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
二
百
九
十
三
號

大
正
二
年
八
月
十
五
日

告
示
第
百
四
十
二
號

大
正
二
年
五
月
告
示
第
九
十
九
號
北
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
口
湖
線
蚵
藔
停
車

塲
ヲ
移
轉
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
二
年
八
月
十
五
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

蚵

藔



自

哩

嘉

義

二
〇
・
五

府
報

第
三
百
十
二
號

告
示
第
百
五
十
五
號

明
治
四
十
三
年
九
月
告
示
第
百
二
十
一
號
臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
不
定
時
運

輸
營
業
線
中
鹽
埔
線
一
部
竝
西
瓜
園
線
營
業
廢
止
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
結
果

鹽
埔
線
貨
物
運
輸
營
業
哩
程
左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
二
年
九
月
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

後

庄

自

哩

九

塊

厝

一
・
八

府
報

第
三
百
十
四
號

告
示
第
百
五
十
八
號

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
北
港
延
長
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其

ノ
結
果
北
港
停
車
塲
位
置
左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
二
年
九
月
十
二
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

北

港

自

哩

五

間

厝

一
五
・
八

府
報

第
三
百
十
九
號

大
正
二
年
九
月
二
十
日

告
示
第
百
六
十
三
號

大
正
二
年
九
月
二
十
一
日
ヨ
リ
五
堵
停
車
場
ニ
於
テ
旅
客
及
通
常
扱
貨
物
ノ
取

扱
ヲ
開
始
ス

大
正
二
年
九
月
二
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
三
百
二
十
六
號

告
示
第
百
六
十
六
號

明
治
四
十
三
年
八
月
告
示
第
百
七
號
及
明
治
四
十
三
年
十
二
月
告
示
第
百
五
十

五
號
鹽
水
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
旗
尾
線
營
業
哩
程
變
更
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其

ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
二
年
十
月
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

哩

哩

哩

哩

九

曲

堂

三
・
九

六
・
五

九
・
七

一
四
・
六

一
七
・
九

一
八
・
六

大

樹

林

二
・
六

五
・
八

一
〇
・
七

一
四
・
〇

一
四
・
七

溪

埔

三
・
二

八
・
一

一
一
・
四

一
二
・
一



嶺

口

四
・
九

八
・
二

八
・
九

溪

洲

三
・
三

四
・
〇

蕃

薯

藔

〇
・
七

旗

尾

府
報

第
三
百
二
十
八
號

告
示
第
百
六
十
九
號

明
治
四
十
四
年
九
月
告
示
第
百
四
十
六
號
大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
西
螺
線

西
螺
停
車
塲
ヲ
移
轉
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
二
年
十
月
三
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

西

螺

自

哩

五

間

厝

九
・
七

府
報

第
三
百
三
十
號

告
示
第
百
七
十
號

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
大
埤
頭
線
茄
苳
脚
線
小
東
線
大
庄
線
崙
背
線
馬
公

厝
線
月
眉
線
及
内
藔
線
貨
物
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ

通
大
正
二
年
十
月
五
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

大

埤

頭

線

小

東

線

崙

背

線

月

眉

線

至

至

至

至

三
塊
厝
庄

保
長
廊
庄

興
化
厝
庄

五
塊
藔
庄

自

自

自

自

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

大
東
庄

五
・
二

大
東
庄

五
・
七

田
尾
庄

七
・
三

龍
巖
庄

七
・
六

茄

苳

脚

線

大

庄

線

馬

公

厝

線

内

藔

線

至

至

至

至

柳

樹

興

大

庄

龍

巌

庄

草

湖

庄

自

自

自

自

哩

分

哩

分

北
港
線

哩

分

哩

分

埤

頭

庄

三
・
三

永
定
厝
庄

二
・
九

一
哩
七
鎖
二

六
・
五

過

港

庄

八
・
九

十
一
節
四
分

府
報

第
三
百
三
十
二
號

告
示
第
百
七
十
二
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
嘉
義
線
ニ
大
溪
厝
乘
降
塲
設
置
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其

ノ
哩
程
左
ノ
通



大
正
二
年
十
月
八
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

大

溪

厝

自

哩

嘉

義

一
・
八

府
報

第
三
百
五
十
九
號

告
示
第
百
八
十
七
號

大
正
二
年
十
一
月
二
十
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
下
馬
太
鞍
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
鳳
林

馬
太
鞍
間
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
二
年
十
一
月
十
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

馬

太

鞍

自

哩

分

花

蓮

港

二
八
・
五

府
報

第
三
百
五
十
九
號

大
正
二
年
十
一
月
十
九
日

告
示
第
百
八
十
八
號

大
正
二
年
十
一
月
十
九
日
限
花
蓮
港
廳
下
鳳
林
馬
太
鞍
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貸
下

營
業
ヲ
廢
止
ス

大
正
二
年
十
一
月
十
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
三
百
六
十
三
號

告
示
第
百
八
十
九
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
仔
線
一
部
ニ
於
テ
大
正
三
年
一
月
十
日
ヨ
リ
同
年

三
月
三
十
一
日
迄
運
輸
營
業
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
哩
程
左
ノ
通

大
正
二
年
十
一
月
二
十
五
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

哩

蒜

頭

一
・
一

三
・
八

六
・
四

中

庄

二
・
七

五
・
三

港

尾

藔

二
・
六

媽

祖

府
報

第
三
百
七
十
六
號

大
正
二
年
十
二
月
十
二
日

告
示
第
二
百
一
號

大
正
二
年
十
二
月
二
十
日
ヨ
リ
阿
緱
廳
下
六
塊
厝
及
阿
緱
ニ
停
車
場
ヲ
設
置
シ

鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
二
年
十
二
月
十
二
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

六

塊

厝

阿

緱



自

哩

分

哩

分

打

狗

一
三
・
九

一
五
・
三

府
報

第
三
百
七
十
六
號

大
正
二
年
十
二
月
十
二
日

告
示
第
二
百
二
號

大
正
二
年
十
二
月
二
十
日
ヨ
リ
九
曲
堂
停
車
場
ヲ
左
記
哩
程
ノ
位
置
ニ
移
轉
ス

大
正
二
年
十
二
月
十
二
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

九

曲

堂

自

哩

分

打

狗

一
〇
・
八

府
報

第
三
百
八
十
一
號

告
示
第
二
百
三
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
大
莆
林
梅
仔
坑
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ

其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
二
年
十
二
年
十
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

哩

哩

大

莆

林

二
・
五

五
・
二

七
・
二

一
〇
・
〇

中

林

二
・
七

四
・
七

七
・
五

北

勢

二
・
〇

四
・
八

大

埔

美

二
・
八

梅

仔

坑

府
報

第
三
百
八
十
六
號

大
正
二
年
十
二
月
二
十
五
日

告
示
第
二
百
六
號

大
正
二
年
十
二
月
二
十
六
日
ヨ
リ
臺
東
輕
便
鐵
道
馬
太
鞍
停
車
塲
ヲ
移
轉
ス
其

哩
程
左
ノ
通

大
正
二
年
十
二
月
二
十
五
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

拔

仔

庄

自

哩

分

馬

太

鞍

七
・
〇

府
報

第
四
百
十
六
號

大
正
三
年
二
月
十
日

告
示
第
八
號

大
正
三
年
二
月
十
七
日
ヨ
リ
新
竹
廳
苗
栗
一
堡
南
勢
坑
庄
ニ
南
勢
停
車
場
ヲ
設



置
シ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
三
年
二
月
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

南

勢

自

哩

分

基

隆

八
七
・
九

府
報

第
四
百
三
十
四
號

大
正
三
年
三
月
六
日

告
示
第
十
九
號

大
正
三
年
三
月
八
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
拔
仔
庄
ニ
拔
仔
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
馬
太
鞍

拔
仔
間
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
三
年
三
月
六
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

拔

仔

自

哩

分

花

蓮

港

三
五
・
三

府
報

第
四
百
三
十
四
號

大
正
三
年
三
月
六
日

告
示
第
二
十
號

大
正
三
年
三
月
七
日
限
リ
花
蓮
港
廳
馬
太
鞍
拔
仔
庄
間
輕
便
鐵
道
臺
車
貸
下
營

業
ヲ
廢
止
ス

大
正
三
年
三
月
六
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
四
百
三
十
四
號

大
正
三
年
三
月
六
日

告
示
第
二
十
一
號

大
正
三
年
三
月
八
日
ヨ
リ
臺
東
輕
便
鐵
道
拔
仔
停
車
塲
ヲ
移
轉
ス
其
ノ
哩
程
左

ノ
通大

正
三
年
三
月
六
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

水

尾

自

哩

分

拔

仔

六
・
七

府
報

第
四
百
四
十
三
號

大
正
三
年
三
月
十
八
日

府
令
第
十
三
號

明
治
三
十
三
年
十
二
月
府
令
第
百
二
十
號
台
湾
總
督
府
鐵
道
部
運
輸
規
程
中
左

ノ
通
改
訂
ス

大
正
三
年
年
三
月
十
八
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

（
規
程
改
定
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
四
百
六
十
二
號

告
示
第
四
十
九
號



林
本
源
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
田
中
央
停
車
塲
及
内
蘆
竹
塘
乘
降
塲
位
置
変
更
竝

田
中
央
乘
降
塲
廢
止
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
變
更
哩
程
左
ノ
通

大
正
三
年
四
月
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
四
百
八
十
四
號

告
示
第
六
十
七
號

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
樹
仔
脚
線
及
同
支
線
貨
物
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ

許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
三
年
五
月
六
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

樹
仔
脚
線

樹
仔
脚
線
支
線

哩

哩

惠
來
厝
庄

三
・
八

樹
仔
脚
庄

〇
・
八

麻
園
庄

樹
仔
脚
庄

府
報

第
四
百
九
十
三
號

告
示
七
十
七
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
大
莆
林
新
港
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其

ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
三
年
五
月
十
七
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

哩

哩

哩

大

莆

林

二
・
三

三
・
六

五
・
二

六
・
七

九
・
七

排

仔

路

一
・
三

二
・
九

四
・
四

七
・
四

頂

平

一
・
六

三
・
一

六
・
一

雙

溪

口

一
・
五

四
・
五

埤

仔

頭

三
・
〇

新

港

府
報

第
五
百
十
六
號

告
示
第
百
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
和
美
線
柑
仔
井
ニ
乘
降
塲
設
置
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其

ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
三
年
六
月
二
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

柑

仔

井

自

哩

分

彰

化

三
・
一



府
報

第
五
百
二
十
六
號

告
示
第
百
七
號

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
営
業
線
ヲ
官
設
鐵
道
阿
緱
停
車
塲
ニ
連
絡
ノ
爲
同
社

鐵
道
工
場
阿
緱
間
ノ
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
三
年
七
月
二
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

阿

緱

自

哩

分

工
場
（
舊
阿
緱
）

〇
・
五

府
報

第
五
百
四
十
六
號

告
示
第
百
二
十
四
號

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
馬
公
厝
延
長
線
貨
物
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可

セ
リ
其
ノ
結
果
大
正
二
年
十
月
告
示
第
百
七
十
號
馬
公
厝
線
ノ
哩
程
左
ノ
通
變

更
ス大

正
三
年
七
月
三
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

龍

巌

庄

自北
港
線
一
哩
七
鎖

哩

七
・
五

二
十
一
節
四
分

府
報

第
五
百
七
十
二
號

告
示
第
百
三
十
七
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
大
莆
林
及
新
港
各
停
車
場
延
長
線
運
輸
營
業
開
始
ノ

件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
結
果
大
正
二
年
十
二
月
告
示
二
百
三
號
及
大
正
三
年
五
月

告
示
第
七
十
七
號
ノ
哩
程
左
ノ
通
變
更
ス

大
正
三
年
八
月
三
十
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

哩

哩

哩

大

莆

林

二
・
六

五
・
三

七
・
三

一
〇
・
一

中

林

二
・
七

四
・
七

七
・
五

北

勢

二
・
〇

四
・
八

大

埔

美

二
・
八

梅

仔

坑

府
報

第
六
百
四
號

告
示
第
百
六
十
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
快
官
線
一
部
貨
物
運
輸
營
業
廢
止
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ

其
ノ
結
果
大
正
元
年
十
一
月
告
示
第
五
十
二
號
ノ
哩
程
左
ノ
通
變
更
ス



大
正
三
年
十
月
十
四
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

渡

船

頭

自

哩

中

藔

三
・
六

府
報

第
六
百
三
十
四
號

大
正
三
年
十
一
月
二
十
九
日

告
示
第
百
八
十
一
號

大
正
三
年
十
二
月
一
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
蓮
郷
吉
野
村
ニ
吉
野
停
車
場
ヲ
設
置
シ

鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
三
年
十
一
月
二
十
九
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

至

吉

野

自

哩

分

花

蓮

港

二
・
九

府
報

第
六
百
五
十
號

告
示
第
百
九
十
三
號

彰
南
鐵
道
株
式
會
社
鐵
道
石
頭
埔
南
投
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其

ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
三
年
十
二
月
二
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

彰

化

一
二
・
七

一
四
・
五

一
六
・
一

一
七
・
二

二
〇
・
四

石

頭

埔

一
・
八

三
・
四

四
・
五

七
・
七

月

眉

厝

一
・
六

二
・
七

五
・
九

下

溪

洲

一
・
一

四
・
三

營

盤

口

三
・
二

南

投

府
報

第
六
百
五
十
號

告
示
第
百
九
十
五
號

臺
東
輕
便
鐵
道
臺
車
貸
下
營
業
ハ
大
正
三
年
十
二
月
二
十
日
限
之
ヲ
廢
止
ス

大
正
三
年
十
二
月
二
十
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
六
百
五
十
二
號

告
示
第
百
九
十
七
號

明
治
四
十
五
年
四
月
告
示
第
六
十
四
號
及
同
年
七
月
告
示
九
十
七
號
明
治
製
糖

株
式
會
社
鐵
道
將
軍
線
ノ
内
埔
二
重
港
間
運
輸
營
業
ヲ
廢
止
セ
リ



大
正
三
年
十
二
月
二
十
五
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

田
中
央

二
・
一

三
・
一

四
・
八

六
・
〇

八
・
六

一
一
・
〇

一
三
・
一

一
六
・
三

一
八
・
二

外
三
塊
厝

一
・
〇

二
・
七

三
・
九

六
・
五

八
・
九

一
一
・
〇

一
四
・
二

一
六
・
一

鎭

平

一
・
七

二
・
九

五
・
五

七
・
九

一
〇
・
〇

一
三
・
二

一
五
・
一

田

尾

一
・
二

三
・
八

六
・
二

八
・
五

一
一
・
五

一
三
・
四

北

斗

二
・
六

五
・
〇

七
・
一

一
〇
・
三

一
二
・
二

溪

洲

二
・
四

四
・
五

七
・
七

九
・
六

路
口
厝

二
・
一

五
・
三

七
・
二

内
蘆
竹

三
・
二

五
・
一

番
仔
田

一
・
九

二

林

府
報

第
六
百
五
十
六
號

告
示
第
二
百
二
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
一
部
臨
時
運
輸
營
業
ノ
件
（
詳
細
調
査
中
）

府
報

第
六
百
六
十
七
號

大
正
四
年
一
月
二
十
二
日

告
示
第
五
號

大
正
四
年
一
月
二
十
六
日
ヨ
リ
馬
里
勿
、
豐
田
ノ
兩
乘
降
塲
ヲ
停
車
場
ニ
改
稱

シ
貸
切
扱
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス

大
正
四
年
一
月
二
十
二
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

府
報

第
六
百
六
十
七
號

大
正
四
年
一
月
二
十
二
日

告
示
第
六
號

大
正
四
年
一
月
二
十
六
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
水
尾
ニ
停
車
場
ヲ
設
置
シ
拔
仔
水
尾

間
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
四
年
一
月
二
十
二
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

自

至

哩

程
哩

分

花

蓮

港

水

尾

四
一
・
一

府
報

第
六
百
八
十
四
號



告
示
第
十
四
號

明
治
四
十
五
年
四
月
告
示
第
六
十
號
及
同
年
七
月
告
示
第
九
十
七
號
明
治
製
糖

株
式
會
社
鐵
道
莊
軍
線
䔥
壠
北
埔
間
運
輸
營
業
廢
止
及
北
門
線
䔥
壠
二
重
港
間

運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
四
年
二
月
十
一
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

番

仔

田

一
〇
・
〇

一
一
・
九

一
四
・
九

一
六
・
七

一
七
・
六

䔥

壠

一
・
九

四
・
九

六
・
七

七
・
六

營

頂

三
・
〇

四
・
八

五
・
七

學

甲

一
・
八

二
・
七

中

洲

〇
・
九

二

重

港

府
報

第
六
百
九
十
九
號

告
示
第
二
十
九
號

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
北
港
線
頂
藔
ニ
大
正
四
年
二
月
十
五
日
ヨ
リ
同
年

五
月
三
十
一
日
迄
臨
時
乘
降
塲
設
置
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
四
年
三
月
三
日

臺
灣
總
督

伯
爵
佐
久
間
左
馬
太

哩

五

間

厝

一
〇
・
〇

頂

藔

府
報

第
七
百
五
十
三
號

告
示
第
六
十
四
號

明
治
四
十
五
年
四
月
告
示
第
五
十
五
號
嘉
義
北
港
間
同
年
七
月
告
示
第
九
十
八

號
后
里
庄
大
甲
間
及
大
正
二
年
五
月
告
示
第
九
十
九
號
北
港
下
湖
口
間
北
港
製

糖
株
式
會
社
ノ
鐵
道
ヲ
東
洋
製
糖
株
式
會
社
ニ
譲
渡
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ

大
正
四
年
五
月
十
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

府
報

第
八
百
七
號

告
示
第
九
十
一
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
仔
線
蒜
頭
媽
祖
間
ニ
於
テ
毎
年
十
二
月
十
五
日
ヨ

リ
翌
年
四
月
十
五
日
迄
運
輸
營
業
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
四
年
七
月
二
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

哩

哩

哩

蒜

頭

一
・
一

三
・
八

六
・
四

中

庄

二
・
七

五
・
三



港

尾

藔

二
・
六

媽

祖

府
報

第
八
百
十
八
號

告
示
第
百
一
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
大
莆
林
梅
仔
坑
間
鐵
道
運
輸
營
業
線
路
變
更
ノ
件
ヲ
許
可

セ
リ
其
ノ
結
果
大
正
三
年
八
月
告
示
大
百
三
十
七
號
中
大
莆
林
梅
仔
坑
間
ノ
哩

程
左
ノ
通
變
更
ス

大
正
四
年
八
月
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

哩

哩

哩

哩

哩

哩

大

莆

林

一
・
〇

一
・
六

三
・
四

四
・
五

六
・
五

九
・
三

工

場

〇
・
六

二
・
四

三
・
五

五
・
五

八
・
三

太

湖

一
・
八

二
・
九

四
・
九

七
・
七

潭

墘

一
・
一

三
・
一

五
・
九

北

勢

二
・
〇

四
・
八

大

埔

美

二
・
八

梅

仔

坑

府
報

第
八
百
二
十
七
號

大
正
四
年
八
月
二
十
四
日

告
示
第
百
九
號

彰
南
鐵
道
株
式
會
社
鐵
道
牛
埔
仔
ニ
停
車
塲
設
置
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程

左
ノ
通

大
正
四
年
八
月
二
十
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

至

牛

埔

仔

自

哩

分

彰

化

四
・
七

府
報

第
八
百
四
十
二
號

大
正
四
年
九
月
十
六
日

告
示
第
百
十
六
號

大
正
四
年
九
月
十
六
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
奉
郷
林
田
村
ニ
林
田
停
車
塲
ヲ
設
置
シ

鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
四
年
九
月
十
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

至

林

田

自

哩

分

花

蓮

港

一
八
・
八



府
報

第
八
百
六
十
六
號

大
正
四
年
十
月
十
七
日

告
示
第
百
二
十
九
號

東
洋
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
中
一
部
撤
去
（
詳
細
調
査
中
）

府
報

第
八
百
七
十
五
號

告
示
第
百
三
十
七
號

大
日
本
政
党
株
式
會
社
鐵
道
北
港
線
頂
藔
ニ
乗
車
場
設
置
ノ
件
ヲ
認
可
セ
リ
其

ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
四
年
十
月
三
十
一
日

哩

五

間

厝

一
〇
・
二

頂

藔

府
報

第
九
百
號

告
示
第
百
四
十
七
號

大
正
四
年
七
月
告
示
第
九
十
一
號

大
正
四
年
七
月
告
示
九
十
一
號
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
仔
線
蒜
頭
媽
祖
間

運
輸
營
業
ハ
本
年
ニ
限
リ
十
二
月
一
日
ヨ
リ
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ

大
正
四
年
十
二
月
三
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

府
報

第
九
百
十
號

告
示
第
百
五
十
一
號

大
正
四
年
八
月
告
示
第
百
一
號
新
高
製
糖
株
式
會
社
大
埔
林
梅
仔
坑
間
鐵
道
驛

名
中
「
工
場
」
ヲ
「
會
社
前
」
ニ
改
稱
セ
リ

大
正
四
年
十
二
月
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

府
報

第
九
百
二
十
八
號

府
令
第
三
號

明
治
四
十
四
年
六
月
府
令
第
四
十
九
號
中
左
ノ
通
改
正
ス

本
令
ハ
發
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

大
正
五
年
一
月
十
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

基
隆
打
狗
間
ノ
項
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

基
隆
打
狗
間

基
隆
ヨ
リ
打
狗
ニ
至
ル
鐵
道
線
路
但
シ
彰
化
又
ハ
二
八
水
ヨ

リ
埔
里
社
、
田
中
央
ヨ
リ
溪
洲
庄
、
斗
六
ヨ
リ
大
崙
庄
、
嘉

義
ヨ
リ
北
港
、
新
營
庄
ヨ
リ
岸
内
庄
又
ハ
烏
樹
林
、
灣
裡
ヨ

リ
六
份
藔
庄
、
新
市
街
ヨ
リ
三
崁
店
庄
ニ
至
ル
各
輕
便
鐵
道

線
路
ニ
連
絡
ス

彰
化
、
埔
里
社
私
設
假
置
場
間

彰
化
ヨ
リ
埔
里
社
ニ
至
ル
輕
便
鐵
道

線
路

田
中
央
、
溪
洲
庄
私
設
假
置
場
間

田
中
央
ヨ
リ
溪
洲
庄
ニ
至
リ
輕
便
鐵



道
線
路

二
八
水
、
埔
里
社
私
設
假
置
場
間

二
八
水
ヨ
リ
埔
里
社
ニ
至
ル
輕
便
鐵

道
線
路

新
營
庄
、
岸
内
庄
私
設
假
置
場
間
ノ
項
次
ニ
左
ノ
如
ク
加
フ

灣
裡
、
六
份
藔
庄
私
設
假
置
場
間

灣
裡
ヨ
リ
六
份
藔
庄
ニ
至
ル
輕
便
鐵

道
線
路

新
市
街
、
三
崁
店
庄
私
設
假
置
場
間

新
市
街
ヨ
リ
三
崁
店
庄
ニ
至
ル
輕
便

鐵
道
線
路

安
平
、
三
崁
店
庄
私
假
設
置
場
間

安
平
ヨ
リ
六
甲
頂
庄
土
名
凹
仔
底
ニ

至
ル
輕
便
鐵
道
線
路

車
路
墘
、
田
厝
庄
私
假
設
置
場
間

車
路
墘
ヨ
リ
田
厝
庄
ニ
至
ル
鐵
道
線

路

打
狗
阿
緱
間
ノ
項
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

打
狗
阿
緱
間

打
狗
ヨ
リ
阿
緱
ニ
至
ル
鐵
道
線
路
但
シ
鳳
山
ヨ
リ
二
苓
庄
、

九
曲
堂
ヨ
リ
旗
尾
ニ
至
ル
輕
便
鐵
道
線
路
ニ
連
絡
ス

鳳
山
、
二
苓
庄
私
設
假
置
場
間

鳳
山
ヨ
リ
二
苓
庄
ニ
至
ル
輕
便
鐵
道

線
路

九
曲
堂
、
旗
尾
私
設
鐵
道
假
置
場
間
ノ
項
ノ
次
ニ
左
ノ
如
ク
加
フ

阿
緱
、
歸
來
庄
私
設
假
置
場
間

阿
緱
ヨ
リ
歸
來
庄
ニ
至
ル
鐵
道
線
路

東
港
、
歸
來
庄
私
設
假
置
場
間

東
港
ヨ
リ
歸
來
庄
ニ
至
ル
輕
便
鐵
道

線
路

府
報

第
九
百
四
十
二
號

告
示
第
十
號

大
正
元
年
十
月
告
示
第
三
十
四
號
新
興
製
糖
株
式
會
社
鳳
山
林
仔
邊
間
驛
名
中

「
溪
洲
」
ヲ
「
潭
頭
」
ニ
改
稱
セ
リ

大
正
五
年
二
月
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

府
報

第
九
百
七
十
六
號

告
示
第
三
十
三
號

大
正
五
年
三
月
二
十
五
日
ヨ
リ
阿
里
山
鐵
道
中
竹
頭
崎
糞
箕
湖
間
ニ
於
テ
一
般

貨
物
運
送
取
扱
ヲ
開
始
ス
其
ノ
區
間
左
ノ
如
シ

大
正
五
年
三
月
二
十
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

竹
頭
崎

間

樟
脳
寮

樟
脳
藔

間

交
力
坪

交
力
坪

間

水
社
寮

水
社
寮

間

糞
箕
湖

府
報

第
千
百
六
十
二
號

告
示
第
百
二
十
六
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
快
官
線
中
渡
船
頭
快
官
間
貨
物
運
輸
營
業
開
始
ノ
件

許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
五
年
十
一
月
二
十
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美



哩

分

哩

分

中

藔

〇
・
五

六
・
五

渡

船

頭

二
・
九

快

官

府
報

第
千
百
九
十
六
號

告
示
第
二
號

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
灣
仔
頭
線
貨
物
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其

ノ
哩
左
ノ
通

大
正
六
年
一
月
十
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

浜

線

〇
・
五

四
・
二

工

場

三
・
七

灣

仔

頭

府
報

第
千
三
十
七
號

告
示
第
七
十
三
號

帝
國
製
糖
株
式
會
社
臺
中
萬
斗
六
間
鐵
道
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其

ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
五
年
六
月
十
三
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

臺

中

一
・
九

三
・
四

五
・
九

六
・
九

八
・
二

一
〇
・
一

太

平

庄

一
・
五

四
・
〇

五
・
〇

六
・
三

八
・
二

車

籠

埔

二
・
五

三
・
五

四
・
八

六
・
七

塗

城

一
・
〇

二
・
三

四
・
二

阿

罩

霧

一
・
三

三
・
二

坑

口

一
・
九

萬

斗

六

府
報

第
千
五
十
七
號

大
正
元
年
十
二
月
告
示
五
十
九
號
臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
鳳
山
線
七
老
爺
乘

降
塲
ハ
大
正
五
年
六
月
十
九
日
廢
止
セ
リ

大
正
五
年
七
月
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美



府
報

第
千
六
十
二
號

告
示
八
十
三
號

大
正
三
年
九
月
告
示
第
百
四
十
二
號
及
同
年
十
二
月
告
示
第
千
九
百
三
號
彰
南

鐵
道
株
式
會
社
鐵
道
ハ
會
社
解
散
ノ
爲
大
正
五
年
七
月
十
日
限
運
輸
營
業
ヲ
廢

止
セ
リ

大
正
五
年
七
月
十
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

府
報

第
千
九
十
八
號

告
示
第
九
十
九
號

新
興
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
埤
腹
内
ニ
大
正
五
年
九
月
一
日
ヨ
リ
乘
降
塲
設
置
ノ

件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
五
年
九
月
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

至

埤

腹

内

自

哩

分

鳳

山

一
・
五

府
報

第
千
百
三
號

告
示
百
號

大
正
五
年
九
月
十
日
ヨ
リ
帝
國
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
臺
中
停
車
塲
延
長
線
運
輸

營
業
開
始
竝
乘
降
塲
增
設
變
更
ノ
件
許
可
セ
リ
其
ノ
結
果
大
正
五
年
六
月
告
示

第
七
十
三
號
ノ
哩
程
左
ノ
通
變
更
ス

大
正
五
年
九
月
十
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

臺

中

〇
・
四

二
・
一

三
・
六

五
・
二

六
・
一

七
・
一

八
・
四

一
〇
・
三

本
社
前

一
・
七

三
・
二

四
・
八

五
・
七

六
・
七

八
・
〇

九
・
九

太
平
庄

一
・
五

三
・
一

四
・
〇

五
・
〇

六
・
三

八
・
二

車
籠
埔

一
・
六

二
・
五

三
・
五

四
・
八

六
・
七

塗

城

〇
・
九

一
・
九

三
・
二

五
・
一

北

溝

一
・
〇

二
・
三

四
・
二

阿

罩

霧

一
・
三

三
・
二

坑

口

一
・
九

萬
斗
六

府
報

第
千
百
十
二
號

告
示
百
三
號



大
正
二
年
七
月
告
示
第
百
二
十
六
號
帝
國
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
臺
中
中
草
湖
間

貨
物
運
輸
營
業
廢
止
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ

大
正
五
年
九
月
二
十
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

府
報

第
千
百
三
十
九
號

大
正
五
年
十
月
二
十
四
日

告
示
第
百
十
三
號

大
正
五
年
十
一
月
一
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
蓮
郷
吉
野
村
ニ
初
音
停
車
場
ヲ
設
置
シ

鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
五
年
十
月
二
十
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

至

初

音

自

哩

分

花

蓮

港

五
・
一

府
報

第
千
百
五
十
七
號

告
示
第
百
二
十
四
號

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
北
港
線
外
二
線
ニ
大
正
五
年
十
一
月
十
七
日
ヨ
リ

四
乘
降
塲
增
設
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
哩
程
左
ノ
通

大
正
五
年
十
一
月
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

北
港
線

他
里
霧
線

西
螺
線

大

墩

仔

新

庄

街

大

東

埒

内

自

自

自

哩

哩

哩

哩

五

間

厝

二
・
五

一
四
・
〇

五

間

厝

二
・
三

五

間

厝

二
・
〇

府
報

第
千
百
五
十
七
號

告
示
第
百
二
十
五
號

大
正
四
年
七
月
告
示
第
九
十
一
號
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
仔
線
蒜
頭
媽
祖

間
運
輸
營
業
ハ
本
年
ニ
限
リ
十
一
月
二
十
日
ヨ
リ
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ

大
正
五
年
十
一
月
十
九
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

府
報

第
千
百
七
十
七
號

大
正
五
年
十
二
月
十
四
日

告
示
第
百
三
十
三
號

大
正
五
年
十
二
月
十
六
日
ヨ
リ
阿
緱
停
車
場
ニ
於
テ
乘
客
送
迎
者
ノ
爲
入
場
券

ヲ
發
賣
シ
一
枚
ニ
付
料
金
五
錢
ト
定
ム
但
シ
停
車
場
ノ
都
合
ニ
依
リ
枚
數
ヲ
制

限
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

大
正
五
年
十
二
月
十
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

府
報

第
千
二
百
一
號

告
示
第
五
號

大
正
三
年
四
月
告
示
第
四
十
九
號
林
本
源
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
哩
程
左
ノ
通
變



更
セ
リ

大
正
六
年
一
月
二
十
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

田
中
央

二
・
二

三
・
二

五
・
〇

六
・
二

八
・
七

一
一
・
一

一
三
・
二

一
六
・
四

一
八
・
二

外
三
塊
厝

一
・
〇

二
・
八

四
・
〇

六
・
五

八
・
九

一
一
・
〇

一
四
・
二

一
六
・
〇

鎭

平

一
・
八

三
・
〇

五
・
五

七
・
九

一
〇
・
〇

一
三
・
二

一
五
・
〇

田

尾

一
・
二

三
・
七

六
・
一

八
・
二

一
一
・
四

一
三
・
二

北

斗

二
・
五

四
・
九

七
・
〇

一
〇
・
二

一
二
・
〇

溪

洲

二
・
四

四
・
五

七
・
七

九
・
五

路
口
厝

二
・
一

五
・
三

七
・
一

内
蘆
竹
塘

三
・
二

五
・
〇

番
仔
田

一
・
八

二

林

府
報

第
千
二
百
十
三
號

告
示
第
十
二
號

大
正
三
年
五
月
告
示
第
七
十
七
號
新
高
製
糖
株
式
會
社
大
莆
林
新
港
間
鐵
道
驛

名
中
「
新
港
」
ヲ
「
奉
天
宮
前
」
ト
改
稱
セ
リ

大
正
六
年
二
月
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

府
報

第
千
二
百
十
五
號

大
正
六
年
二
月
七
日

告
示
報
第
十
六
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
新
港
延
長
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ

哩
程
左
ノ
通

大
正
六
年
二
月
七
日哩

分

奉
天
宮
前

一
・
四

新

港

府
報

第
千
二
百
五
十
九
號

告
示
第
四
十
六
號

大
日
本
政
党
株
式
會
社
鐵
道
樹
仔
脚
變
更
線
貨
物
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可

セ
リ
其
ノ
結
果
大
正
三
年
五
月
告
示
第
六
十
七
號
中
樹
仔
脚
線
ノ
哩
程
左
ノ
通

變
更
ス

大
正
六
年
四
月
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美



哩

田
尾
庄

八
・
四

麻

園

庄

府
報

第
千
二
百
八
十
一
號

告
示
七
十
二
號

大
正
四
年
七
月
告
示
第
九
十
一
號
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
仔
線
蒜
頭
媽
祖

間
運
輸
營
業
期
間
ヲ
本
年
ニ
限
リ
五
月
三
十
一
日
迄
伸
長
ノ
件
許
可
セ
リ

大
正
六
年
五
月
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

府
報

第
千
三
百
六
十
二
號

告
示
第
九
十
八
號

大
正
六
年
九
月
一
日
ヨ
リ
阿
里
山
鐵
道
糞
箕
湖
、
十
字
路
間
ニ
於
テ
一
般
貨
物

運
送
取
扱
ヲ
開
始
ス
其
ノ
區
間
左
ノ
如
シ

大
正
六
年
八
月
二
十
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

糞
箕
湖

間

哆
囉
焉

哆
囉
焉

間

十
字
路

府
報

第
千
三
百
八
十
五
號

告
示
第
百
十
一
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
秀
水
線
貨
物
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
許
可
セ
リ
其
ノ
哩

程
左
ノ
通

大
正
六
年
九
月
二
十
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

哩

分

哩

分

莿

桐

脚

二
・
〇

二
・
五

第
一
秀
水

〇
・
五

第
二
秀
水

府
報

第
千
四
百
十
三
號

大
正
六
年
十
月
二
十
八
日

告
示
第
百
三
十
三
號

大
正
六
年
十
一
月
一
日
ヨ
リ
臺
東
線
停
車
場
名
竝
哩
程
左
ノ
通
改
正
ス

大
正
六
年
十
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

海

岸

〇
・
七

二
・
一

三
・
六

五
・
八

八
・
四

一
一
・
二

一
三
・
〇

一
五
・
六

花
蓮
港

一
・
四

二
・
九

五
・
一

七
・
七

一
〇
・
六

一
二
・
三

一
四
・
九

荳

蘭

一
・
五

三
・
七

六
・
三

九
・
二

一
〇
・
九

一
三
・
五



吉

野

二
・
二

四
・
八

七
・
七

九
・
四

一
二
・
〇

初

音

一
・
六

五
・
五

七
・
二

九
・
八

賀

田

二
・
九

四
・
六

七
・
二

壽

一
・
七

四
・
六

豐

田

一
・
七

溪

口

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

海

岸

一
九
・
五

二
二
・
一

二
五
・
二

二
九
・
三

三
六
・
〇

四
一
・
八

花
蓮
港

一
八
・
八

二
一
・
四

二
四
・
五

二
八
・
六

三
五
・
三

四
一
・
一

荳

蘭

一
七
・
四

二
〇
・
〇

二
三
・
一

二
七
・
二

三
三
・
九

三
九
・
七

吉

野

一
五
・
九

一
八
・
五

二
一
・
六

二
五
・
七

三
二
・
四

三
八
・
二

初

音

一
三
・
七

一
六
・
三

一
九
・
四

二
三
・
五

三
〇
・
二

三
六
・
〇

賀

田

一
一
・
一

一
三
・
七

一
六
・
八

二
〇
・
九

二
七
・
六

三
三
・
四

壽

八
・
一

一
〇
・
八

一
三
・
九

一
八
・
〇

二
四
・
七

三
〇
・
五

豐

田

六
・
五

九
・
一

一
二
・
二

一
六
・
三

二
三
・
〇

二
八
・
八

溪

口

三
・
九

六
・
五

九
・
六

一
三
・
七

二
〇
・
四

二
六
・
二

林

田

二
・
六

五
・
七

九
・
八

一
六
・
五

二
二
・
三

鳳

林

三
・
一

七
・
二

一
三
・
九

一
九
・
七

萬
里
橋

四
・
一

一
〇
・
八

一
六
・
六

馬
太
鞍

六
・
七

一
二
・
五

拔

仔

五
・
八

瑞

穂

府
報

第
千
四
百
十
三
號

大
正
六
年
十
月
二
十
八
日

告
示
第
百
三
十
四
號

花
蓮
港
廳
奉
郷
三
笠
村
外
二
箇
所
ニ
停
車
場
ヲ
設
置
シ
大
正
六
年
十
一
月
一
日

ヨ
リ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
位
置
及
哩
程
左
ノ
通

大
正
六
年
十
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美



哩

分

哩

分

哩

分

自

瑞

穂

六
・
一

九
・
七

一
三
・
三

三

笠

三
・
六

七
・
二

末

廣

三
・
六

玉

里

府
報

第
千
四
百
三
十
二
號

告
示
第
百
四
十
三
號

大
正
四
年
七
月
告
示
第
九
十
一
號
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
仔
線
蒜
頭
媽
祖

間
運
輸
營
業
ハ
本
年
ニ
限
十
一
月
二
十
五
日
ヨ
リ
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ

大
正
六
年
十
一
月
二
十
三
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

府
報

第
千
四
百
三
十
七
號

告
示
百
四
十
五
號

帝
国
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
坑
口
乘
降
塲
ヲ
大
正
六
年
十
一
月
三
十
日
限
廢
止
シ

十
二
月
一
ヒ
ヨ
リ
六
股
乘
降
塲
新
設
ノ
件
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
六
年
十
一
月
三
十
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

至

六

股

自

哩

分

臺

中

八
・
五

府
報

第
千
五
百
十
七
號

告
示
第
二
十
二
號

東
洋
製
糖
株
式
會
社
斗
六
大
崙
間
鐵
道
哩
程
左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
七
年
三
月
十
七
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

哩

分

斗

六

二
・
五

大

崙

府
報

第
千
五
百
三
十
五
號

大
正
七
年
四
月
十
二
日

告
示
第
四
十
九
號

明
治
三
十
四
年
八
月
告
示
第
八
十
四
號
艋
舺
停
車
場
ノ
位
置
及
哩
程
ヲ
大
正
七

年
五
月
一
日
ヨ
リ
左
ノ
通
改
正
ス

大
正
七
年
四
月
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

位
置
及
哩
程

至

艋

舺

自



哩

分

臺

北

一
・
六

枋

橋

三
・
二

府
報

第
千
五
百
五
十
三
號

告
示
第
六
十
號

大
正
五
年
九
月
告
示
第
百
號
帝
国
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
臺
中
萬
斗
六
間
營
業
哩

程
左
ノ
通
變
更
競
り

大
正
七
年
五
月
七
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

臺

中

〇
・
四

二
・
一

三
・
七

五
・
二

六
・
一

七
・
一

八
・
九

一
〇
・
四

本
社
前

一
・
七

三
・
三

四
・
八

五
・
七

六
・
七

八
・
五

一
〇
・
〇

太

平

一
・
六

三
・
一

四
・
〇

五
・
〇

六
・
八

八
・
三

車
籠
埔

一
・
五

二
・
四

三
・
四

五
・
二

六
・
七

塗

城

〇
・
九

一
・
九

三
・
七

五
・
二

北

溝

一
・
〇

二
・
八

四
・
三

阿
罩
霧

一
・
八

三
・
三

坑

口

一
・
五

萬
斗
六

府
報

第
千
五
百
七
十
二
號

告
示
第
七
十
一
號

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
北
港
線
ニ
大
正
七
年
六
月
一
日
ヨ
リ
子
茂
庄
乘
降

塲
增
設
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
七
年
五
月
三
十
日

臺
灣
總
督

男
爵
安
東

貞
美

至

自

子

茂

庄

哩

分

五

間

厝

一
八
・
五

府
報

第
千
五
百
九
十
九
號

告
示
第
八
十
九
號

帝
國
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
萬
斗
六
南
投
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其

ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
七
年
六
月
三
十
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎



哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

臺

中

一
〇
・
四

一
二
・
四

一
三
・
五

一
五
・
八

一
七
・
三

一
八
・
八

萬

斗

六

二
・
〇

三
・
一

五
・
四

六
・
九

八
・
四

新

庄

一
・
一

三
・
四

四
・
九

六
・
四

草

鞋

墩

二
・
三

三
・
八

五
・
三

月

眉

厝

一
・
五

三
・
〇

半

山

一
・
五

南

投

府
報

第
千
六
百
二
十
九
號

告
示
第
百
〇
三
號

大
正
七
年
八
月
十
六
日
ヨ
リ
阿
里
山
鐵
道
中
十
字
路
、
沼
ノ
平
間
ニ
於
テ
一
般

貨
物
不
定
時
運
送
取
扱
ヲ
開
始
ス
其
ノ
區
間
及
哩
數
左
ノ
如
シ

大
正
七
年
八
月
九
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

十
字
路

間

三
哩
三
分

平
遮
那

平
遮
那

間

三
哩
六
分

二
万
平

二
万
平

間

三
哩
三
分

沼
ノ
平

府
報

第
千
六
百
五
十
九
號

告
示
第
百
十
九
號

大
正
五
年
九
月
告
示
第
九
十
九
號
新
興
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
驛
名
「
埤
腹
内
」

ヲ
「
電
信
所
」
ニ
改
稱
セ
リ

大
正
七
年
九
月
二
十
一
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

府
報

第
千
六
百
八
十
五
號

大
正
七
年
十
月
二
十
七
日

告
示
第
百
三
十
四
號

大
正
七
年
十
一
月
一
日
ヨ
リ
花
蓮
港
廳
奉
郷
林
田
村
ニ
平
林
停
車
場
ヲ
同
廳
奉

郷
大
和
村
ニ
大
和
停
車
場
ヲ
設
置
シ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ

通
大
正
七
年
十
月
二
十
七
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

至

平

林

大

和

自

哩

分

哩

分

花

蓮

港

一
七
・
二

三
三
・
五



府
報

第
千
七
百
號

告
示
百
四
十
二
號

明
治
四
十
二
年
十
月
告
示
第
百
四
十
四
號
同
年
十
二
月
告
示
第
百
八
十
一
號
同

四
十
三
年
六
月
告
示
第
八
十
一
號
同
四
十
四
年
二
月
告
示
第
二
十
六
號
同
年
三

月
告
示
第
二
十
七
號
大
正
二
年
一
月
告
示
第
百
七
十
二
號
明
治
製
糖
株
式
會
社

嘉
義
港
墘
間
營
業
哩
程
左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
七
年
十
一
月
二
十
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

嘉

義

一
・
七

三
・
四

五
・
〇

六
・
九

八
・
〇

九
・
六

一
三
・
二

一
五
・
三

大
溪
厝

一
・
七

三
・
三

五
・
二

六
・
三

七
・
八

一
一
・
五

一
三
・
六

水
虞
厝

一
・
六

三
・
五

四
・
六

六
・
二

九
・
八

一
一
・
九

過

溝

一
・
九

三
・
〇

四
・
六

八
・
二

一
〇
・
三

溪

南

一
・
一

二
・
七

六
・
三

八
・
四

田

尾

一
・
六

五
・
二

七
・
三

蒜

頭

三
・
六

五
・
七

樸
仔
脚

二
・
一

港

墘

府
報

第
千
七
百
號

告
示
百
四
十
三
號

大
正
三
年
七
月
告
示
第
九
十
一
號
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
仔
線
蒜
頭
媽
祖

間
運
輸
營
業
ハ
本
年
ニ
限
リ
十
一
月
二
十
日
ヨ
リ
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ

大
正
七
年
十
一
月
二
十
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

府
報

第
千
七
百
三
十
七
號

告
示
第
三
號

明
治
四
十
四
年
十
一
月
告
示
第
百
八
十
五
號
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
中
央
線

二
八
水
停
車
場
移
轉
ノ
結
果
營
業
哩
程
左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
八
年
一
月
十
一
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

哩

分

哩

分4

哩

分

哩

分

二

八

水

一
・
九

六
・
八

九
・
七

一
一･

六

鼻

仔

頭

四
・
九

七
・
八

九
・
六

湳

仔

二
・
九

四
・
八

新

街

一
・
九



南

投

府
報

第
千
七
百
五
十
三
號

告
示
第
十
七
號

臺
東
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
卑
南
、
新
開
園
間
ノ
内
卑
南
北
絲
鬮
間
運
輸
營
業
開

始
ノ
件
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
八
年
二
月
一
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

哩

分

卑

南

九
・
四

北

絲

鬮

府
報

第
千
七
百
七
十
一
號

告
示
第
二
十
六
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
奉
天
宮
前
接
續
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
許
可
セ
リ
其

ノ
結
果
大
正
六
年
二
月
告
示
第
十
六
號
営
業
哩
程
左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
八
年
二
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

哩

分

奉
天
宮
前

〇
・
九

新

港

府
報

第
千
七
百
七
十
二
號

告
示
第
二
十
七
號

辜
顯
榮
經
營
鐵
道
員
林
鹿
港
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ

通
大
正
八
年
三
月
一
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

員

林

一
・
八

三
・
〇

四
・
三

五
・
六

七
・
一

八
・
四

九
・
六

一
二
・
七

大
埔
心

一
・
三

二
・
五

三
・
八

五
・
三

六
・
六

七
・
八

一
〇
・
七

二
重
湳

一
・
三

二
・
六

四
・
一

五
・
四

六
・
六

九
・
七

巫

厝

一
・
三

二
・
八

四
・
一

五
・
三

八
・
四

溪

湖

一
・
五

二
・
八

四
・
〇

七
・
一

頂

藔

一
・
三

二
・
五

五
・
六

埔

鹽

一
・
二

四
・
三

外

中

三
・
一



鹿

港

府
報

第
千
七
百
七
十
三
號

告
示
第
二
十
八
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
嘉
義
工
場
線
頂
坪
乘
降
塲
移
轉
竝
各
驛
間
哩
程
整
理

ノ
結
果
大
正
三
年
八
月
告
示
第
百
三
十
七
號
ノ
内
第
莆
林
奉
天
宮
間
營
業
哩
程

左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
八
年
三
月
二
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

哩

哩

哩

哩

大

莆

林

二
・
四

三
・
二

五
・
三

六
・
八

九
・
七

排

仔

路

〇
・
八

二
・
九

四
・
四

七
・
三

頂

坪

二
・
一

三
・
六

六
・
五

雙

溪

口

一
・
五

四
・
四

埤

仔

頭

二
・
九

奉
天
宮
前

府
報

第
千
七
百
七
十
八
號

大
正
八
年
三
月
九
日

府
令
第
十
二
號

明
治
三
十
三
年
十
二
月
府
令
第
百
二
十
號
臺
灣
總
督
府
鐵
道
部
運
輸
規
程
中
左

ノ
通
改
訂
ス

大
正
八
年
三
月
九
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

（
規
程
改
定
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
千
七
百
八
十
一
號

大
正
八
年
三
月
十
四
日

府
令
第
十
五
號

明
治
三
十
三
年
十
二
月
府
令
第
百
二
十
號
臺
灣
總
督
府
鐵
道
部
運
輸
規
程
中
左

ノ
通
改
訂
ス

大
正
八
年
三
月
十
四
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

（
規
程
改
定
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
千
八
百
十
八
號

告
示
第
六
十
號

大
正
四
年
七
月
告
示
第
九
十
一
號
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
仔
線
蒜
頭
媽
祖

間
運
輸
營
業
期
間
ヲ
本
年
ニ
限
リ
五
月
二
十
日
迄
延
伸
ノ
件
許
可
セ
リ

大
正
八
年
四
月
二
十
七
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

府
報

第
千
八
百
二
十
二
號

告
示
第
六
十
二
號



東
洋
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
斗
六
工
場
線
大
崙
崁
頭
厝
間
ニ
下
湳
仔
乘
降
塲
新
設

ノ
件
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
八
年
五
月
二
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

至

自

下

湳

仔

哩

分

大

崙

二
・
五

府
報

第
千
八
百
五
十
九
號

大
正
八
年
六
月
十
五
日

告
示
第
七
十
九
號

大
正
八
年
七
月
一
日
ヨ
リ
宜
蘭
停
車
場
ニ
於
テ
旅
客
送
迎
者
ノ
爲
入
場
券
ヲ
發

賣
シ
一
枚
ニ
付
料
金
五
錢
ト
定
ム
但
シ
停
車
場
ノ
都
合
ニ
依
リ
枚
數
ヲ
制
限
ス

ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

大
正
八
年
六
月
十
五
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

府
報

第
千
九
百
二
十
七
號

告
示
第
百
三
十
二
號

明
治
四
十
三
年
十
月
告
示
百
三
十
一
號
、
明
治
四
十
四
年
五
月
告
示
第
八
十
一

號
、
同
年
九
月
告
示
第
四
十
六
號
、
大
正
二
年
九
月
告
示
第
百
五
十
八
號
、
同

年
十
月
告
示
第
百
六
十
九
號
、
大
正
四
年
十
月
告
示
第
百
三
十
七
號
、
大
正
五

年
十
一
月
告
示
第
百
二
十
四
號
、
大
正
七
年
五
月
告
示
第
七
十
一
號
大
日
本
製

糖
株
式
會
社
鐵
道
營
業
哩
程
左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
八
年
九
月
十
四
日

臺
灣
總
督

明
石
元
二
郎

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

五
間
厝

二
・
七

四
・
一

七
・
〇

八
・
七

一
〇
・
二
一
〇
・
九
一
四
・
一
一
五
・
九

大
墩
仔

一
・
四

四
・
三

六
・
〇

七
・
五

八
・
二

一
一
・
四
一
三
・
二

土

庫

二
・
九

四
・
六

六
・
一

六
・
八

一
〇
・
〇
一
一
・
八

糞
箕
湖

一
・
七

三
・
二

三
・
九

七
・
一

八
・
九

子
茂
庄

一
・
五

二
・
二

五
・
四

七
・
二

頂

藔

〇
・
七

三
・
九

五
・
七

元

長

三
・
二

五
・
〇

新
街
庄

一
・
八

北

港

哩

哩

五
間
厝

二
・
三

四
・
四

大

東

二
・
一



他
里
霧

哩

哩

哩

哩

五
間
厝

二
・
〇

四
・
六

六
・
二

九
・
七

埒

内

二
・
六

四
・
二

七
・
七

田

尾

一
・
六

五
・
一

二
崙
仔

三
・
五

西

螺

府
報

第
千
九
百
七
十
二
號

告
示
第
百
五
十
六
號

鹽
水
港
製
糖
拓
殖
株
式
會
社
布
袋
嘴
線
ニ
工
場
前
乘
降
塲
增
設
ノ
件
許
可
セ
リ

其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
八
年
十
一
月
十
六
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

至

自

工

場

前

哩

分

新

營

庄

〇
・
四

府
報

第
千
九
百
八
十
二
號

告
示
第
百
六
十
八
號

大
正
五
年
九
月
告
示
第
百
號
帝
國
製
糖
株
式
會
社
本
社
前
乘
降
塲
ニ
於
テ
貨
物

取
扱
廢
止
ノ
件
許
可
セ
リ

大
正
八
年
十
一
月
三
十
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

府
報

第
千
九
百
八
十
四
號

告
示
第
百
七
十
二
號

大
正
七
年
六
月
告
示
第
八
十
九
號
帝
國
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
臺
中
南
投
間
驛
名

中
「
月
眉
厝
」
ヲ
「
營
磐
口
」
ト
改
稱
セ
リ

大
正
八
年
十
二
月
三
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

府
報

第
千
九
百
九
十
四
號

告
示
第
百
八
十
號

辜
顯
榮
經
營
鐵
道
溪
湖
二
林
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ

通
大
正
八
年
十
二
月
十
四
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

溪

湖

二
・
四

五
・
八

八
・
四

一
一
・
九

西

勢

厝

三
・
四

六
・
〇

九
・
五



小

埔

心

二
・
六

六
・
一

大

排

砂

三
・
五

二

林

府
報

第
二
千
四
號

告
示
第
百
八
十
五
號

臺
東
製
糖
株
式
會
社
北
絲
鬮
里
壠
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
ヲ
許
可
セ
リ
其
ノ
哩

程
左
ノ
通

大
正
八
年
十
二
月
二
十
六
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

卑

南

九
・
四

一
六
・
五

二
〇
・
〇

二
七
・
〇

北

絲

鬮

七
・
一

一
〇
・
六

一
七
・
六

鹿

野

三
・
五

一
〇
・
五

大

原

七
・
〇

里

壠

府
報

第
二
千
十
九
號

告
示
第
六
號

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
阿
緱
工
場
鐵
道
阿
緱
驛
移
轉
竝
鹽
埔
線
一
部
変
更
ノ
結
果

大
正
元
年
十
一
月
告
示
第
六
十
四
號
大
正
三
年
六
月
告
示
第
百
七
號
營
業
哩
程

左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
九
年
一
月
十
八
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

阿

緱

二
・
七

四
・
二

五
・
三

七
・
八

九
・
一

溪

埔

厝

一
・
五

二
・
六

五
・
一

六
・
四

武

洛

溪

一
・
一

三
・
六

四
・
九

九

塊

厝

二
・
五

三
・
八

塔

樓

庄

一
・
三

阿

里

港

哩

分

阿

緱

〇
・
六

工

場



府
報

第
二
千
三
十
二
號

府
令
第
七
號

軍
需
調
査
令
第
十
一
條
ニ
ヨ
ル
私
設
鐵
道
ニ
關
ス
ル
報
告
書
ハ
鐵
道
部
長
ニ
提

出
ス
ヘ
シ附

則

本
令
ハ
発
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

大
正
九
年
二
月
三
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

府
報

第
二
千
九
十
號

告
示
六
十
六
號

明
治
四
十
三
年
五
月
告
示
六
十
八
號
臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
北
勢
仔
潮
州
間

運
輸
營
業
廢
止
ノ
件
認
可
セ
リ

大
正
九
年
四
月
十
五
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

府
報

第
二
千
百
二
十
四
號

告
示
第
八
十
一
號

大
正
八
年
一
月
告
示
第
三
號
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
二
八
水
南
投
間
驛
名
中

「
南
投
」
ヲ
「
會
社
前
」
ニ
改
稱
セ
リ

大
正
九
年
六
月
一
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

府
報

第
二
千
百
三
十
八
號

告
示
第
九
十
二
號

大
正
八
年
一
月
告
示
第
三
號
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
中
央
延
長
線
運
輸
營
業

開
始
ノ
件
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
九
年
六
月
十
七
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

哩

分

哩

分

二

八

水

一
一
・
六

一
二
・
〇

會

社

前

〇
・
四

南

投

府
報

第
二
千
百
六
十
一
號

告
示
第
百
四
號

大
正
二
年
四
月
告
示
第
八
十
二
號
東
洋
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
后
里
庄
大
甲
間
營

業
哩
程
ハ
整
理
ノ
結
果
左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
九
年
七
月
十
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

后
里
庄

〇
・
九

三
・
二

四
・
二

七
・
六

八
・
四

九
・
七

一
〇
・
七

一
二
・
五

發
電
所

二
・
三

三
・
三

六
・
七

七
・
五

八
・
八

九
・
八

一
一
・
六



月

眉

一
・
〇

四
・
四

五
・
二

六
・
五

七
・
五

九
・
三

四
塊
厝

三
・
四

四
・
二

五
・
五

六
・
五

八
・
三

磁



〇
・
八

二
・
一

三
・
一

四
・
九

六

份

一
・
三

二
・
三

四
・
一

馬
鳴
埔

一
・
〇

二
・
八

大
甲
東

一
・
八

大

甲

府
報

第
二
千
百
六
十
八
號

告
示
百
七
號

大
正
三
年
八
月
告
示
第
百
三
十
七
號
大
正
八
年
三
月
告
示
第
二
十
八
號
新
高
製

糖
株
式
會
社
嘉
義
工
場
鐵
道
驛
名
中
「
大
莆
林
」
ヲ
「
新
高
大
莆
林
」
ニ
「
奉

天
宮
前
」
ヲ
「
新
高
新
港
」
ニ
改
稱
セ
リ

大
正
九
年
七
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

府
報

第
二
千
百
七
十
八
號

告
示
第
百
十
八
號

明
治
四
十
四
年
八
月
告
示
第
百
三
十
四
號
、
大
正
元
年
十
一
月
告
示
第
五
十
三

號
、
大
正
三
年
六
月
告
示
第
百
號
新
高
製
糖
株
式
會
社
和
美
線
鹿
港
間
鐵
道
驛

名
中
「
鹿
港
」
ヲ
「
新
高
鹿
港
」
ニ
、
「
彰
化
」
ヲ
「
新
高
彰
化
」
ニ
改
稱
セ

リ
大
正
九
年
八
月
十
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

府
報

第
二
千
二
百
一
號

大
正
九
年
九
月
十
七
日

告
示
第
百
五
十
二
號

大
正
九
年
十
月
一
日
ヨ
リ
停
車
場
ノ
名
稱
中
左
ノ
通
改
稱
ス

大
正
九
年
九
月
十
七
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

舊
名
稱

新
名
稱

水
返
脚

汐
止

錫
口

松
山

艋
舺

萬
華

枋
橋

板
橋

山
仔
脚

山
子
脚

鶯
歌
石

鶯
石

崁
仔
脚

崁
子
脚

安
平
鎭

平
鎭

楊
梅
壢

楊
梅

大
湖
口

湖
口

紅
毛
田

紅
毛

中
港

竹
南



後
壠

後
龍

銅
鑼
灣

銅
鑼

三
叉
河

三
叉

大
安
溪

大
安

后
里
庄

后
里

葫
蘆
墩

豐
原

潭
仔
墘

潭
子

茄
苳
脚

花
壇

田
中
央

田
中

二
八
水

二
水

他
里
霧

斗
南

大
莆
里

大
林

打
猫

民
雄

水
塀
頭

水
上

後
壁
藔

後
壁

新
營
庄

新
營

番
仔
田

番
子
田

灣
裡

善
化

新
市
街

新
市

中
洲
庄

中
洲

大
湖
街

大
湖

半
路
竹

路
竹

阿
公
店

岡
山

橋
仔
頭

橋
子
頭

楠
子
坑

楠
梓

打
狗

打
狗

阿
緱

屛
東

頓
物

竹
田

暖
暖
街

暖
暖

冬
瓜
山

冬
山

蘇
□

蘇
澳

府
報

第
二
千
二
百
七
號

大
正
九
年
九
月
二
十
六
日

告
示
第
百
六
十
號

大
正
九
年
十
月
一
日
ヨ
リ
阿
里
山
鐵
道
停
車
場
ノ
名
稱
中
左
ノ
通
改
稱
ス

大
正
九
年
九
月
二
十
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

舊
名
稱

新
名
稱

竹

頭

崎

竹

崎

鹿

蔴

産

鹿

麻

産

府
報

號
外

大
正
九
年
十
月
一
日

告
示
第
百
七
十
四
號

私
設
鐵
道
停
車
場
名
稱
中
左
ノ
通
改
稱
セ
リ

大
正
九
年
十
月
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

会

社

名

線

名

舊
名
稱

新
名
稱

東
洋
製
糖
株
式
會
社

嘉

義

線

新

港

新

巷

同

同

水

燦

林

水

林



新

高
製
糖
株
式
會
社

彰
化
工
場
線

和

美

線

和

美

同

嘉
義
工
場
線

新
高
大
埔
林

新

高

大

林

同

同

雙

溪

口

溪

口

同

同

大

埔

美

大

埔

同

同

梅

仔

坑

小

梅

帝

國
製
糖
株
式
會
社

中

南

線

阿

罩

霧

霧

峰

同

同

草

鞋

墩

草

屯

明
治
製
糖
株
式
會
社

番

仔

田

線

番

仔

田

番

子

田

同

同

藔

仔



藔

子



同

同

總

爺

本

社

前

同

同

蔴

荳

麻

豆

同

同

䔥

壠

佳

里

同

撲

仔

脚

線

撲

仔

脚

朴

子

同

中

央

線

二

八

水

二

水

同

同

鼻

仔

頭

鼻

子

頭

同

同

湳

仔

名

間

臺
灣
製
糖
株
式
會
社

阿
緱
工
場
線

阿

緱

屛

東

同

同

大

湖

庄

大

湖

同

同

新

庄

仔

新

庄

子

同

同

北

勢

仔

洲

子

同

同

過

溪

仔

過

溪

子

同

同

溪

埔

厝

崇

蘭

同

同

武

洛

溪

下

冷

水

坑

同

同

九

塊

厝

九

塊

同

同

塔

樓

庄

塔

樓

同

同

阿

里

港

里

港

新
興
製
糖
株
式
會
社

林

子

邊

線

山

仔

頂

山

子

頭

同

同

大

藔

大

寮

同

同

潮

洲

藔

潮

洲

寮

同

同

林

仔

邊

林

子

邊

林
本
源
製
糖
株
式
會
社

二

林

線

田

中

央

田

中

同

同

内

蘆

竹

塘

竹

塘

大
日
本
製
糖
株
式
會
社

他

里

霧

線

他

里

霧

斗

南

同

同

五

間

厝

虎

尾

同

北

港

線

大

墩

仔

大

屯

同

同

頂

藔

元

長

同

同

子

茂

庄

子

茂

盬
水
港
製
糖
株
式
會
社

布

袋

嘴

線

新

營

庄

新

營

同

同

盬

水

港

盬

水

同

同

義

竹

圍

義

竹

同

同

布

袋

嘴

布

袋

同

旗

尾

線

瀰

濃

美

濃

同

同

蕃

薯

藔

旗

山

同

同

大

樹

脚

大

樹

同

同

溪

洲

溪

州

府
報

第
二
千
二
百
三
十
號

大
正
九
年
十
月
二
十
四
日

告
示
第
百
八
十
五
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
朴
子
線
ニ
小
槺
榔
乘
降
塲
設
置
ノ
件
許
可
セ
リ
其
哩



程
左
ノ
通

大
正
九
年
十
月
二
十
四
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

蒜

頭

一
・
二

小
槺
榔

三
・
六

二
・
四

朴

子

府
報

第
二
千
二
百
三
十
號

大
正
九
年
十
月
二
十
四
日

告
示
第
百
八
十
六
號

臺
北
州
蘇
澳
郡
蘇
澳
庄
新
城
ニ
停
車
塲
ヲ
設
置
シ
大
正
九
年
十
一
月
一
ヨ
リ
鐵

道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
停
車
塲
名
竝
哩
程
左
ノ
通

大
正
九
年
十
月
二
十
四
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

停
車
塲
名

哩

程

至
蘇
澳

二
・
七

新

城

至
冬
山

二
・
六

府
報

第
二
千
二
百
七
十
八
號

告
示
第
二
百
二
十
一
號

東
洋
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
嘉
義
線
萊
公
厝
停
車
場
移
轉
ノ
結
果
各
驛
間
哩
程
左

ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
九
年
十
二
月
二
十
三
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

嘉

義

〇
・
九

北
社
尾

四
・
一

三
・
二
牛
斗
山

五
・
八

四
・
九

一
・
七
萊
公
厝

七
・
八

六
・
九

三
・
七

二
・
〇
新

巷

九
・
八

八
・
九

五
・
七

四
・
〇

二
・
〇
板
頭
厝

一
一･

四
一
〇
・
五

七
・
三

五
・
六

三
・
六

一
・
六
北

港

一
五･

〇
一
四
・
一
一
〇
・
九

九
・
二

七
・
二

五
・
二

三
・
六
水

林

一
六･

三
一
五
・
四
一
二
・
二
一
〇
・
五

八
・
五

六
・
五

四
・
九

一
・
三
萬

興

一
八･

一
一
七
・
二
一
四
・
〇
一
二
・
三
一
〇
・
三

八
・
三

六
・
七

三
・
一

一
・
八
蔡

厝

一
九･

六
一
八
・
三
一
五
・
五
一
二
・
八
一
一
・
八

九
・
八

八
・
二

四
・
六

三
・
三

一
・
五
烏
蔴
園



府
報

第
二
千
二
百
九
十
九
號

大
正
十
年
一
月
二
十
六
日

告
示
第
十
一
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
停
車
塲
名
中
左
ノ
通
改
稱
セ
リ

大
正
十
年
一
月
二
十
六
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

新

名

稱

舊

名

稱

記

事

坡

心

大

埔

心

溪
湖
工
場
鹿
港
線
ノ
内

頂

嶚

頂

藔

同

府
報

第
二
千
三
百
七
十
三
號

告
示
第
七
十
三
號

東
洋
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
嘉
義
烏
蔴
園
間
營
業
哩
程
ハ
線
路
一
部
変
更
竝
新
巷

停
車
場
移
轉
及
哩
程
實
測
ノ
結
果
左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
十
年
五
月
十
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

嘉

義

〇
・
九

四
・
一

五
・
八

八
・
二

九
・
九
一
一
・
六
一
五
・
一
一
六
・
四
一
八
・
三
一
九
・
七

北
社
尾

三
・
二

四
・
九

七
・
三

九
・
〇
十
〇
・
七
一
四
・
二
一
五
・
五
一
七
・
四
一
八
・
八

牛
斗
山

一
・
七

四
・
一

五
・
八

七
・
五
一
一
・
七
一
二
・
三
一
四
・
二
一
五
・
六

萊
公
厝

二
・
四

四
・
一

五
・
八

九
・
三
一
〇
・
六
一
二
・
五
一
三
・
九

新

巷

一
・
七

三
・
四

六
・
九

八
・
二
一
〇
・
一
一
一
・
五

板
頭
厝

一
・
七

五
・
二

六
・
五

八
・
四

九
・
八

北

港

三
・
五

四
・
八

六
・
七

八
・
一

水

林

一
・
三

三
・
二

四
・
六

萬

興

一
・
九

三
・
三

蔡

厝

一
・
四

烏
蔴
園

府
報

第
二
千
三
百
八
十
二
號

大
正
十
年
五
月
二
十
日

告
示
第
七
十
八
號

大
正
十
年
六
月
一
日
ヨ
リ
臺
東
線
鐵
道
停
車
場
名
中
「
拔
仔
」
ヲ
「
拔
子
」
ニ

改
正
ス

大
正
十
年
五
月
二
十
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎



府
報

第
二
千
三
百
八
十
二
號

大
正
十
年
五
月
二
十
日

告
示
第
七
十
七
號

新
高
製
糖
株
式
會
社
嘉
義
工
場
鐵
道
新
巷
接
續
線
變
更
ノ
結
果
左
ノ
通
營
業
哩

程
變
更
セ
リ

大
正
十
年
五
月
二
十
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

哩

分

新
高
新
巷

〇
・
三

新

巷

府
報

第
二
千
四
百
二
十
五
號

告
示
第
百
七
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
南
投
線
一
部
変
更
敷
設
ノ
結
果
營
業
哩
程
左
ノ
通
變

更
セ
リ

大
正
十
年
七
月
十
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

二

水

一
・
九

六
・
七

九
・
六

一
一
・
五

一
一
・
九

鼻
子
頭

四
・
八

七
・
七

九
・
六

一
〇
・
〇

名

間

二
・
九

四
・
八

五
・
二

新

街

一
・
九

二
・
三

會
社
前

〇
・
四

南

投

府
報

第
二
千
五
百
七
十
九
號

告
示
第
十
五
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
鹿
港
線
及
二
林
線
路
一
部
変
更
竝
工
場
前
停
車
塲
及

番
社
乘
降
塲
新
設
ニ
伴
ヒ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通
變
更
セ
リ

大
正
十
一
年
二
月
五
日

臺
灣
總
督
男
爵
田

健
治
郎

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

員

林

一
・
八

三
・
一

四
・
三

五
・
八

六
・
四

七
・
六

八
・
九

一
〇
・
一

坡

心

一
・
三

二
・
五

四
・
〇

四
・
六

五
・
八

七
・
一

八
・
三

二
重
浦

一
・
二

二
・
七

三
・
三

四
・
五

五
・
八

七
・
〇

巫

厝

一
・
五

二
・
一

三
・
三

四
・
六

五
・
八

工
場
前

〇
・
六

一
・
八

三
・
一

四
・
三

溪

湖

一
・
二

二
・
五

三
・
七



頂

寮

一
・
三

二
・
五

埔

鹽

一
・
二

外

中

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

員

林

一
一
・
五

一
三
・
二

七
・
七

一
一
・
一

一
三
・
七

一
七
・
二

坡

心

九
・
七

一
一
・
四

五
・
九

九
・
三

一
一
・
九

一
五
・
四

二
重
浦

八
・
四

一
〇
・
一

四
・
六

八
・
〇

一
〇
・
六

一
四
・
一

巫

厝

七
・
二

八
・
九

三
・
四

六
・
八

九
・
四

一
二
・
九

工
場
前

五
・
七

七
・
四

一
・
九

五
・
三

七
・
九

一
一
・
四

溪

湖

五
・
一

六
・
八

二
・
五

五
・
九

八
・
五

一
二
・
〇

頂

寮

三
・
九

五
・
六

三
・
七

七
・
一

九
・
七

一
三
・
二

埔

鹽

二
・
六

四
・
三

五
・
〇

八
・
四

一
一
・
〇

一
四
・
五

外

中

一
・
四

三
・
一

六
・
二

九
・
六

一
二
・
二

一
五
・
七

番

社

一
・
六

七
・
六

一
一
・
〇

一
三
・
六

一
七
・
一

鹿

港

九
・
三

一
二
・
七

一
五
・
三

一
八
・
八

西
勢
厝

三
・
四

六
・
〇

九
・
五

小
埔
心

二
・
六

六
・
一

大
排
沙

三
・
五

二

林

府
報

第
二
千
五
百
九
十
號

大
正
十
一
年
二
月
二
十
三
日

告
示
第
二
十
二
號

臺
北
州
宜
蘭
郡
礁
溪
庄
四
結
ニ
停
車
場
ヲ
設
置
シ
大
正
十
一
年
二
月
二
十
五
日

ヨ
リ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
停
車
場
名
竝
哩
程
左
ノ
通

大
正
十
一
年
二
月
二
十
三
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

停
車
場
名

哩

程

哩

分

至
宜
蘭

二
・
三

四

結

至
礁
溪

二
・
九



府
報

第
二
千
五
百
九
十
四
號

大
正
十
一
年
二
月
二
十
八
日

府
令
第
十
五
號

明
治
三
十
三
年
十
二
月
府
令
第
百
二
十
號
臺
灣
總
督
府
鐵
道
部
運
輸
規
程
中
左

ノ
通
改
訂
ス

大
正
十
一
年
二
月
二
十
八
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

（
規
程
改
定
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
六
百
七
號

大
正
十
一
年
三
月
十
六
日

府
令
第
十
九
號

大
正
十
一
年
府
令
第
十
五
號
臺
灣
總
督
府
鐵
道
部
運
輸
規
程
中
左
ノ
通
改
訂
ス

大
正
十
一
年
三
月
十
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

（
規
程
改
定
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
六
百
十
九
號

大
正
十
一
年
三
月
三
十
一
日

告
示
第
四
十
三
號

臺
灣
電
力
株
式
會
社
鐵
道
停
車
場
名
中
左
ノ
通
改
稱
セ
リ

大
正
十
一
年
三
月
三
十
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

新
名
稱

舊
名
稱

記

事

濁

水

名

間

府
報

第
二
千
六
百
十
九
號

大
正
十
一
年
三
月
三
十
一
日

告
示
第
四
十
四
號

鹽
水
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
布
袋
線
ニ
太
子
宮
乘
降
塲
ヲ
設
置
シ
同
時
ニ
各
區

間
ノ
營
業
哩
程
ヲ
變
更
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

大
正
十
一
年
三
月
三
十
一
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

新

營

〇
・
四

三
・
四

五
・
三

六
・
〇

七
・
一

九
・
四

一
一
・
九

一
三
・
二

工
場
前

三
・
〇

四
・
九

五
・
六

六
・
七

九
・
〇

一
一
・
五

一
二
・
七

太
子
宮

一
・
九

二
・
六

三
・
七

六
・
〇

八
・
五

九
・
八

鹽

水

〇
・
七

一
・
八

四
・
一

六
・
六

七
・
九

岸

内

一
・
一

三
・
四

五
・
九

七
・
二

義

竹

二
・
三

四
・
八

六
・
一

安
溪
寮

二
・
五

三
・
八

前
東
港

一
・
三

布

袋

府
報

第
二
千
六
百
三
十
號

大
正
十
一
年
四
月
十
六
日



朕
帝
國
議
會
ノ
協
賛
ヲ
經
タ
ル
臺
灣
私
設
鐵
道
補
助
法
ヲ
裁
可
シ
茲
ニ
之
ヲ
公

布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

攝
政
名

大
正
十
一
年
三
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣
兼

子
爵
高
橋
是
清

大

蔵

大

臣

法
律
第
二
十
四
號

臺
灣
私
設
鐵
道
補
助
法

（
法
律
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
六
百
五
十
號

大
正
十
一
年
五
月
十
日

告
示
第
八
十
二
號

臺
東
廳
里
壠
區
月
野
村
ニ
停
車
場
ヲ
設
置
シ
大
正
十
一
年
五
月
十
日
ヨ
リ
運
輸

營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
停
車
場
名
竝
哩
程
左
ノ
通
但
シ
本
停
車
場
ニ
於
テ
ハ
貸
切

車
扱
貨
物
取
扱
ヲ
爲
サ
ス

大
正
十
一
年
五
月
十
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

停
車
場
名

哩

程
哩

分

至
里
壠

一
一
・
九

月

野

至
大
原

四
・
一

府
報

第
二
千
六
百
五
十
四
號

府
令
第
百
十
七
號

臺
灣
私
設
鐵
道
補
助
法
施
行
規
則
左
ノ
通
相
定
ム

大
正
十
一
年
五
月
十
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

臺
灣
使
閲
鐵
道
補
助
法
施
行
規
則

（
施
行
規
則
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
六
百
五
十
四
號

大
正
十
一
年
五
月
十
四
日

告
示
第
八
十
七
號

臺
北
州
基
隆
郡
瑞
芳
庄
三
爪
子
ニ
停
車
場
ヲ
設
置
シ
大
正
十
一
年
五
月
二
十
一

日
ヨ
リ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
停
車
場
名
竝
哩
程
左
ノ
通

大
正
十
一
年
五
月
十
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

哩

分

猴

硐

一
・
六

三

貂

嶺

府
報

第
二
千
六
百
五
十
四
號

大
正
十
一
年
五
月
十
四
日

告
示
第
八
十
八
號

大
正
十
一
年
五
月
二
十
一
日
ヨ
リ
鶯
歌
停
車
場
ノ
位
置
ヲ
左
ノ
通
改
ム

大
正
十
一
年
五
月
十
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

自
山
子
脚

二
哩
八
分

自

桃

園

五
哩
一
分



府
報

第
二
千
六
百
八
十
二
號

訓
令
第
百
二
十
八
號

郵

便

局

明
治
三
十
八
年
訓
令
第
百
九
十
號
輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
規
程
中
左
ノ
通
改
正
ス

大
正
十
一
年
六
月
十
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

（
規
程
改
定
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
六
百
八
十
四
號

告
示
第
百
一
號

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
溪
湖
二
林
間
運
輸
營
業
廢
止
ノ
件
認
可
セ
リ

大
正
十
一
年
六
月
十
七
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

府
報

第
二
千
七
百
四
十
八
號

大
正
十
一
年
九
月
十
二
日

告
示
第
百
三
十
六
號

退
職
州
基
隆
郡
雙
溪
庄
武
丹
坑
ニ
停
車
場
ヲ
設
置
シ
大
正
十
一
年
九
月
二
十
一

日
ヨ
リ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
停
車
場
名
竝
哩
程
左
ノ
如
シ
但
シ
大
貨
物
扱

貨
物
ノ
取
扱
ヲ
爲
サ
ス

大
正
十
一
年
九
月
十
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

停
車
場
名
竝
哩
程

哩

分

自
八

堵

一
二
・
二

自
三
貂
嶺

一
・
八

武

丹

坑

府
報

第
二
千
七
百
五
十
三
號

大
正
十
一
年
九
月
十
七
日

告
示
第
百
四
十
一
號

竹
南
清
水
間
鐵
道
新
設
工
事
竣
成
ニ
付
大
正
十
一
年
十
月
十
一
日
ヨ
リ
運
輸
營

業
ヲ
開
始
シ
同
時
ニ
基
隆
高
雄
間
停
車
場
名
竝
營
業
哩
程
ヲ
左
ノ
通
改
正
ス

大
正
十
一
年
九
月
十
七
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

（
大
き
い
表
な
の
で
別
紙
）

府
報

第
二
千
七
百
七
十
一
號

大
正
十
一
年
十
月
十
日

告
示
第
百
五
十
一
號

大
正
十
一
年
十
月
十
一
日
ヨ
リ
武
丹
坑
停
車
場
ニ
於
テ
大
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
開
始

ス
大
正
十
一
年
十
月
十
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

府
報

第
二
千
八
百
二
十
六
號

大
正
十
一
年
十
二
月
十
五
日

告
示
第
百
八
十
六
號

大
正
十
二
年
一
月
一
日
ヨ
リ
月
野
停
車
場
ニ
於
テ
貸
切
車
扱
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
開

始
ス大

正
十
一
年
十
二
年
十
五
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

府
報

第
二
千
八
百
八
十
六
號

大
正
十
二
年
三
月
六
日

告
示
第
三
十
二
號



大
正
十
二
年
三
月
十
六
日
ヨ
リ
北
門
停
車
場
ヲ
廢
止
シ
同
時
ニ
臺
北
停
車
場
裏

ニ
取
扱
所
ヲ
設
ケ
淡
水
線
乗
降
客
竝
同
線
内
發
著
手
小
荷
物
ノ
取
扱
ヲ
爲
ス

大
正
十
二
年
三
月
六
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

府
報

第
二
千
九
百
五
十
四
號

○
彙
報

○
運

輸

○
東
洋
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
營
業
哩
程
變
更

東
洋
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
嘉
義

線
蔡
厝
乘
降
塲
移
轉
ノ
結
果
營
業
哩
程
左
ノ
通
變
更
セ
リ

嘉

義

〇
・
九

四
・
一

五
・
八

八
・
二

九
・
九
一
一
・
六
一
五
・
一
一
六
・
四
一
八
・
七
一
九
・
七

北
社
尾

三
・
二

四
・
九

七
・
三

九
・
〇
一
〇
・
七
一
四
・
二
一
五
・
五
一
七
・
八
一
八
・
八

牛
斗
山

一
・
七

四
・
一

五
・
八

七
・
五
一
一
・
〇
一
二
・
三
一
四
・
六
一
五
・
六

萊
公
厝

二
・
四

四
・
一

五
・
八

九
・
三
一
〇
・
六
一
二
・
九
一
三
・
九

新

巷

一
・
七

三
・
四

六
・
九

八
・
二
一
〇
・
五
一
一
・
五

板
頭
厝

一
・
七

五
・
二

六
・
五

八
・
八

九
・
八

北

港

三
・
五

四
・
八

七
・
一

八
・
一

水

林

一
・
三

三
・
六

四
・
六

萬

興

二
・
三

三
・
三

蔡

厝

一
・
〇

烏
蔴
園

府
報

第
二
千
九
百
九
十
三
號

大
正
十
二
年
七
月
十
四
日

告
示
第
百
三
十
五
號

臺
東
廳
鹿
野
區
大
原
村
大
埔
ニ
停
車
場
ヲ
設
置
シ
大
正
十
二
年
七
月
十
五
日
ヨ

リ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
停
車
場
名
竝
哩
程
左
ノ
通
但
シ
本
停
車
場
ニ
於
テ

ハ
貸
切
車
扱
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
爲
サ
ス

大
正
十
二
年
七
月
十
四
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

停
車
場
名

哩
程哩

分

至
月
野

二
・
二

大

埔

至
大
原

一
・
九

府
報

第
二
千
九
百
九
十
八
號

大
正
十
二
年
七
月
二
十
日

府
令
第
六
十
號

大
正
十
一
年
府
令
第
十
五
號
臺
灣
總
督
府
鐵
道
部
運
輸
規
程
中
左
ノ
通
改
訂
ス



大
正
十
二
年
七
月
二
十
日

臺
灣
總
督

男
爵
田

健
治
郎

（
規
程
改
定
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
九
百
九
十
九
號

大
正
十
二
年
七
月
二
十
一
日

○
彙
報

○
運

輸

○
帝
国
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
營
業
哩
程
變
更

帝
国
製
糖
株
式
會
社
中
南
線
大

平
乘
降
塲
移
轉
ノ
結
果
營
業
哩
程
左
ノ
通
變
更
セ
リ

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

臺

中

〇
・
四

二
・
二

三
・
七

四
・
七

五
・
二

六
・
一

七
・
一

八
・
九

本
社
前

一
・
八

三
・
三

四
・
八

四
・
八

五
・
七

六
・
七

八
・
五

太

平

一
・
三

二
・
五

三
・
〇

三
・
九

四
・
九

六
・
七

車
籠
埔

一
・
〇

一
・
五

二
・
四

三
・
四

五
・
二

番
仔
藔

〇
・
五

一
・
四

二
・
四

四
・
二

塗

城

〇
・
九

一
・
九

三
・
七

北

溝

一
・
〇

二
・
八

霧

峯

一
・
八

六

股

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

臺

中

一
〇
・
四

一
二
・
四

一
三
・
五

一
五
・
八

一
七
・
三

一
八
・
八

本
社
前

一
〇
・
〇

一
二
・
〇

一
三
・
一

一
五
・
四

一
六
・
九

一
八
・
四

太

平

八
・
二

一
〇
・
二

一
一
・
三

一
三
・
六

一
五
・
一

一
六
・
六

車
籠
埔

六
・
七

八
・
七

九
・
八

一
二
・
一

一
三
・
六

一
五
・
一

番
仔
藔

五
・
七

七
・
七

八
・
八

一
一
・
一

一
二
・
六

一
四
・
一

塗

城

五
・
二

七
・
二

八
・
三

一
〇
・
六

一
二
・
一

一
三
・
六

北

溝

四
・
三

六
・
三

七
・
四

九
・
七

一
一
・
二

一
二
・
七

霧

峯

三
・
三

五
・
三

六
・
四

八
・
七

一
〇
・
二

一
一
・
七

六

股

一
・
五

三
・
五

四
・
六

六
・
九

八
・
四

九
・
九

万
斗
六

二
・
〇

三
・
一

五
・
四

六
・
九

八
・
四

新

庄

一
・
一

三
・
四

四
・
九

六
・
四



草

屯

二
・
二

三
・
八

五
・
三

營
盤
口

一
・
五

三
・
〇

半

山

一
・
五

南

投

府
報

第
三
千
五
十
二
號

對
照
十
二
年
九
月
二
十
九
費

○
彙
報

○
運

輸

○
私
設
鐵
道
運
輸
營
業
中
止
延
期

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
會
社
前
南
投
間

營
業
中
止
期
限
ヲ
大
正
十
三
年
八
月
九
日
迄
伸
長
ノ
件
許
可
セ
リ

府
報

第
三
千
六
十
二
號

大
正
十
二
年
十
月
十
一
日

告
示
第
百
六
十
六
號

大
正
十
二
年
十
月
二
十
一
日
ヨ
リ
當
分
ノ
内
武
丹
坑
停
車
場
ニ
於
ケ
ル
鐵
道
運

輸
營
業
ハ
之
ヲ
休
止
ス

大
正
十
二
年
十
月
十
一
日

臺
灣
總
督

内
田

嘉
吉

府
報

第
三
千
六
十
二
號

大
正
十
二
年
十
月
十
一
日

告
示
第
百
六
十
七
號

左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
大
正
十
二
年
十
月
二
十
一
日
ヨ
リ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ

開
始
ス

大
正
十
二
年
十
月
十
一
日

臺
灣
總
督

内
田

嘉
吉

停
車
場
名

哩

程

所

在

地

哩

雙

溪

自
武
丹
坑

二
・
四

臺
北
州
基
隆
郡
雙
溪
庄
雙
溪

溪

州

自

潮

州

四
・
五

高
雄
州
東
港
郡
林
邊
庄
溪
州

府
報

第
三
千
六
十
二
號

大
正
十
二
年
十
月
十
一
日

告
示
第
百
六
十
八
號

大
正
十
二
年
十
月
十
二
日
ヨ
リ
暖
暖
停
車
場
ニ
於
テ
貸
切
車
扱
貨
物
ノ
取
扱
ヲ

開
始
ス

大
正
十
二
年
十
月
十
一
日

臺
灣
總
督

内
田

嘉
吉

府
報

第
三
千
百
十
九
號

大
正
十
二
年
十
二
月
十
八
日

○
彙
報

○
運

輸

○
新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
運
輸
營
業
開
始

新
高
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
和
美

線
西
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
大
正
十
二
年
十
二
月
十
五
日
附
許
可
セ
リ
其
ノ
哩

程
左
ノ
通

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

線

西

〇
・
八

二
・
六

三
・
八

四
・
九

六
・
六

七
・
〇

八
・
七

一
〇
・
二



十

五

一
・
八

三
・
〇

四
・
一

五
・
八

六
・
二

七
・
九

九
・
四

張

犂

和

美

一
・
二

二
・
三

四
・
〇

四
・
四

六
・
一

七
・
六

柑
子
井

一
・
一

二
・
八

三
・
二

四
・
九

六
・
四

中

寮

一
・
七

二
・
一

三
・
八

五
・
三

過
溝
子

一
・
七

三
・
三

五
・
〇

新

高

一
・
六

三
・
三

彰

化

莿
桐
脚

一
・
七

馬
鳴
山

線

西
一
一
・
六

一
四
・
〇

十

五
一
〇
・
八

一
三
・
二

張

犂

和

美

九
・
〇

一
一
・
四

柑
子
井

七
・
八

一
〇
・
二

中

寮

六
・
七

九
・
一

過
溝
子

五
・
〇

七
・
四

新

高

四
・
六

七
・
〇

彰

化

莿
桐
脚

二
・
九

五
・
三

馬
鳴
山

一
・
四

三
・
八

崎
溝
子

二
・
四

新

高

鹿

港

府
報

第
三
千
百
二
十
五
號

大
正
十
二
年
十
二
月
二
十
五
日

○
彙
報

○
運

輸

○
帝
国
製
糖
會
社
鐵
道
營
業
哩
程
變
更

帝
国
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
中
南
線
路

一
部
変
更
ノ
結
果
哩
程
左
ノ
通
變
更
セ
リ

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

臺

中

〇
・
四

二
・
二

三
・
五

四
・
五

五
・
〇

五
・
九

六
・
九

八
・
七



市
場
前

一
・
六

三
・
一

四
・
一

四
・
六

五
・
五

六
・
五

八
・
三

太

平

一
・
五

二
・
五

三
・
〇

三
・
九

四
・
九

六
・
七

車
籠
埔

一
・
〇

一
・
五

二
・
四

三
・
四

五
・
二

番
仔
藔

〇
・
五

一
・
四

二
・
四

四
・
二

塗

城

〇
・
九

一
・
九

三
・
七

北

溝

一
・
〇

二
・
八

霧

峯

一
・
八

六

股

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

臺

中

一
〇
・
二

一
二
・
二

一
三
・
三

一
五
・
六

一
七
・
一

一
八
・
六

市
場
前

九
・
八

一
一
・
八

一
二
・
九

一
五
・
二

一
六
・
七

一
八
・
二

太

平

八
・
二

一
〇
・
二

一
一
・
三

一
三
・
六

一
五
・
一

一
六
・
六

車
籠
埔

六
・
七

八
・
七

九
・
八

一
二
・
一

一
三
・
六

一
五
・
一

番
仔
藔

五
・
七

七
・
七

八
・
八

一
一
・
一

一
二
・
六

一
四
・
一

塗

城

五
・
三

七
・
二

八
・
三

一
〇
・
六

一
二
・
一

一
三
・
六

北

溝

四
・
三

六
・
三

七
・
四

九
・
七

一
一
・
二

一
二
・
七

霧

峯

三
・
三

五
・
三

六
・
四

八
・
七

一
〇
・
二

一
一
・
七

六

股

一
・
五

三
・
五

四
・
六

六
・
九

八
・
四

九
・
九

万
斗
六

二
・
〇

三
・
五

四
・
六

六
・
九

八
・
四

新

庄

一
・
一

三
・
四

四
・
九

六
・
四

草

屯

二
・
三

三
・
八

五
・
三

營
盤
口

一
・
五

三
・
〇

半

山

一
・
五

南

投

府
報

第
三
千
百
三
十
三
號

大
正
十
三
年
一
月
十
日



告
示
第
一
號

大
正
十
三
年
一
月
十
日
ヨ
リ
大
埔
停
車
場
ニ
於
テ
貸
切
扱
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
開
始

ス
大
正
十
三
年
一
月
十
日

臺
灣
總
督

内
田

嘉
吉

府
報

第
三
千
百
四
十
號

大
正
十
三
年
一
月
十
八
日

○
彙
報

○
運

輸

○
帝
國
製
糖
會
社
鐵
道
乘
降
塲
設
置

帝
國
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
中
南
線
林
子

頭
乘
降
塲
設
置
セ
ラ
レ
タ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

臺

中

一
三
・
三

一
四
・
三

一
五
・
六

一
八
・
六

草

屯

一
・
〇

二
・
三

五
・
三

林

子

頭

一
・
三

四
・
三

營

盤

口

三
・
〇

南

投

府
報

第
三
千
百
八
十
九
號

大
正
十
三
年
三
月
二
十
一
日

告
示
第
二
十
六
號

大
正
十
三
年
四
月
一
日
ヨ
リ
雙
連
、
唭
里
岸
ノ
兩
停
車
場
ニ
於
テ
手
小
荷
物
ノ

取
扱
ヲ
開
始
ス

大
正
十
三
年
三
月
二
十
一
日

臺
灣
總
督

内
田

嘉
吉

府
報

第
三
千
二
百
八
號

大
正
十
三
年
四
月
十
三
日

告
示
第
三
十
八
號

武
丹
坑
停
車
場
ヲ
左
ノ
位
置
ニ
移
轉
シ
大
正
十
三
年
四
月
十
七
日
ヨ
リ
運
輸
營

業
ヲ
開
始
ス

大
正
十
三
年
四
月
十
三
日

臺
灣
総
督

内
田

嘉
吉

哩

程
哩

分

自
三
貂
嶺

二
・
二

自
雙
溪

二
・
〇

府
報

第
三
千
二
百
十
六
號

大
正
十
三
年
四
月
二
十
三
日

○
彙
報

○
運

輸

○
帝
国
製
糖
會
社
鐵
道
運
輸
開
始
許
可

帝
国
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
早
溪
（
中

南
線
臺
中
起
點
一
哩
一
分
ノ
地
點
ヨ
リ
分
岐
）
軍
功
寮
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件

大
正
十
三
年
四
月
十
九
日
附
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

臺

中

一
・
一

二
・
五

三
・
七

四
・
五



早

溪

一
・
四

二
・
六

三
・
四

分

岐

點

番

子

路

一
・
二

二
・
〇

水

景

頭

〇
・
八

軍

功

寮

府
報

第
三
千
二
百
十
九
號

大
正
十
三
年
四
月
二
十
七
日

告
示
第
五
十
五
號

左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
大
正
十
三
年
五
月
一
日
ヨ
リ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始

ス
大
正
十
三
年
四
月
二
十
七
日

臺
灣
総
督

内
田

嘉
吉

停
車
場
名

哩

程

所

在

地

哩

大

通

自
玉
里

三
・
〇
分

花
蓮
港
廳
玉
里
庄
下
撈
灣

哩

大

庄

自
安
通

三
・
〇
分

花
蓮
港
廳
大
庄
區
大
庄

府
報

第
三
千
二
百
六
十
號

大
正
十
三
年
六
月
十
四
日

○
公
告

○
阿
里
山
鐵
道
列
車
發
著
時
刻
改
正

六
月
十
五
日
ヨ
リ
阿
里
山
鐵
道
列
車
時
刻
ヲ
改
正
ス

追
テ
列
車
發
著
時
刻
ハ
各
驛
待
合
所
ニ
掲
示
ス

大
正
十
三
年
六
月
十
四
日

臺
灣
總
督
府
殖
産
局
營
林
所

府
報

第
三
千
三
百
十
六
號

大
正
十
三
年
八
月
二
十
三
日

彙
集

○
運

輸

○
帝
國
製
糖
會
社
鐵
道
林
庄
乘
降
塲
設
置

帝
國
製
糖
株
式
会
社
鐵
道
中
南
線

ニ
林
庄
乘
降
塲
設
置
ノ
件
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

臺

中

一
五･

六

一
六･

六

一
七･

一

一
八･

六

營

盤

口

一
・
〇

一
・
五

三
・
〇

林

庄

〇
・
五

二
・
〇

半

山

一
・
五

南

投

府
報

第
三
千
三
百
十
六
號

大
正
十
三
年
八
月
二
十
三
日

○
彙
報

○
運

輸



○
臺
中
輕
鐵
會
社
運
輸
營
業
開
始

臺
中
輕
鐵
株
式
會
社
鐵
道
豐
原
、
土
牛
、

貯
木
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
大
正
十
三
年
八
月
二
十
二
日
附
許
可
セ
リ
其
ノ
哩

程
左
ノ
通

豐

原

一
・
〇

二
・
二

四
・
二

五
・
二

七
・
三

八
・
一

翁

子

一
・
二

三
・
二

四
・
三

六
・
三

七
・
一

朴

子

口

二
・
〇

三
・
〇

五
・
一

五
・
九

石

岡

一
・
〇

三
・
一

三
・
九

社

寮

角

二
・
一

二
・
九

土

牛

〇
・
八

貯

木

場

府
報

第
三
千
三
百
十
八
號

大
正
十
三
年
八
月
二
十
七
日

告
示
第
百
十
二
號

左
ノ
通
停
車
場
ヲ
新
設
シ
大
正
十
三
年
九
月
一
日
ヨ
リ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開
始

ス
大
正
十
三
年
八
月
二
十
七
日

臺
灣
総
督

内
田

嘉
吉

停
車
場
名

哩

程

所

在

地

哩

分

新

武

呂

自
里
壠

四
・
〇

臺
東
廳
里
壠
區
里
壠
字
高
斐
寮

池

上

自
新
武
呂

三
・
八

臺
東
廳
新
開
園
區
池
上
村

府
報

第
三
千
三
百
三
十
四
號

大
正
十
三
年
九
月
十
六
日

○
彙
報

○
運

輸

○
明
治
製
糖
會
社
鐵
道
一
部
運
輸
營
業
中
止
期
限
伸
長

明
治
製
糖
株
式
會
社

南
投
工
場
所
屬
鐵
道
會
社
前
、
南
投
間
運
輸
營
業
中
止
期
限
ヲ
大
正
十
四
年
八

月
九
日
迄
伸
長
ノ
件
大
正
十
三
年
九
月
十
二
日
附
許
可
セ
リ

府
報

第
三
千
三
百
四
十
一
號

大
正
十
三
年
九
月
二
十
五
日

○
彙
報

○
運

輸

○
帝
國
製
糖
株
式
會
社
一
部
運
輸
營
業
開
始

帝
國
製
糖
會
社
鐵
道
軍
功
寮
、

聚
興
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
大
正
十
三
年
九
月
十
九
日
附
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程

左
ノ
通

臺

中

一
・
二

二
・
六

三
・
八

四
・
六

六
・
五

七
・
一

早

溪

一
・
四

二
・
六

三
・
四

五
・
三

五
・
九

分

岐

點

番

子

路

一
・
二

二
・
〇

三
・
九

四
・
五



水

景

頭

〇
・
八

二
・
七

三
・
三

軍

功

寮

一
・
九

二
・
五

公

館

〇
・
八

聚

興

府
報

第
三
千
三
百
八
十
三
號

大
正
十
三
年
十
一
月
二
十
日

告
示
第
百
三
十
一
號

大
正
十
三
年
十
二
月
一
日
ヨ
リ
左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ
開

始
ス大

正
十
三
年
十
一
月
二
十
日

臺
灣
総
督

伊
澤
多
喜
男

哩
程

所
在
地

停
車
場
名

自
雙
溪

自
大
里

哩

分

哩

分

貢
寮
庄

三
・
三

七
・
五

臺
北
州
基
隆
郡
貢
藔
庄
貢
寮

澳
底

五
・
七

五
・
一

臺
北
州
基
隆
郡
貢
寮
庄
寮
洋

府
報

第
三
千
三
百
八
十
三
號

大
正
十
三
年
十
一
月
二
十
日

告
示
第
百
三
十
二
號

大
正
十
二
年
告
示
第
百
六
十
七
號
ノ
停
車
場
名
中
左
ノ
通
改
定
シ
大
正
十
三
年

十
二
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

大
正
十
三
年
十
一
月
二
十
日

臺
灣
総
督

伊
澤
多
喜
男

「
雙
溪
」
ヲ
「
頂
雙
溪
」
ニ
改
ム

府
報

第
三
千
三
百
八
十
三
號

大
正
十
三
年
十
一
月
二
十
日

○
彙
報

○
運

輸

○
私
設
鐵
道
停
車
場
設
置

臺
中
輕
鐵
株
式
會
社
豐
原
土
牛
間
鐵
道
ニ
梅
子
樹

停
車
場
設
置
ノ
件
認
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

哩

哩

哩

豐

原

五
・
二

六
・
一

七
・
三

社

寮

角

〇
・
九

二
・
一

梅
子
樹
脚

一
・
二

土

牛

府
報

第
三
千
四
百
一
號

大
正
十
三
年
十
二
月
十
三
日

告
示
第
百
四
十
號



左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
大
正
十
三
年
十
二
月
十
五
日
ヨ
リ
鐵
道
運
輸
營
業
ヲ

開
始
ス

大
正
十
三
年
十
二
月
十
三
日

臺
灣
総
督

伊
澤
多
喜
男

停
車
場
名

哩
程

所
在
地

哩

分

頭
人
埔

自
大
庄

三
・
七

花
蓮
港
廳
大
庄
區
頭
人
埔

臺
灣
總
督
府
府
報
號
外

大
正
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日

訓
令
百
三
合

交

通

局

臺
灣
總
督
府
交
通
局
樹
務
分
掌
規
程
左
ノ
通
相
定
務

大
正
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日

臺
灣
総
督

伊
澤
多
喜
男

臺
灣
總
督
府
交
通
局
事
務
分
掌
規
程

（
規
程
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
三
千
四
百
三
十
九
號

大
正
十
四
年
二
月
三
日

訓
令
第
十
條

交

通

局

交
通
局
ノ
信
號
場
、
保
線
區
、
機
關
庫
、
檢
車
所
、
派
出
所
、
詰
所
及
之
二
類

似
ス
ル
モ
ノ
ノ
設
置
又
ハ
廢
止
ハ
交
通
局
總
長
之
ヲ
行
フ

大
正
十
四
年
二
月
三
日

臺
灣
総
督

伊
澤
多
喜
男

府
報

第
三
千
五
百
六
十
三
號

大
正
十
四
年
七
月
八
日

○
彙
報

○
運

輸

○
東
洋
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
嘉
義
線
營
業
哩
程
一
部
変
更

東
洋
製
糖
株
式
會

社
鐵
道
嘉
義
線
一
部
変
更
ニ
伴
ヒ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通
變
更
セ
リ

嘉

義
哩

分

〇
・
九

北
社
尾

四
・
一

三
・
二
牛
斗
山

五
・
八

四
・
九

一
・
七
萊
公
厝

八
・
二

七
・
三

四
・
一

二
・
四
新

巷

九
・
九

九
・
〇

五
・
八

四
・
一

一
・
七
板
頭
厝

一
一
・
六
一
〇
・
七

七
・
五

五
・
八

三
・
四

一
・
七
北

港

一
五
・
一
一
四
・
二
一
一
・
〇

九
・
三

六
・
九

五
・
二

三
・
五
水

林

一
六
・
四
一
五
・
五
一
二
・
三
一
〇
・
六

八
・
二

六
・
五

四
・
八

一
・
三
萬

興

一
八
・
六
一
七
・
七
一
四
・
五
一
二
・
八
一
〇
・
四

八
・
七

七
・
〇

三
・
五

二
・
二
蔡

厝



一
九･

六
一
八
・
七
一
五
・
五
一
三
・
八
一
一
・
四

九
・
七

八
・
〇

四
・
五

三
・
二

一
・
〇
烏
蔴
園

府
報

第
三
千
六
百
四
十
號

大
正
十
四
年
十
月
二
十
一
日

○
訓
令

訓
令
第
七
十
五
號

交

通

局

明
治
四
十
一
年
律
令
第
二
十
號
臺
灣
私
設
鐵
道
規
則
第
一
條
及
第
二
條
中
專
用

鐵
道
ノ
敷
設
竝
運
輸
開
始
許
可
ハ
交
通
局
總
長
ニ
於
テ
關
係
部
局
長
ニ
合
議
ノ

上
之
ヲ
施
行
ス
ヘ
シ

大
正
十
四
年
十
月
二
十
一
日

臺
灣
總
督

伊
澤
多
喜
男

府
報

第
三
千
六
百
七
十
四
號

大
正
十
四
年
十
二
月
三
日

府
令
第
七
十
三
號

明
治
四
十
一
年
府
令
第
七
十
四
號
臺
灣
私
設
鐵
道
營
業
規
則
中
左
ノ
通
改
定
ス

大
正
十
四
年
十
二
月
三
日

臺
灣
総
督

伊
澤

多
喜
男

（
改
正
規
定
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
三
千
六
百
九
十
一
號

大
正
十
四
年
十
二
月
二
十
三
日

府
令
第
八
十
四
號

明
治
四
十
一
年
十
二
月
府
令
七
十
三
號
臺
灣
私
設
鐵
道
規
則
施
行
細
則
左
ノ
通

改
定
ス

大
正
十
四
年
十
二
月
二
十
三
日

臺
灣
総
督

伊
澤
多
喜
男

（
改
正
規
則
細
則
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
三
千
七
百
二
十
六
號

大
正
十
五
年
二
月
十
日

○
彙
報

○
運

輸

○
大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
營
業
哩
程
改
正

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道

斗
南
停
車
塲
位
置
移
轉
竝
西
螺
線
一
部
変
更
ノ
結
果
營
業
哩
程
左
記
ノ
通
改
正

セ
リ

斗

南

二
・
二

四
・
五

七
・
二

八
・
六

一
一
・
五

一
三
・
二

一
四
・
七

一
五
・
四

大

東

二
・
三

五
・
〇

六
・
四

九
・
三

一
一
・
〇

一
二
・
五

一
三
・
二

虎

尾

二
・
七

四
・
一

七
・
〇

一
〇
・
二

一
〇
・
九

一
四
・
一

大

屯

一
・
四

四
・
三

六
・
〇

七
・
五

八
・
二

土

庫

二
・
九

四
・
六

六
・
一

六
・
八

奮

起

一
・
七

三
・
二

三
・
九

子

茂

一
・
五

二
・
二



元

長

〇
・
七

龍

岩

斗

南

一
八
・
六

二
〇
・
四

六
・
七

九
・
三

一
〇
・
九

一
四
・
四

大

東

一
六
・
四

一
八
・
二

四
・
五

七
・
一

八
・
七

一
二
・
二

虎

尾

一
四
・
一

一
五
・
九

二
・
二

四
・
八

六
・
九

九
・
九

大

屯

一
一
・
四

一
三
・
二

四
・
九

七
・
五

九
・
一

一
二
・
六

土

庫

一
〇
・
〇

一
一
・
八

六
・
三

八
・
九

一
〇
・
五

一
四
・
〇

奮

起

七
・
一

八
・
九

九
・
二

一
一
・
八

一
三
・
四

一
六
・
九

子

茂

五
・
四

七
・
二

一
〇
・
九

一
三
・
五

一
五
・
一

一
八
・
六

元

長

三
・
九

五
・
七

一
二
・
四

一
五
・
〇

一
六
・
六

二
〇
・
一

龍

岩

三
・
二

五
・
〇

一
三
・
一

一
五
・
七

一
七
・
三

二
〇
・
八

新

街

一
・
八

一
六
・
三

一
八
・
九

二
〇
・
五

二
四
・
〇

北

港

一
八
・
一

二
〇
・
七

二
二
・
三

二
五
・
八

埒

内

二
・
六

四
・
二

七
・
七

田

尾

一
・
六

五
・
一

二

崙

三
・
五

西

螺

府
報

第
二
千
七
百
六
十
九
號

大
正
十
五
年
四
月
二
日

○
彙
報

○
運

輸

○
明
治
製
糖
會
社
鐵
道
南
投
線
營
業
廢
止

明
治
製
糖
株
式
會
社
南
投
工
場
所

屬
鐵
道
會
社
前
、
南
投
間
運
輸
營
業
廢
止
ノ
件
大
正
十
五
年
三
月
三
十
一
日
許

可
サ
レ
タ
リ

府
報

第
三
千
九
百
五
十
二
號

大
正
十
五
年
十
二
月
一
日

○
彙
報

○
運

輸

○
帝
國
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
運
輸
開
始
許
可

帝
國
製
糖
株
式
会
社
新
竹
、
波

羅
文
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
大
正
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日
附
許
可
セ
リ
其
ノ



哩
程
左
ノ
通

新

竹

二
・
四

三
・
二

四
・
一

四
・
七

八
・
〇

九
・
二

一
〇
・
一

一
一
・
五

溪

州

〇
・
八

一
・
七

二
・
三

五
・
六

六
・
七

七
・
七

九
・
一

麻

岡

〇
・
九

一
・
五

四
・
八

五
・
九

六
・
九

八
・
三

白

地

粉

〇
・
六

三
・
九

五
・
〇

六
・
〇

七
・
四

猫

兒

錠

三
・
二

四
・
四

五
・
四

六
・
八

坑

子

口

一
・
一

二
・
一

三
・
五

新

庄

子

一
・
〇

二
・
四

中

崙

一
・
四

波

羅

紋

府
報

第
四
十
四
號

昭
和
二
年
二
月
二
十
六
日

○
彙
報

○
運

輸

○
林
本
源
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
譲
渡

林
本
源
製
糖
株
式
會
社
經
營
鐵
道
及
附

屬
物
件
ヲ
鹽
水
港
製
糖
株
式
會
社
ニ
譲
渡
ノ
件
昭
和
二
年
二
月
二
十
一
日
付
許

可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左
ノ
通

田

中

二
・
二

三
・
二

五
・
〇

六
・
二

八
・
七

一
一
・
一

一
五
・
五

一
六
・
四

一
六
・
四

一
八
・
二

外
三
塊
厝

一
・
〇

二
・
八

四
・
〇

六
・
五

八
・
九

一
一
・
〇

一
三
・
三

一
四
・
二

一
六
・
〇

鎭

平

一
・
八

三
・
〇

五
・
五

七
・
九

一
〇
・
〇

一
二
・
三

一
三
・
二

一
五
・
〇

田

尾

一
・
二

三
・
七

六
・
一

八
・
二

一
〇
・
五

一
一
・
四

一
三
・
二

北

斗

二
・
五

四
・
九

七
・
〇

九
・
三

一
〇
・
二

一
二
・
〇

溪

洲

二
・
四

四
・
五

六
・
八

七
・
七

九
・
五

路
口
厝

二
・
一

四
・
四

五
・
三

七
・
一

竹

塘

二
・
三

三
・
二

五
・
〇

外
蘆
竹
塘

〇
・
九

二
・
七

番
仔
田

一
・
八

二

林



府
報

第
六
十
八
號

昭
和
二
年
四
月
一
日

○
彙
報

○
運

輸

○
臺
中
輕
鐵
株
式
會
社
鐵
道
停
車
場
名
稱
變
更

臺
中
輕
鐵
株
式
會
社
豐
原
、
土
牛
間
鐵

道
停
車
場
名
稱
中
朴
子
口
ヲ
朴
子
ニ
、
梅
子
樹
脚
ヲ
梅
子
ニ
何
レ
モ
四
月
一
日
ヨ
リ
名
稱

變
更
ノ
旨
屆
出
ア
リ

府
報

第
七
十
九
號

昭
和
二
年
四
月
十
四
日

○
彙
報

○
運

輸

○
東
洋
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
停
車
場
設
置

東
洋
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
大
甲
線
ニ
口
庄
停

車
場
ヲ
新
設
セ
リ
各
驛
間
ノ
哩
程
左
ノ
通

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

後

里

〇
・
九

三
・
二

四
・
二

五
・
六

七
・
六

八
・
四

九
・
七

一
〇
・
七

一
二
・
六

發
電
所

二
・
三

三
・
三

四
・
七

六
・
七

七
・
五

八
・
八

九
・
八

一
一
・
七

月

眉

一
・
〇

二
・
四

四
・
四

五
・
二

六
・
五

七
・
五

九
・
四

四
塊
厝

一
・
四

三
・
四

四
・
二

五
・
五

六
・
五

八
・
四

口

庄

二
・
〇

二
・
八

四
・
一

五
・
一

七
・
〇

磁



〇
・
八

二
・
一

三
・
一

五
・
〇

六

份

一
・
三

二
・
三

四
・
二

馬
鳴
埔

一
・
〇

二
・
九

大
甲
東

一
・
九

大

甲

府
報

第
八
十
六
號

昭
和
二
年
四
月
二
十
二
日

○
彙
報

○
運

輸

○
帝
國
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
停
車
塲
設
置

帝
國
製
糖
株
式
会
社
鐵
道
湖
口
線

ニ
山
脚
停
車
塲
ヲ
千
節
セ
リ
各
驛
間
ノ
哩
程
左
ノ
通

新

竹
二
・
四

三
・
二

四
・
一

四
・
七

五
・
九

八
・
〇

九
・
二

一
〇
・
一

一
一
・
五

溪

州

〇
・
八

一
・
七

二
・
三

三
・
五

五
・
六

六
・
七

七
・
七

九
・
一

麻

岡

〇
・
九

一
・
五

二
・
七

四
・
八

五
・
九

六
・
九

八
・
三



白
地
粉

〇
・
六

一
・
八

三
・
九

五
・
〇

六
・
〇

七
・
四

猫
兒
錠

一
・
三

三
・
二

四
・
四

五
・
四

六
・
八

山

脚

二
・
一

三
・
二

四
・
三

五
・
六

坑
子
口

一
・
一

二
・
一

三
・
五

新
庄
子

一
・
〇

二
・
四

中

崙

一
・
四

波
羅
紋

府
報

第
百
十
九
號

昭
和
二
年
六
月
二
日

○
彙
報

○
運

輸

○
帝
國
製
糖
會
社
鐵
道
運
輸
營
業
開
始

帝
國
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
溪
州
、
下

山
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
昭
和
二
年
五
月
三
十
日
附
許
可
セ
リ
但
シ
當
分
ノ
内

貨
物
ノ
ミ
取
扱
ヒ
旅
客
ノ
取
扱
ヲ
爲
サ
ス
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

溪

州

一
・
一

二
・
〇

三
・
〇

四
・
三

五
・
七

六
・
八

新

社

〇
・
九

一
・
九

三
・
二

四
・
六

五
・
七

紅

毛

一
・
〇

二
・
三

三
・
七

四
・
八

斗

崙

一
・
三

二
・
七

三
・
八

東

海

一
・
四

二
・
五

隘

口

一
・
一

下

山

府
報

第
百
二
十
號

昭
和
二
年
六
月
三
日

告
示
第
六
十
七
號

昭
和
二
年
六
月
十
日
ヨ
リ
阿
里
山
鐵
道
沼
ノ
平
、
眠
月
間
ニ
於
テ
一
般
貨
物
ノ

不
定
時
運
送
取
扱
ヲ
開
始
ス
其
ノ
區
間
及
哩
程
左
ノ
如
シ

昭
和
二
年
六
月
三
日

臺
灣
總
督

上
山
満
之
進

沼
ノ
平

間

二
哩
七
分

塔

山

塔

山
間

一
哩
五
分

眠

月



府
報

第
百
二
十
四
號

昭
和
二
年
六
月
八
日

○
彙
報

○
運

輸

○
大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
運
輸
營
業
開
始

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道

田
尾
、
沙
崙
間
及
崙
背
、
施
厝
間
竝
大
屯
、
五
塊
厝
間
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
昭

和
二
年
六
月
六
日
附
許
可
セ
リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

田

尾

三
・
五

七
・
一

八
・
七

一
〇
・
〇

崙

背

三
・
六

五
・
二

六
・
五

大

有

一
・
六

二
・
九

興
化
厝

一
・
三

沙

崙

崙

背

三
・
八

五
・
六

猫
兒
干

一
・
八

施

厝

大

屯

三
・
六

七
・
七

一
〇
・
〇

一
二
・
一

馬
公
厝

四
・
一

六
・
四

八
・
五

埔
美
崙

二
・
三

四
・
四

東
勢
厝

二
・
一

五
塊
寮

府
報

第
百
六
十
三
號

昭
和
二
年
七
月
十
六
日

○
彙
報

○
運

輸

○
臺
中
輕
鐵
株
式
會
社
鐵
道
停
車
場
設
置

臺
中
輕
鐵
株
式
會
社
鐵
道
豐
原
、

土
牛
間
ニ
埤
頭
停
車
場
新
設
ノ
件
七
月
九
日
附
認
可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左
ノ

通豐

原

一
、
〇

二
、
二

三
、
二

四
、
二

五
、
二

六
、
二

七
、
三

翁

子

一
、
二

二
、
二

三
、
二

四
、
二

五
、
一

六
、
三

朴

子

一
、
〇

二
、
〇

三
、
〇

三
、
九

五
、
一



埤

頭

一
、
〇

二
、
〇

一
、
九

四
、
一

石

岡

一
、
〇

一
、
九

三
、
一

社
寮
角

〇
、
九

二
、
一

梅

子

一
、
二

土

牛

府
報

第
百
七
十
五
號

昭
和
二
年
八
月
十
六
日

○
彙
報

○
運

輸

○
大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
停
車
塲
設
置

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
永

定
厝
及
五
塊
厝
停
車
塲
新
設
ノ
件
八
月
十
二
日
附
認
可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左

ノ
通

虎

尾

二
・
二

四
・
八

六
・
四

七
・
七

九
・
九

埒

内

二
・
六

四
・
二

五
・
五

七
・
七

五
塊
厝

二
・
二

四
・
八

田

尾

一
・
六

二
・
九

五
・
一

猫
兒
干

二
・
六

二

崙

一
・
三

三
・
五

施

厝

永
定
厝

二
・
二

西

螺

田

尾

〇
・
一

三
・
五

五
・
五

七
・
一

八
・
七

一
〇
・
〇

分
敲
點

三
・
四

五
・
四

七
・
〇

八
・
六

九
・
九

崙

背

二
・
〇

三
・
六

五
・
二

六
・
五

五
塊
厝

一
・
六

三
・
二

四
・
五

大

有

一
・
六

二
・
九

興
化
厝

一
・
三

沙

崙

府
報

第
二
百
五
十
七
號

昭
和
二
年
十
二
月
三
日



○
彙
報

○
運

輸

○
東
洋
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
譲
渡

東
洋
製
糖
株
式
會
社
經
營
鐵
道
及
附
屬
物

件
ヲ
大
日
本
製
糖
株
式
會
社
ニ
譲
渡
ノ
件
昭
和
二
年
十
一
月
二
十
五
日
附
許
可

セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左
ノ
通

嘉
義
、
烏
麻
園
間
鐵
道

哩

嘉

義

〇
・
九

四
・
一

五
・
八

八
・
二

九
・
九
一
一
・
六
一
五
・
一
一
六
・
四
一
八
・
六
一
九
・
六

北
社
尾

三
・
二

四
・
九

七
・
三

九
・
〇
一
〇
・
七
一
四
・
二
一
五
・
五
一
七
・
七
一
八
・
七

牛
斗
山

一
・
七

四
・
一

五
・
八

七
・
五
一
一
・
七
一
二
・
三
一
四
・
五
一
五
・
五

萊
公
厝

二
・
四

四
・
一

五
・
八

九
・
三
一
〇
・
六
一
二
・
八
一
三
・
八

新

巷

一
・
七

三
・
四

六
・
九

八
・
二
一
〇
・
四
一
一
・
四

板
頭
厝

一
・
七

五
・
二

六
・
五

八
・
七

九
・
七

北

港

三
・
五

四
・
八

七
・
〇

八
・
〇

水

林

一
・
三

三
・
五

四
・
五

萬

興

二
・
二

三
・
二

蔡

厝

一
・
〇

烏
麻
園

斗
六
、
崁
頭
厝
間
鐵
道

哩

斗

六

二
・
五

五
・
〇

六
・
四

七
・
六

大

崙

二
・
五

三
・
九

五
・
一

湳

子

一
・
四

四
・
一

古

坑

一
・
二

崁
頭
厝

哩

后

里

〇
・
九

三
・
二

四
・
二

五
・
六

七
・
六

八
・
四

九
・
七

一
〇
・
七

一
二
・
六

發
電
所

二
・
三

三
・
三

四
・
七

六
・
七

七
・
五

八
・
八

九
・
八

一
一
・
七

月

眉

一
・
〇

二
・
四

四
・
四

五
・
二

六
・
五

七
・
五

九
・
四



四
塊
厝

一
・
四

三
・
四

四
・
二

五
・
五

六
・
五

八
・
四

口

庄

二
・
〇

二
・
八

四
・
一

五
・
一

七
・
〇

磁



〇
・
八

二
・
一

三
・
一

五
・
〇

六

分

一
・
三

二
・
三

四
・
二

馬
鳴
埔

一
・
〇

二
・
九

大
甲
東

一
・
九

大

甲

府
報

第
二
百
七
十
五
號

昭
和
二
年
十
二
月
二
十
七
日

○
彙
報

○
運

輸

○
鹽
水
港
衛
陶
株
式
會
社
鐵
道
營
業
哩
程
變
更

鹽
水
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道

新
營
、
布
袋
間
線
路
變
更
竝
改
側
ノ
結
果
營
業
哩
程
左
ノ
通
變
更
セ
リ

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

新

營

〇
・
四

三
・
四

五
・
三

六
・
〇

七
・
二

九
・
五

一
二
・
〇

一
三
・
四

工
場
前

三
・
〇

四
・
九

五
・
六

六
・
八

九
・
一

一
一
・
六

一
三
・
〇

太
子
宮

一
・
九

二
・
六

三
・
八

六
・
一

八
・
六

一
〇
・
〇

鹽

水

〇
・
七

一
・
九

四
・
二

六
・
七

八
・
一

岸

内

一
・
二

三
・
五

六
・
〇

七
・
四

義

竹

二
・
三

四
・
八

六
・
二

安
溪
寮

二
・
五

三
・
九

前
東
港

一
・
四

布

袋

府
報

第
二
百
七
十
五
號

昭
和
二
年
十
二
月
二
十
七
日

○
彙
報

○
運

輸

○
鹽
水
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
譲
渡

鹽
水
港
製
糖
株
式
會
社
經
營
九
曲
堂
、

竹
頭
角
間
鐵
道
及
其
ノ
附
屬
ノ
件
ヲ
臺
灣
製
糖
株
式
會
社
ニ
譲
渡
ノ
件
昭
和
二

年
十
二
月
二
十
四
日
附
許
可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左
ノ
通



哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

九
曲
堂

三
・
九

六
・
五

九
・
七
一
四
・
六
一
七
・
九
一
八
・
六
二
〇
・
四
二
一
・
三
二
二
・
七
二
四
・
七

大
樹
林

二
・
六

五
・
八
一
〇
・
七
一
四
・
〇
一
四
・
七
一
六
・
七
一
七･

四
一
八
・
八
二
〇
・
八

溪

埔

三
・
二

八
・
一
一
一
・
四
一
二
・
一
一
三
・
九
一
四
・
八
一
六
・
二
一
八
・
二

嶺

口

四
・
九

八
・
二

八
・
九
一
〇
・
七
一
一
・
六
一
三
・
〇
一
五
・
〇

溪

洲

三
・
三

四
・
〇

五
・
八

六
・
七

八
・
一
一
〇
・
一

蕃
薯
藔

〇
・
七

二
・
五

三
・
四

四
・
八

六
・
八

旗

尾

一
・
八

二
・
七

四
・
一

六
・
一

中

坛

〇
・
九

二
・
三

四
・
三

牛

埔

一
・
四

三
・
四

美

濃

二
・
〇

竹
頭
角

府
報

第
二
百
七
十
七
號

昭
和
二
年
十
二
月
二
十
九
日

○
彙
報

○
運

輸

○
抵
抗
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
貨
物
營
業
線
ニ
變
更

帝
國
製
糖
株
式
會
社
営
業

線
道
聚
興
線
ヲ
貨
物
營
業
線
ニ
變
更
ノ
件
十
二
月
二
十
七
日
附
許
可
セ
ラ
レ
タ

リ
其
ノ
哩
程
左
ノ
通

早

溪

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

一
・
四

二
・
六

三
・
四

五
・
三

五
・
九

分
岐
點

番
子
路

一
・
二

二
・
〇

三
・
九

四
・
五

水
景
頭

〇
・
八

二
・
七

三
・
三

軍
功
寮

一
・
九

二
・
五

公

館

〇
・
八

聚

興

府
報

第
二
百
九
十
二
號

昭
和
三
年
一
月
二
十
五
日

○
彙
報

○
運

輸



○
大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
停
車
塲
位
置
変
更

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵

道
北
港
線
連
絡
線
路
竣
功
ニ
伴
ヒ
停
車
塲
位
置
異
動
ノ
結
果
營
業
哩
程
左
記
ノ

通
變
更
セ
リ

斗

南

二
・
二

四
・
五

七
・
二

八
・
九

一
一
・
五

一
三
・
二

一
四
・
八

一
六
・
五

大

東

二
・
三

五
・
〇

六
・
七

九
・
三

一
一
・
〇

一
二
・
六

一
四
・
三

虎

尾

二
・
七

四
・
四

七
・
〇

八
・
七

一
〇
・
三

一
二
・
〇

大

屯

一
・
七

四
・
三

六
・
〇

七
・
六

九
・
三

土

庫

二
・
九

四
・
三

六
・
〇

七
・
六

奮

起

一
・
七

三
・
三

五
・
〇

子

茂

一
・
六

三
・
三

元

長

一
・
七

龍

岩

斗

南

一
八
・
六

二
〇
・
五

大

東

一
六
・
四

一
八
・
三

虎

尾

一
四
・
一

一
六
・
〇

大

屯

一
一
・
四

一
三
・
三

土

庫

一
〇
・
〇

一
一
・
九

奮

起

七
・
一

九
・
〇

子

茂

五
・
四

七
・
三

元

長

三
・
九

五
・
七

龍

岩

三
・
八

四
・
〇

新

街

一
・
九

北

港

府
報

第
二
百
九
十
四
號

昭
和
三
年
一
月
二
十
七
日

○
彙
報

○
運

輸



○
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
停
車
塲
移
轉

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
朴
子
線

水
虞
厝
及
小
槺
榔
停
車
塲
移
轉
竝
線
路
一
部
変
更
ニ
伴
ヒ
營
業
哩
程
左
ノ
通
變

更
セ
リ

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

嘉

義

一
・
八

三
・
八

五
・
一

七
・
〇

八
・
一

九
・
七

一
〇
・
八

一
三
・
三

一
五
・
四

大
溪
厝

二
・
〇

三
・
三

五
・
二

六
・
三

七
・
九

九
・
〇

一
一
・
五

一
三
・
六

水

厝

一
・
三

三
・
二

四
・
三

五
・
九

七
・
〇

九
・
五

一
一
・
六

過

溝

一
・
九

三
・
〇

四
・
六

五
・
七

八
・
二

一
〇
・
三

溪

南

一
・
一

二
・
七

三
・
八

六
・
三

八
・
四

田

尾

一
・
六

二
・
七

五
・
二

七
・
三

蒜

頭

一
・
一

三
・
六

五
・
七

小
槺
榔

二
・
三

四
・
六

朴

子

三
・
一

港

墘

府
報

第
二
百
九
十
五
號

昭
和
三
年
一
月
二
十
八
日

○
彙
報○

運

輸

○
臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
停
車
塲
新
設

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
里
港
線
ニ
停

車
塲
新
設
ノ
件
一
月
二
十
六
日
附
認
可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左
ノ
通

屛

東

〇
・
六

二
・
三

三
・
三

四
・
八

五
・
九

六
・
八

八
・
四

九
・
七

工

場

一
・
七

二
・
七

四
・
二

五
・
三

六
・
二

七
・
八

九
・
一

北
勢
頭

一
・
〇

二
・
五

三
・
六

四
・
五

六
・
一

七
・
四

崇

蘭

一
・
五

二
・
六

二
・
五

五
・
一

六
・
四

下
冷
水
坑

一
・
一

二
・
〇

三
・
六

四
・
九

九

塊

〇
・
九

二
・
五

三
・
八

大
邱
園

一
・
六

二
・
九

塔

樓

一
・
三

里

港



府
報

第
四
百
四
號

昭
和
三
年
六
月
十
四
日

○
彙
集

○
運

輸

○
鹽
水
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
停
車
塲
新
設

盬
水
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
布

袋
線
ニ
南
門
停
車
塲
新
設
ノ
六
月
十
二
日
附
認
可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左
ノ
通

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

新

營

〇
・
四

三
・
四

四
・
六

五
・
三

六
・
〇

七
・
一

九
・
四

一
一
・
九

一
三
・
四

工
場
前

三
・
〇

四
・
二

四
・
九

五
・
六

六
・
七

九
・
一

一
一
・
六

一
三
・
〇

太
子
宮

一
・
三

一
・
九

二
・
六

三
・
八

六
・
一

八
・
六

一
〇
・
〇

南

門

〇
・
七

一
・
四

二
・
六

四
・
九

七
・
四

八
・
八

鹽

水

〇
・
七

一
・
九

四
・
二

六
・
七

八
・
一

岸

内

一
・
二

三
・
五

六
・
〇

七
・
四

義

竹

二
・
三

四
・
八

六
・
二

安
溪
寮

二
・
五

三
・
九

前
東
港

一
・
四

布

袋

府
報

第
四
百
十
九
號

昭
和
三
年
七
月
三
日

○
彙
報

○
運

輸

○
私
設
鐵
道
自
動
客
車
專
用
停
車
場
新
設

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
旗
尾
線

ニ
自
動
客
車
專
用
停
車
場
新
設
ノ
件
六
月
三
十
日
附
認
可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程

左
ノ
通

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

九
曲
堂

二
・
五

三
・
九

六
・
五

九
・
七

一
二
・
二

一
四
・
六

一
五
・
八

一
七
・
九

○
龍
目

一
・
四

四
・
〇

七
・
二

九
・
七

一
二
・
一

一
三
・
三

一
五
・
四

大

樹

二
・
六

五
・
八

八
・
三

一
〇
・
七

一
一
・
九

一
四
・
〇

溪

埔

三
・
二

五
・
七

八
・
一

九
・
三

一
一
・
四

嶺

口

二
・
五

四
・
九

六
・
一

八
・
二

○
和
尚

二
・
四

三
・
六

五
・
七

溪

州

一
・
二

三
・
三



○
武
鹿

二
・
一

旗

山

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

九
曲
堂
一
八
・
六

二
〇
・
四

二
一
・
三

二
二
・
七

二
四
・
七

○
龍
目
一
六
・
一

一
七
・
九

一
八
・
八

二
〇
・
二

二
二
・
二

大

樹
一
四
・
七

一
六
・
五

一
七
・
四

一
八
・
八

二
〇
・
八

溪

埔
一
二
・
一

一
三
・
九

一
四
・
八

一
六
・
二

一
六
・
〇

嶺

口

八
・
九

一
〇
・
七

一
一
・
六

一
三
・
〇

一
五
・
〇

○
和
尚

六
・
四

八
・
二

九
・
一

一
〇
・
五

一
二
・
五

溪

州

四
・
〇

五
・
八

六
・
七

八
・
一

一
〇
・
一

○
武
鹿

二
・
八

四
・
六

五
・
五

六
・
九

八
・
九

旗

山

〇
・
七

二
・
五

三
・
四

四
・
八

六
・
八

旗

尾

一
・
八

二
・
七

四
・
一

六
・
一

中

坛

〇
・
九

二
・
三

四
・
三

牛

埔

一
・
四

三
・
四

○
印
新
設
停
車
場

美

濃

二
・
〇

竹
頭
角

府
報

第
四
百
三
十
七
號

昭
和
三
年
七
月
二
十
七
日

○
彙
報

○
運

輸

○
私
設
鐵
道
運
輸
營
業
開
始

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
苑
裡
線
ノ
一
部
及

松
子
脚
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
七
月
二
十
五
日
附
許
可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左

ノ
通

哩

分

哩

分

哩

分

大

甲

〇
・
九

一
・
六

二
・
六

南

門

〇
・
七

一
・
七

橫

圳

一
・
〇

松

子

脚



府
報

第
四
百
九
十
三
號

昭
和
三
年
十
月
六
日

○
彙
報

○
運

輸

◎
私
設
鐵
道
停
車
場
新
設

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
旗
尾
線
龍
目
自
動
客
車

專
用
停
車
場
ヲ
停
車
場
ニ
變
更
竝
自
動
客
車
專
用
停
車
場
新
設
ノ
件
十
月
四
日

認
可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左
ノ
通

九
曲
堂

一
・
二

二
・
五

二
・
九

五
・
四

六
・
五

七
・
八

九
・
七

一
二
・
二

公

館

一
・
三

二
・
七

四
・
二

五
・
三

六
・
六

八
・
五

一
一
・
〇

龍

目

一
・
四

二
・
九

四
・
〇

五
・
三

七
・
二

九
・
七

大

樹

一
・
五

二
・
六

三
・
九

五
・
八

八
・
三

○

洲

子

一
・
一

二
・
四

四
・
三

六
・
八

溪

埔

一
・
三

三
・
二

五
・
七

○

麻

竹

一
・
九

四
・
四

嶺

口

二
・
五

和

尚

九
曲
堂
一
二
・
九

一
四
・
六

一
五
・
二

一
五
・
八

一
六
・
八

一
七
・
九

一
七
・
九

二
〇
・
四

公

館
一
二
・
七

一
二
・
七

一
四
・
一

一
四
・
六

一
五
・
六

一
六
・
七

一
六
・
七

一
九
・
二

龍

目
一
一
・
四

一
一
・
四

一
二
・
八

一
三
・
三

一
四
・
三

一
五
・
四

一
五
・
四

一
七
・
九

大

樹
一
〇
・
〇

一
〇
・
七

一
一
・
四

一
一
・
九

一
二
・
九

一
四
・
〇

一
四
・
七

一
六
・
五

洲

子

八
・
五

九
・
二

九
・
九

一
〇
・
四

一
一
・
四

一
二
・
五

一
三
・
二

一
五
・
〇

溪

埔

七
・
四

八
・
一

八
・
八

九
・
三

一
〇
・
三

一
一
・
四

一
二
・
一

一
三
・
九

麻

竹

六
・
一

六
・
八

七
・
五

八
・
〇

九
・
〇

一
〇
・
一

一
〇
・
八

一
二
・
六

嶺

口

四
・
二

四
・
九

五
・
六

六
・
一

七
・
一

八
・
二

八
・
九

一
〇
・
七

和

尚

一
・
七

二
・
四

三
・
一

三
・
六

四
・
六

五
・
七

六
・
四

八
・
二

○

大

竹

〇
・
七

一
・
四

一
・
九

二
・
九

四
・
〇

四
・
七

六
・
五

溪

州

〇
・
七

一
・
二

二
・
二

三
・
二

四
・
〇

五
・
八



○

大

山

〇
・
五

一
・
五

二
・
六

三
・
三

五
・
一

武

鹿

一
・
〇

二
・
一

二
・
八

四
・
六

○

北

勢

一
・
〇

一
・
八

三
・
六

旗

山

〇
・
七

二
・
五

旗

尾

一
・
八

中

坛

九
曲
堂
二
一
・
三

二
二
・
七

二
四
・
七

公

館
二
〇
・
一

二
一
・
五

二
三
・
五

龍

目
一
八
・
八

二
〇
・
二

二
二
・
二

大

樹
一
七
・
四

一
八
・
八

二
〇
・
八

洲

子
一
五
・
九

一
七
・
三

一
九
・
三

溪

埔
一
四
・
八

一
六
・
二

一
八
・
二

麻

竹
一
三
・
五

一
四
・
九

一
六
・
九

嶺

口
一
一
・
六

一
三
・
〇

一
五
・
〇

和

尚

九
・
一

一
〇
・
五

一
二
・
五

大

竹

七
・
四

八
・
八

一
〇
・
八

溪

州

六
・
七

八
・
一

一
〇
・
一

大

山

六
・
〇

七
・
四

九
・
四

武

鹿

五
・
五

六
・
九

八
・
九

北

勢

四
・
五

五
・
九

七
・
九

旗

山

三
・
四

四
・
八

六
・
八

旗

尾

二
・
七

四
・
一

六
・
一

中

坛

〇
・
九

二
・
三

四
・
三

牛

埔

一
・
四

三
・
四



美

濃

二
・
〇

○
印
新
設
停
車
場

竹
頭
角

府
報

第
五
百
二
號

昭
和
三
年
十
月
十
六
日

○
彙
報

○
運

輸

○
帝
國
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
停
車
塲
新
設

帝
國
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
中
南
線

ニ
萬
斗
六
停
車
塲
新
設
ノ
件
十
月
十
三
日
附
認
可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左
ノ
通

臺

中

〇
・
四

二
・
二

三
・
六

四
・
六

五
・
一

六
・
〇

七
・
〇

八
・
八

九
・
三

一
〇
・
三

一
二
・
三

市
場
前

一
・
七

三
・
二

四
・
二

四
・
七

五
・
六

六
・
六

八
・
四

八
・
九

九
・
九

一
一
・
九

太

平

一
・
五

二
・
五

三
・
〇

三
・
九

四
・
九

六
・
七

七
・
二

八
・
二

一
〇
・
二

車
籠
埔

一
・
〇

一
・
五

二
・
四

三
・
四

五
・
二

五
・
七

六
・
七

八
・
七

番
仔
藔

〇
・
五

一
・
四

二
・
四

四
・
二

四
・
七

五
・
七

七
・
七

塗

城

〇
・
九

一
・
九

三
・
七

四
・
二

五
・
二

七
・
二

北

溝

一
・
〇

二
・
八

三
・
三

四
・
三

六
・
三

霧

峯

一
・
八

二
・
三

三
・
三

五
・
三

六

股

〇
・
五

一
・
五

三
・
五

万
斗
六

一
・
〇

三
・
〇

舊

社

二
・
〇

新

庄

臺

中
一
三
・
四

一
四
・
四

一
五
・
七

一
六
・
六

一
七
・
二

一
八
・
七

市
場
前
一
三
・
〇

一
四
・
〇

一
五
・
三

一
六
・
二

一
六
・
八

一
八
・
三

太

平
一
一
・
三

一
二
・
三

一
三
・
六

一
四
・
五

一
五
・
一

一
六
・
六

車
籠
埔

九
・
八

一
〇
・
八

一
二
・
一

一
三
・
〇

一
三
・
六

一
五
・
一

番
仔
藔

八
・
八

九
・
八

一
一
・
一

一
二
・
〇

一
二
・
六

一
四
・
一

塗

城

八
・
三

八
・
八

一
〇
・
六

一
一
・
五

一
二
・
一

一
三
・
六

北

溝

七
・
四

八
・
三

九
・
七

一
〇
・
六

一
一
・
二

一
二
・
七



霧

峯

六
・
四

七
・
四

八
・
七

九
・
六

一
〇
・
二

一
一
・
七

六

股

四
・
六

五
・
六

六
・
九

七
・
八

八
・
四

九
・
九

○

萬
斗
六

四
・
一

五
・
一

六
・
四

七
・
三

七
・
九

九
・
四

舊

社

三
・
一

四
・
一

五
・
四

六
・
三

六
・
九

八
・
四

新

庄

一
・
一

二
・
一

三
・
四

四
・
三

四
・
九

六
・
四

草

屯

一
・
〇

二
・
三

三
・
二

三
・
八

五
・
三

林
子
頭

一
・
三

二
・
二

二
・
八

四
・
三

營
盤
口

〇
・
九

一
・
五

三
・
〇

備
考

林

庄

〇
・
六

二
・
一

○
印
ハ
新
設
停
車
塲

半

山

一
・
五

南

投

府
報

第
五
百
二
十
二
號

昭
和
三
年
十
一
月
十
日

○
彙
報

○
運

輸

○
大
日
本
製
糖
株
式
會
社
新
巷
驛
ヲ
新
高
製
糖
株
式
會
社
ト
共
同
使
用
ノ
件

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
嘉
義
線
新
巷
驛
ヲ
新
高
製
糖
株
式
會
社
ト
共
同
使

用
ノ
件
十
一
月
八
日
附
許
可
セ
リ

府
報

第
五
百
六
十
八
號

○
彙
報

○
運

輸

○
私
設
鐵
道
停
車
場
新
設

臺
北
鐵
道
株
式
會
社
鐵
道
古
亭
町
停
車
場
新
設
ノ

件
一
月
十
二
日
附
認
可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左
ノ
通

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

萬

華

一
・
二

一
・
六

二
・
四

二
・
八

三
・
六

四
・
三

五
・
三

六
・
五

蛍

橋

○
・
四

一
・
二

一
・
六

二
・
四

三
・
一

四
・
一

五
・
三

古
亭
町

〇
・
八

一
・
二

二
・
〇

二
・
七

三
・
七

四
・
九

水
源
地

〇
・
四

一
・
二

一
・
九

二
・
九

四
・
一

公

館

〇
・
八

一
・
五

二
・
五

三
・
七

十
五
份

〇
・
七

一
・
七

二
・
九



景

美

一
・
〇

二
・
二

大
坪
林

一
・
二

新

店

府
報

第
六
百
三
十
五
號

昭
和
四
年
四
月
六
日

○
彙
報

○
運

輸

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
運
輸
營
業
開
始
（
詳
細
ハ
原
文
未
参
照
）

府
報

第
六
百
七
十
七
號

昭
和
四
年
五
月
二
十
六
日

○
彙
報

○
運

輸

○
私
設
鐵
道
新
設
營
業
哩
程
變
更

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
后
里
、
大
安

港
間
ニ
山
脚
停
車
場
新
設
ニ
伴
ヒ
六
月
一
日
ヨ
リ
營
業
哩
程
左
ノ
通
變
更
セ
リ

后

里

一
・
一

三
・
三

四
・
三

五
・
八

七
・
七

八
・
五

九
・
九

一
〇
・
八

一
二
・
四

發
電
所

二
・
二

三
・
二

四
・
七

六
・
七

七
・
四

八
・
八

九
・
七

一
一
・
三

月

眉

一
・
〇

二
・
五

四
・
四

五
・
二

六
・
六

七
・
五

九
・
一

四
塊
厝

一
・
五

三
・
四

四
・
二

五
・
六

六
・
五

八
・
一

口

庄

一
・
九

二
・
七

四
・
一

五
・
〇

六
・
六

磁



〇
・
八

二
・
二

三
・
一

四
・
七

六

分

一
・
四

二
・
三

三
・
九

馬
鳴
埔

〇
・
九

二
・
五

大
甲
東

一
・
六

山

脚

后

里
一
三
・
四

一
三
・
三

一
四
・
一

一
五
・
〇

一
五
・
六

一
六
・
六

發
電
所

一
二
・
三

一
二
・
二

一
三
・
〇

一
三
・
九

一
四
・
五

一
五
・
五

月

眉
一
〇
・
一

一
〇
・
〇

一
〇
・
八

一
一
・
七

一
二
・
三

一
三
・
三

四
塊
厝

九
・
一

九
・
〇

九
・
八

一
〇
・
七

一
一
・
三

一
二
・
三

口

庄

七
・
六

七
・
五

八
・
三

九
・
二

九
・
八

一
〇
・
八



磁



五
・
七

五
・
六

六
・
四

七
・
三

七
・
九

八
・
九

六

分

四
・
九

四
・
八

五
・
六

六
・
五

七
・
一

八
・
一

馬
鳴
埔

三
・
五

三
・
四

四
・
二

五
・
一

五
・
七

六
・
七

大
甲
東

二
・
六

二
・
五

三
・
三

四
・
二

四
・
八

五
・
八

山

脚

一
・
〇

〇
・
九

一
・
七

二
・
六

三
・
二

四
・
二

大

甲

〇
・
五

一
・
三

二
・
二

二
・
八

三
・
八

南

門

〇
・
八

一
・
七

二
・
三

三
・
二

橫

圳

〇
・
九

一
・
五

二
・
五

松
子
脚

〇
・
六

一
・
六

脚

路

一
・
〇

大
安
港

府
報

第
七
百
五
十
九
號

昭
和
四
年
九
月
一
日

○
彙
報

○
運

輸

○
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
停
車
塲
設
置

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
番
子
田

線
ニ
新
蔴
荳
停
車
塲
新
設
ノ
件
八
月
二
十
九
日
附
認
可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左

ノ
通

番
子
田

一
・
七

二
・
六

三
・
八

五
・
○

五
・
四

七
・
四

一
○
・
○

一
一
・
九

西

庄

○
・
七

二
・
一

三
・
三

三
・
七

五
・
七

八
・
三

一
○
・
二

峇
子
部

一
・
二

二
・
四

二
・
八

四
・
八

七
・
四

九
・
三

本
社
前

一
・
二

一
・
六

三
・
六

六
・
二

八
・
一

蔴

荳

〇
・
四

二
・
四

五
・
〇

六
・
九

新
蔴
荳

二
・
〇

四
・
六

六
・
五

子
良
廟

二
・
六

四
・
五

佳

里

一
・
九

營

頂



番
子
田

一
四
・
九

一
六
・
七

一
七
・
六

西

庄

一
三
・
二

一
五
・
〇

一
五
・
九

峇
子
部

一
二
・
三

一
四
・
一

一
五
・
〇

本
社
前

一
一
・
一

一
二
・
九

一
三
・
八

蔴

荳

九
・
九

一
一
・
七

一
二
・
六

新
蔴
荳

九
・
五

六
・
一

一
二
・
二

子
良
廟

七
・
五

九
・
三

一
〇
・
二

佳

里

四
・
九

六
・
七

七
・
六

營

頂

三
・
〇

四
・
八

五
・
七

學

甲

一
・
八

二
・
七

中

州

〇
・
九

二
重
港

府
報

第
七
百
八
十
二
號

昭
和
四
年
九
月
二
十
九
日

告
示
第
百
十
五
號

昭
和
四
年
十
月
一
日
ヨ
リ
舊
城
、
高
雄
間
ニ
左
ノ
停
車
場
ヲ
設
置
シ
一
般
貨
物

ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス

昭
和
四
年
九
月
二
十
九
日

臺
灣
総
督

石
塚

英
藏

停

車

場

哩

程

位

置

哩

分

舊
城
田
町
間

二
・
六

田

町

高
雄
州
高
雄
市
田
町

田
町
高
雄
間

一
・
五

府
報

號
外

昭
和
四
年
九
月
三
十
日

告
示
第
百
十
七
號

昭
和
四
年
十
一
月
一
日
ヨ
リ
平
鎭
紅
毛
間
ニ
左
ノ
停
車
場
ヲ
新
設
及
移
轉
シ
運

輸
營
業
ヲ
開
始
ス

昭
和
四
年
九
月
三
十
日

臺
灣
総
督

石
塚

英
藏

停
車
場
名
、
哩
程
竝
ニ
位
置

哩

程

停
車
場
名

位

置

自
平
鎭

自
楊
梅

自
伯
公
岡

自

湖

口

自

山

崎

自

紅

毛



平

鎭

二
・
五

六
・
八

一
〇
・
三

一
四
・
一

一
七
・
二

（
既
設
）

新
竹
州
中
壢
郡

楊

梅

二
・
四

四
・
三

七
・
八

一
一
・
六

一
四
・
七

（
移
轉
）

楊
梅
庄
楊
梅

伯
公
岡

六
・
八

四
・
三

七
・
八

二
・
五

七
・
三

一
〇
・
四

（
新
設
）
同

伯
公
岡

新
竹
州
新
竹
郡

湖

口

一
〇
・
三

七
・
八

三
・
五

三
・
八

六
・
九

（
移
轉
）

湖
口
庄
下
北
勢

山

崎

一
四
・
一

一
一
・
六

七
・
三

三
・
八

三
・
一

（
新
設
）
同

庄
鳳
山
崎

紅

毛

一
七
・
二

一
四
・
七

一
〇
・
四

六
・
九

三
・
一

（
既
設
）

府
報

第
八
百
七
號

昭
和
四
年
十
月
三
十
一
日

○
彙
報○

運

輸

○
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
停
車
塲
新
設

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
朴
子
線

ニ
竹
子
脚
停
車
塲
新
設
ニ
伴
ヒ
營
業
哩
程
ヲ
左
記
ノ
通
變
更
ノ
件
十
月
二
十
九

日
附
認
可
セ
リ

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

哩

分

嘉
義

一
・
八

三
・
二

三
・
八

五
・
一

七
・
〇

八
・
一

九
・
七

一
〇
・
八

一
三
・
三
一
五
・
四

大
溪
厝

一
・
四

二
・
〇

三
・
三

五
・
二

六
・
三

七
・
九

九
・
〇

一
一
・
五
一
三
・
六

○

竹
子
脚

〇
・
六

一
・
九

三
・
八

四
・
九

六
・
五

七
・
六

一
〇
・
一
一
二
・
二

水
蘆
厝

一
・
三

三
・
二

四
・
三

五
・
九

七
・
〇

九
・
五
一
一
・
六

過

溝

一
・
九

三
・
〇

四
・
六

五
・
七

八
・
二
一
〇
・
三

溪

南

一
・
一

二
・
七

三
・
八

六
・
三

八
・
四

田

尾

一
・
六

二
・
七

五
・
二

七
・
三

蒜

頭

一
・
一

三
・
六

五
・
七

小
槺
榔

二
・
五

四
・
六

朴

子

二
・
一

○
ハ
新
設
停
車
塲

港

墘

府
報

第
九
百
十
六
號

昭
和
五
年
三
月
二
十
五
日

告
示
第
三
十
三
號

昭
和
五
年
四
月
一
日
ヨ
リ
左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
但
シ

本
停
車
場
ニ
於
テ
ハ
貸
切
車
扱
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
爲
サ
ズ

昭
和
五
年
三
月
二
十
五
日

臺
灣
総
督

石
塚

英
藏



哩

程

停
車
場
名

位

置

自

基

隆

自
三
叉

自

大

安

十

六

份

一
〇
二
、
三

三
、
一

五
、
二

新
竹
州
苗
栗
郡
三
叉
庄
三
叉

府
報

第
九
百
九
十
三
號

昭
和
五
年
六
月
二
十
五
日

○
彙
報

○
運

輸

○
臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
屛
東
内
關
帝
不
定
時
貨
物
運
輸
營
業
開
始

臺
灣

製
糖
株
式
會
社
鐵
道
屛
東
内
關
帝
間
不
定
時
貨
物
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
六
月
二

十
一
日
附
許
可
セ
ラ
レ
タ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左
ノ
通

屛

東

〇
・
六

三
・
四

五
・
五

七
・
八

九
・
七

一
〇
・
九

一
二
・
〇

一
三
・
〇

工

場

二
・
八

四
・
九

七
・
二

九
・
一

一
〇
・
三

一
一
・
四

一
二
・
四

太

湖

二
・
一

四
・
四

六
・
三

七
・
五

八
・
六

九
・
一

萬

丹

二
・
三

四
・
二

五
・
四

六
・
五

七
・
五

新
庄
子

一
・
九

三
・
一

四
・
二

五
・
二

甘
棠
門

一
・
二

二
・
三

三
・
三

洲

子

一
・
一

二
・
一

過

溪

一
・
〇

内
關
帝

府
報

第
九
百
九
十
七
號

昭
和
五
年
七
月
一
日

○
府
令

府
令
第
二
十
五
號

臺
灣
私
設
鐵
道
ノ
運
輸
營
業
ニ
關
ス
ル
件
左
ノ
通
定
ム

昭
和
五
年
七
月
一
日

臺
灣
總
督

石
塚

英
蔵

臺
灣
私
設
鐵
道
ノ
運
輸
營
業
ニ
關
シ
テ
ハ
大
正
十
一
年
府
令
第
十
五
號
臺
灣
總

督
府
交
通
曲
運
輸
規
定
及
明
治
三
十
四
年
府
令
第
二
號
傳
染
病
患
者
鐵
道
乘
者

規
程
ヲ
準
用
ス
但
シ
臺
灣
總
督
府
交
通
局
運
輸
規
程
第
七
條
ノ
運
賃
及
料
金
竝

ニ
第
五
條
、
第
十
三
條
第
一
項
但
書
及
第
三
十
八
條
ノ
事
項
ニ
付
テ
ハ
臺
灣
總

督
府
交
通
局
總
長
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

本
令
施
行
ニ
關
ス
ル
細
則
ハ
臺
灣
交
通
局
總
長
之
ヲ
定
ム

附

則

本
令
ハ
昭
和
五
年
八
月
一
日
ヨ
リ
施
行
ス

明
治
四
十
五
年
府
令
第
四
十
八
號
臺
灣
私
設
鐵
道
運
輸
規
程
竝
明
治
四
十
一
年

府
令
第
七
十
四
號
臺
灣
私
設
鐵
道
營
業
規
則
ハ
之
ヲ
廢
止
ス

（
規
程
、
規
則
の
詳
細
は
別
紙
）



府
報

第
千
十
四
號

昭
和
五
年
七
月
二
十
三
日

○
彙
報

○
運

輸

○
明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
南
靖
線
運
輸
營
業
開
始

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵

道
南
靖
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
七
月
二
十
一
日
附
許
可
セ
ラ
レ
タ
リ
其
ノ
營
業

哩
程
左
ノ
通

南

靖

一
・
八

二
・
七

三
・
七

四
・
六

七
・
二

頂
過
溝

〇
・
九

一
・
九

二
・
八

五
・
四

大

崙

一
・
〇

一
・
九

四
・
五

後

潭

〇
・
九

三
・
五

太

保

二
・
六

蒜

頭

府
令

第
千
五
十
二
號

昭
和
五
年
九
月
七
日

○
府
令

府
令
第
三
十
一
號

明
治
四
十
二
年
府
令
第
三
十
號
臺
灣
私
設
鐵
道
郵
便
物
運
送
規
則
中
左
ノ
通
改

正
ス昭

和
五
年
九
月
七
日

臺
灣
總
督

石
塚

英
藏

（
改
正
規
則
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
千
五
十
八
號

昭
和
五
年
九
月
十
四
日

○
府
令

府
令
第
三
十
四
號

臺
灣
私
設
鐵
道
ニ
於
ケ
ル
軍
人
、
軍
屬
及
軍
需
品
竝
ニ
受
刑
者
、
留
置
人
、
被

告
人
、
被
疑
者
及
其
ノ
護
送
者
運
賃
割
引
方
ノ
件
左
ノ
通
相
定
ム

昭
和
五
年
九
月
十
四
日

臺
灣
總
督

石
塚

英
藏

臺
灣
私
設
鐵
道
ニ
於
テ
公
務
ヲ
以
テ
旅
行
ス
ル
陸
海
軍
人
及
軍
屬
又
ハ
公
用
タ

ル
コ
ト
ヲ
證
ス
ル
通
券
ヲ
有
ス
ル
軍
馬
、
銃
砲
、
彈
藥
、
糧
食
、
被
服
、
陣
具
、

工
鍬
、
兵
器
類
、
天
幕
等
、
受
刑
者
、
留
置
者
、
被
告
人
若
ハ
被
疑
者
ニ
對
シ

テ
ハ
普
通
運
賃
ノ
半
額
運
賃
ヲ
以
テ
、
受
刑
者
、
留
置
者
、
被
告
人
若
ハ
被
疑

者
護
送
ノ
為
旅
行
ス
ル
者
ニ
對
シ
テ
ハ
普
通
運
賃
ノ
三
割
引
運
賃
ヲ
以
テ
運
送

ス
ベ
シ附

則

本
令
ハ
發
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

府
報

第
千
百
十
九
號

昭
和
五
年
十
二
月
二
日

告
示
第
百
五
十
六
號



昭
和
五
年
十
二
月
一
日
ヨ
リ
江
頭
停
車
場
ヲ
左
ノ
通
移
轉
セ
リ

昭
和
五
年
十
二
月
二
日

臺
灣
總
督

石
塚

英
藏

哩

程

停
車
場

所

在

地

自
臺
北

自
淡
水

江

頭

九
・
四

三
・
八

臺
北
州
七
星
郡
北
投
庄
嗄
嘮
別

府
報

號
外

昭
和
六
年
八
月
一
日

訓
令
第
四
十
六
號

交

通

局

明
治
三
十
八
年
訓
令
第
百
九
十
號
輕
便
鐵
道
郵
便
取
扱
規
程
ハ
昭
和
六
年
八
月

一
日
ヨ
リ
之
ヲ
廢
止
ス

昭
和
六
年
八
月
一
日

臺
灣
總
督

太
田

政
弘

府
報

第
千
三
百
七
號

昭
和
六
年
八
月
二
日

○
彙
報

○
運

輸

○
製
糖
會
社
運
輸
營
業
廢
止
認
可

帝
國
製
糖
株
式
會
社
湖
口
線
（
新
竹
波
羅

紋
間
）
中
新
庄
子
、
波
羅
紋
間
運
輸
營
業
廢
止
ノ
件
昭
和
六
年
七
月
三
十
日
附

許
可
セ
リ

府
報

第
千
三
百
四
十
八
號

昭
和
六
年
九
月
二
十
六
日

告
示
第
百
二
十
八
號

昭
和
六
年
十
月
一
日
ヨ
リ
左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
但
シ

本
停
車
場
ニ
於
テ
ハ
貸
切
車
扱
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
爲
サ
ズ

昭
和
六
年
九
月
二
十
六
日

臺
灣
総
督

太
田

政
弘

哩

程

停
車
場
名

位

置

自

基

隆

自

香

山

自

竹

南

崎

頂

七
五
、
三

四
、
〇

二
、
八

新
竹
州
竹
南
郡
竹
南
庄
崎
頂

府
報

第
千
四
百
十
一
號

昭
和
六
年
十
二
月
二
十
二
日

○
彙
報

○
運

輸

○
私
設
鐵
道
停
車
場
新
設
認
可

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
嘉
義
線
ニ
土
間

厝
停
車
場
新
設
ノ
件
十
二
月
十
八
日
附
認
可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
左
ノ
通

嘉

義

〇
・
九

四
・
一

五
・
八

八
・
二

九
・
九
一
一
・
六
一
三
・
七
一
五
・
一
一
六
・
四
一
八
・
六

北
社
尾

三
・
二

四
・
九

七
・
三

九
・
〇
一
〇
・
七
一
二
・
八
一
四
・
二
一
五
・
五
一
七
・
七

牛
斗
山

一
・
七

四
・
一

五
・
八

七
・
五

九
・
六
一
一
・
〇
一
二
・
三
一
四
・
五

萊
公
厝

二
・
四

四
・
一

五
・
八

七
・
九

九
・
三
一
〇
・
六
一
二
・
八



新

巷

一
・
七

三
・
四

五
・
五

六
・
九

八
・
二
一
〇
・
四

板
頭
厝

一
・
七

三
・
八

五
・
二

六
・
五

八
・
七

北

港

二
・
一

三
・
五

四
・
八

七
・
〇

土
間
厝

一
・
四

二
・
七

四
・
九

水

林

一
・
三

三
・
二

萬

興

一
・
〇

蔡

厝

嘉

義
一
九
・
六

北
社
尾
一
八
・
七

牛
斗
山
一
五
・
五

萊
公
厝
一
三
・
八

新

巷
一
一
・
四

板
頭
厝

九
・
七

北

港

八
・
〇

土
間
厝

五
・
九

水

林

四
・
五

萬

興

三
・
二

蔡

厝

一
・
〇

烏
麻
園

府
報

第
千
四
百
十
三
號

昭
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

○
彙
報

○
運

輸

○
私
設
鐵
道
一
部
変
更

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
嘉
義
線
一
部
変
更
ノ
為
各
驛

間
營
業
哩
程
左
ノ
通
異
動
セ
リ

△
ハ
異
動
哩

嘉

義
△
一･

〇

△
四
・
二

五
・
八

△
八･

三

△
一
〇･

〇
△
一
一･

七
△
一
三･

七

一
五
・
一

一
六
・
四
△
一
八･

六

北
社
尾

三
・
二

△
四
・
八

七
・
三

九
・
〇

一
〇
・
七

一
二
・
八

△
一
四･

一
△
一
五･

五

一
七
・
七



牛
斗
山

△
一
・
六

四
・
一

五
・
八

七
・
五

九
・
六

△
一
〇･

九
△
一
二･

二

一
四
・
五

萊
公
厝
△
二
・
四
△
四
・
二
△
五
・
九
△
七
・
九

九
・
三

一
〇
・
六
△
一
二･

九

新

巷

一
・
七

三
・
四

五
・
四

△
六
・
八
△
八
・
一
一
〇
・
四

板
頭
厝

一
・
七

三
・
七

△
五
・
一
△
六
・
四

八
・
七

北

港

二
・
〇

△
三
・
四
△
四
・
七

七
・
〇

土
間
厝
△
一
・
四
△
二
・
七

五
・
〇

水

林

一
・
三

△
三
・
三

萬

興
△
二
・
三

蔡

厝

嘉

義
△
一
九･

七

北
社
尾

一
八
・
七

牛
斗
山

一
五
・
五

萊
公
厝
△
一
三･

八

新

巷

一
一
・
四

板
頭
厝

九
・
七

北

港

八
・
〇

土
間
厝

五
・
九

水

林

四
・
五

萬

興
△
三
・
三

蔡

厝

一
・
〇

烏
麻
園

府
報

第
千
四
百
九
十
九
號

昭
和
七
年
四
月
十
四
日

○
彙
報

○
運

輸

○
私
設
鐵
道
停
車
場
移
轉
及
新
設
認
可
ノ
件

対
日
本
製
糖
鐵
道
嘉
義
線
ニ
竹

圍
停
車
場
新
設
及
北
社
尾
停
車
場
移
轉
ノ
件
本
月
十
二
日
附
認
可
セ
リ
其
ノ
營



業
哩
程
左
ノ
通

嘉

義

〇
・
五

一
・
六

四
・
二

五
・
八

八
・
三
一
〇
・
〇
一
一
・
七
一
三
・
七
一
五
・
一
一
六
・
四

○

竹

圍

一
・
一

三
・
七

五
・
三

七
・
八

九
・
五
一
一
・
二
一
三
・
二
一
四
・
六
一
五
・
九

○

北
社
尾

二
・
六

四
・
二

六
・
七

八
・
四
一
〇
・
一
一
二
・
一
一
三
・
五
一
四
・
八

牛
斗
山

一
・
六

四
・
一

五
・
八

七
・
五

九
・
五
一
〇
・
九
一
二
・
二

萊
公
厝

二
・
五

四
・
二

五
・
九

七
・
九

九
・
三
一
〇
・
六

新

巷

一
・
七

三
・
四

五
・
四

六
・
八

八
・
一

板
頭
厝

一
・
七

三
・
七

五
・
一

六
・
四

○
印
ハ
新
設
及
移
轉
停
車
場

北

港

二
・
〇

三
・
四

四
・
七

土
間
厝

一
・
四

二
・
七

水

林

一
・
三

萬

興

嘉

義
一
八
・
六
一
九
・
七

竹

圍
一
八
・
二
一
九
・
一

北
社
尾
一
七
・
一
一
八
・
一

牛
斗
山
一
四
・
五
一
五
・
五

萊
公
厝
一
二
・
九
一
三
・
八

新

巷
一
〇
・
四
一
一
・
四

板
頭
厝

八
・
七

九
・
七

北

港

七
・
〇

八
・
〇

土
間
厝

五
・
〇

六
・
〇

水

林

三
・
六

四
・
六

萬

興

二
・
三

三
・
三

蔡

厝

一
・
〇

烏
麻
園



府
報

第
千
五
百
二
十
九
號

昭
和
七
年
五
月
二
十
二
日

○
彙
報

○
運

輸

○
私
設
鐵
道
停
車
場
移
轉
及
新
設
許
可

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
旗
尾
線
ニ
機
動

車
專
用
停
車
場
新
設
及
停
車
場
移
轉
ノ
件
ハ
本
月
十
七
日
附
竝
大
日
本
製
糖
株

式
會
社
鐵
道
崙
背
線
及
北
港
線
ニ
停
車
場
新
設
ノ
件
ハ
本
月
十
八
日
附
孰
モ
認

可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左
ノ
通

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
旗
尾
線
哩
程
表

九
曲
堂

一
・
二

二
・
五

三
・
九

五
・
四

六
・
五

七
・
八

八
・
四

九
・
七

公

館

一
・
三

二
・
七

四
・
二

五
・
三

六
・
六

七
・
二

八
・
五

龍

目

一
・
四

二
・
九

四
・
〇

五
・
三

五
・
九

七
・
二

大

樹

一
・
五

二
・
六

三
・
九

四
・
五

五
・
八

洲

子

一
・
一

二
・
四

三
・
〇

四
・
三

溪

埔

一
・
三

一
・
九

三
・
二

麻

竹

〇
・
六

一
・
九

○

統
嶺
坑

一
・
三

嶺

口

九
曲
堂
一
二
・
二

一
四
・
〇

一
四
・
六

一
五
・
三

一
五
・
八

一
六
・
八

一
七
・
九

一
八
・
六

公

館
一
一
・
〇

一
二
・
八

一
三
・
四

一
四
・
一

一
四
・
六

一
五
・
六

一
六
・
七

一
七
・
四

龍

目

九
・
七

一
一
・
五

一
二
・
一

一
二
・
八

一
三
・
三

一
四
・
三

一
五
・
四

一
六
・
一

大

樹

八
・
三

一
〇
・
一

一
〇
・
七

一
一
・
四

一
一
・
九

一
二
・
九

一
四
・
〇

一
四
・
七

洲

子

六
・
八

八
・
六

九
・
二

九
・
九

一
〇
・
四

一
一
・
四

一
二
・
五

一
三
・
二

溪

埔

五
・
七

七
・
五

八
・
一

八
・
八

九
・
三

一
〇
・
三

一
一
・
四

一
二
・
一

麻

竹

四
・
四

六
・
二

六
・
八

七
・
五

八
・
〇

九
・
〇

一
〇
・
一

一
〇
・
八

統
嶺
口

三
・
八

五
・
六

六
・
二

六
・
九

七
・
四

八
・
四

九
・
五

一
〇
・
二

嶺

口

二
・
五

四
・
三

四
・
九

五
・
六

六
・
一

七
・
一

八
・
二

八
・
九

和

尚

一
・
八

二
・
四

三
・
一

三
・
六

四
・
六

五
・
七

六
・
四



△

磅
碡
坑

〇
・
六

一
・
三

一
・
八

二
・
八

三
・
九

四
・
六

溪

州

〇
・
七

一
・
二

二
・
二

三
・
三

四
・
〇

大

山

〇
・
五

一
・
五

二
・
六

三
・
三

武

鹿

一
・
〇

二
・
一

二
・
八

北

勢

一
・
一

一
・
八

旗

山

〇
・
七

旗

尾

九
曲
堂
二
〇
・
四

二
一
・
三

二
二
・
七

二
三
・
四

二
四
・
七

公

館
一
九
・
二

二
〇
・
一

二
一
・
五

二
二
・
二

二
三
・
五

龍

目
一
七
・
九

一
八
・
八

二
〇
・
二

二
〇
・
九

二
二
・
二

大

樹
一
六
・
五

一
七
・
四

一
八
・
八

一
九
・
五

二
〇
・
八

洲

子
一
五
・
〇

一
五
・
九

一
七
・
三

一
八
・
〇

一
九
・
三

溪

埔
一
三
・
九

一
四
・
八

一
六
・
二

一
六
・
九

一
八
・
二

麻

竹
一
二
・
六

一
三
・
五

一
四
・
九

一
五
・
六

一
六
・
九

統
嶺
口
一
二
・
〇

一
二
・
九

一
四
・
三

一
五
・
〇

一
六
・
三

嶺

口
一
〇
・
七

一
一
・
六

一
三
・
〇

一
三
・
七

一
五
・
〇

和

尚

八
・
二

九
・
一

一
〇
・
五

一
一
・
二

一
二
・
五

磅
碡
坑

六
・
四

七
・
三

八
・
七

九
・
四

一
〇
・
七

溪

州

五
・
八

六
・
七

八
・
一

八
・
八

一
〇
・
一

大

山

五
・
一

六
・
〇

七
・
四

八
・
一

九
・
四

武

鹿

四
・
六

五
・
五

六
・
九

七
・
六

八
・
九

北

勢

三
・
六

四
・
五

五
・
九

六
・
六

七
・
九

○
印
新
設
停
車
場

旗

山

二
・
五

三
・
四

四
・
八

五
・
五

六
・
八

△
印
ハ
移
築
停
車
場

旗

尾

一
・
八

二
・
七

四
・
一

四
・
八

六
・
一



中

壢

〇
・
九

二
・
三

三
・
〇

四
・
三

牛

埔

一
・
四

二
・
一

三
・
四

美

濃

〇
・
七

二
・
〇

埤

頭

一
・
三

竹
頭
角

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
虎
尾
製
糖
所
所
屬
鐵
道
營
業
哩
程

哩

分

斗

南

二
・
二

四
・
五

七
・
二

七
・
九

八
・
九

一
一
・
五

一
三
・
二

一
四
・
八

大

東

二
・
三

五
・
七

六
・
七

六
・
七

九
・
三

一
一
・
〇

一
二
・
六

虎

尾

二
・
七

三
・
四

四
・
四

七
・
〇

八
・
七

一
〇
・
三

大

屯

〇
・
七

一
・
七

四
・
三

六
・
〇

七
・
六

大

荖

一
・
〇

三
・
六

五
・
三

六
・
九

土

庫

二
・
六

四
・
三

五
・
九

奮

起

一
・
七

三
・
三

子

茂

一
・
六

元

長

斗

南
一
六
・
五

一
八
・
六

二
一
・
三

六
・
七

九
・
三

一
〇
・
九

一
二
・
二

一
四
・
四

大

東
一
四
・
三

一
六
・
四

一
九
・
一

四
・
五

七
・
一

八
・
七

一
〇
・
〇

一
二
・
二

虎

尾
一
二
・
〇

一
四
・
一

一
六
・
八

二
・
二

四
・
八

六
・
四

七
・
七

九
・
九

大

屯

九
・
三

一
一
・
四

一
四
・
一

四
・
九

七
・
五

九
・
一

一
〇
・
四

一
二
・
六

大

荖

八
・
六

一
〇
・
七

一
三
・
四

五
・
六

八
・
二

九
・
八

一
一
・
一

一
三
・
三

土

庫

七
・
六

九
・
七

一
二
・
四

六
・
六

九
・
二

一
〇
・
八

一
二
・
一

一
四
・
三

奮

起

五
・
〇

七
・
一

九
・
八

九
・
二

九
・
八

一
三
・
四

一
四
・
七

一
六
・
九

子

茂

三
・
三

五
・
四

八
・
一

一
〇
・
九

一
一
・
八

一
五
・
一

一
六
・
四

一
八
・
六

元

長

一
・
七

三
・
八

六
・
五

一
二
・
五

一
三
・
五

一
六
・
七

一
八
・
〇

二
〇
・
二



龍

岩

二
・
一

四
・
八

一
四
・
二

一
五
・
一

一
八
・
四

一
九
・
七

二
一
・
九

新

街

二
・
七

一
六
・
三

一
六
・
八

二
〇
・
五

二
一
・
八

二
四
・
〇

北

港
一
九
・
〇

一
八
・
九

二
三
・
二

二
四
・
五

二
六
・
七

埒

内

二
・
六

四
・
二

五
・
五

七
・
七

田

尾

一
・
六

二
・
九

五
・
一

二

崙

一
・
三

三
・
五

永
定
厝

二
・
二

西

螺

斗

南
一
一
・
六

一
二
・
八

一
四
・
八

一
六
・
四

一
八
・
〇

一
九
・
三

一
六
・
六

一
八
・
四

大

東

九
・
四

一
〇
・
六

一
二
・
六

一
四
・
二

一
五
・
八

一
七
・
一

一
四
・
四

一
六
・
二

虎

尾

七
・
一

八
・
三

一
〇
・
三

一
一
・
九

一
三
・
五

一
四
・
八

一
二
・
一

一
三
・
九

大

屯

九
・
八

一
一
・
〇

一
三
・
〇

一
四
・
六

一
六
・
二

一
七
・
五

一
四
・
八

一
六
・
六

大

荖
一
〇
・
五

一
一
・
七

一
三
・
七

一
五
・
三

一
六
・
九

一
八
・
二

一
五
・
五

一
七
・
三

土

庫
一
一
・
五

一
二
・
七

一
四
・
七

一
六
・
三

一
七
・
九

一
九
・
二

一
六
・
五

一
八
・
三

奮

起
一
四
・
一

一
五
・
三

一
七
・
三

一
八
・
九

二
〇
・
五

二
一
・
八

一
九
・
二

二
〇
・
九

子

茂
一
五
・
八

一
七
・
〇

一
九
・
〇

二
〇
・
六

二
二
・
二

二
三
・
五

二
一
・
八

二
二
・
六

元

長
一
七
・
四

一
八
・
六

二
〇
・
六

二
二
・
二

二
三
・
八

二
五
・
一

二
三
・
五

二
四
・
二

龍

岩
一
九
・
一

二
〇
・
三

二
二
・
三

二
三
・
九

二
五
・
五

二
六
・
八

二
五
・
一

二
五
・
九

新

街
二
一
・
二

二
二
・
四

二
四
・
四

二
六
・
〇

二
七
・
六

二
八
・
九

二
六
・
二

二
八
・
〇

北

港
二
三
・
九

二
五
・
一

二
七
・
一

二
八
・
七

三
〇
・
三

三
一
・
六

二
八
・
九

三
〇
・
七

埒

内

四
・
九

六
・
一

八
・
一

九
・
七

一
一
・
三

一
二
・
六

九
・
九

一
一
・
七

田

尾

二
・
三

三
・
五

五
・
五

七
・
一

八
・
七

一
〇
・
〇

七
・
三

九
・
一

二

崙

三
・
九

五
・
一

七
・
一

八
・
七

一
〇
・
三

一
一
・
六

八
・
九

一
〇
・
七

永
定
厝

五
・
二

六
・
四

八
・
四

一
〇
・
〇

一
一
・
六

一
二
・
九

一
〇
・
二

一
二
・
〇



西

螺

七
・
四

八
・
六

一
〇
・
六

一
二
・
一

一
三
・
八

一
五
・
一

一
二
・
四

一
四
・
二

羅

厝

一
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二

三
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二
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八

六
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四
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・
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五
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〇

六
・
八

崙

背

二
・
〇

三
・
六

五
・
二

六
・
五

三
・
八

五
・
六

五
間
厝

一
・
六

三
・
二

四
・
五

一
・
八

三
・
六

大

有

一
・
六

二
・
九

三
・
四

五
・
二

興
化
厝

一
・
三

五
・
〇

六
・
八

沙

崙

六
・
三

八
・
一

猫
兒
干

一
・
八

施

厝

斗

南
一
〇
・
八

一
四
・
九

一
七
・
二

一
九
・
三

大

東

八
・
六

一
二
・
七

一
五
・
〇

一
七
・
一

虎

尾

六
・
三
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〇
・
四

一
二
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七

一
四
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八

大

屯

三
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六

七
・
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一
〇
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一
二
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一

大

荖

二
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九
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〇

九
・
三

一
一
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四

土

庫

三
・
九

八
・
〇

一
〇
・
三

一
二
・
四

奮

起

六
・
五

一
〇
・
六

一
二
・
九

一
五
・
〇

子

茂

八
・
二

一
二
・
三

一
四
・
六

一
六
・
七

元

長

九
・
八

一
三
・
九

一
六
・
二

一
八
・
三

龍

岩
一
一
・
五

一
五
・
六

一
七
・
九

二
〇
・
〇

新

街
一
三
・
六

一
七
・
七

二
〇
・
〇

二
二
・
一

北

港
一
六
・
三

二
〇
・
四

二
二
・
七

二
四
・
八

埒

内

八
・
五

一
二
・
六

一
四
・
九

一
七
・
〇

田

尾
一
一
・
一

一
五
・
三

一
七
・
五

一
九
・
六

二

崙
一
二
・
七

一
六
・
八

一
九
・
一

二
一
・
二

永
定
厝
一
四
・
〇

一
八
・
一

二
〇
・
四

二
二
・
五



西

螺
一
六
・
二

二
〇
・
三

二
二
・
六

二
四
・
七

羅

厝
一
三
・
四

一
七
・
五

一
九
・
八

二
一
・
九

崙

背
一
四
・
六

一
八
・
七

二
一
・
〇

二
三
・
一

五
間
厝
一
六
・
六

二
〇
・
七

二
三
・
〇

二
五
・
一

大

有
一
八
・
二

二
二
・
三

二
四
・
六

二
六
・
七

興
化
厝
一
九
・
八

二
三
・
九

二
六
・
二

二
八
・
三

沙

崙
二
一
・
一

二
五
・
二

二
七
・
五

二
九
・
六

猫
兒
干
一
八
・
四

二
二
・
五

二
四
・
八

二
六
・
九

施

厝
二
〇
・
二

二
四
・
三

二
六
・
六

二
八
・
七

馬
公
厝

四
・
一

六
・
四

八
・
五

埔
姜
崙

二
・
三

四
・
四

東
勢
厝

二
・
一

五
塊
寮

府
報

第
千
六
百
五
號

昭
和
七
年
八
月
二
十
一
日

○
彙
報

○
運

輸

○
私
設
鐵
道
提
唱
廢
止
及
新
設

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
番
子
田
線
停
車
場

廢
止
及
新
設
ノ
件
八
月
十
九
日
附
認
可
セ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左
ノ
通

番
子
田

一
・
七

二
・
六

三
・
八

五
・
○

五
・
四

七
・
四

一
○
・
○

一
一
・
四

西

庄

○
・
九

二
・
一

三
・
三

三
・
七

五
・
七

八
・
三

九
・
七

寮
子


一
・
二

二
・
四

二
・
八

四
・
八

七
・
四

八
・
八

本
社
前

一
・
二

一
・
六

三
・
六

六
・
二

七
・
六

麻

荳

〇
・
四

二
・
四

五
・
〇

六
・
四

新
麻
荳

二
・
〇

四
・
六

六
・
〇

子
良
廟

二
・
六

四
・
〇

佳

里

一
・
四



○

佳
里
興

番
子
田
一
三
・
一

一
四
・
九

一
六
・
七

一
七
・
六

西

庄
一
一
・
四

一
三
・
二

一
五
・
〇

一
五
・
九

寮
子


一
〇
・
五

一
二
・
三

一
四
・
一

一
五
・
〇

本
社
前

九
・
三

一
一
・
一

一
二
・
九

一
三
・
八

麻

荳

八
・
一

九
・
九

一
一
・
七

一
二
・
六

新
麻
荳

七
・
七

九
・
五

六
・
一

一
二
・
二

子
良
廟

五
・
七

七
・
五

九
・
三

一
〇
・
二

佳

里

三
・
一

四
・
九

六
・
七

七
・
六

○

佳
里
興

一
・
七

三
・
五

五
・
三

六
・
二

○

大

灣

一
・
八

三
・
六

四
・
五

學

甲

一
・
八

二
・
七

○
印
ハ
新
設
停
車
場

從
來
ノ
營
頂
停
車
場
廢
止

中

州

〇
・
九

二
重
港

府
報

第
千
六
百
八
十
三
號

昭
和
七
年
十
二
月
四
日

告
示
第
百
九
十
四
號

昭
和
七
年
十
二
月
十
五
日
ヨ
リ
左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス

昭
和
七
年
十
二
月
四
日

臺
灣
総
督

中
川

健
藏

停
車
場
名

哩

程

所

在

地

自

基
隆

自

新
市

自

臺
南

永
康

二
一
九
哩
三
分

三
哩
一
分

四
哩

臺
南
州
新
豐
郡
永
康
庄
蔦
松

府
報

第
千
七
百
四
十
八
號

昭
和
八
年
三
月
一
日

府
令
第
十
號

大
正
十
一
年
府
令
第
十
五
號
臺
灣
總
督
府
交
通
局
運
輸
規
程
中
左
ノ
通
改
訂
ス

昭
和
八
年
三
月
一
日

臺
灣
總
督

中
川

健
藏

（
規
程
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
千
七
百
五
十
九
號

昭
和
八
年
三
月
十
一
日

府
令
第
三
十
六
號



明
治
四
十
二
年
臺
灣
私
設
鐵
道
列
車
運
轉
規
程
左
ノ
通
改
正
ス

昭
和
八
年
三
月
十
一
日

臺
灣
総
督

中
川

健
藏

臺
灣
私
設
鐵
道
列
車
運
轉
規
程

（
規
程
詳
細
は
別
紙
）

府
令
第
三
十
七
號

昭
和
八
年
三
月
十
五
日

明
治
四
十
一
年
府
令
七
十
三
號
臺
灣
私
設
鐵
道
規
則
施
行
細
則
左
ノ
通
改
定
ス

昭
和
八
年
三
月
十
五
日

臺
灣
総
督

中
川

健
藏

臺
灣
私
設
鐵
道
規
則
施
行
細
則

（
細
則
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
千
七
百
六
十
三
號

昭
和
八
年
三
月
十
八
日

○
彙
報

○
運

輸

◎
私
設
鐵
道
運
輸
營
業
開
始

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
中
庄
線
運
輸
營
業

開
始
ノ
件
昭
和
八
年
三
月
十
五
日
附
許
可
セ
ラ
レ
タ
リ
其
ノ
營
業
哩
程
左
ノ
通
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后

府
報

第
千
七
百
六
十
四
號

昭
和
八
年
三
月
十
九
日

○
彙
報

運

輸

◎
私
設
鐵
道
停
車
場
新
設

臺
中
輕
鐵
株
式
會
社
鐵
道
豐
原
、
土
牛
間
ニ
「
ガ

ソ
リ
ン
」
機
動
車
專
用
停
車
場
新
設
ノ
件
昭
和
八
年
三
月
十
七
日
附
認
可
セ
リ

其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通
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○
印
ハ
新
設
停
車
場

單
位
粁

府
報

第
千
七
百
六
十
九
號

昭
和
八
年
三
月
二
十
六
日

府
令
第
五
十
號

明
治
四
十
二
年
府
令
第
二
十
一
號
臺
灣
私
設
鐵
道
列
車
事
故
届
出
規
程
左
ノ
通

改
定
ス

昭
和
八
年
年
三
月
二
十
六
日

臺
灣
総
督

中
川

健
藏

臺
灣
私
設
鐵
道
事
故
届
出
規
程

（
規
則
詳
細
は
別
紙
）

府
報
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９

７

６

４

１

０

６

６

４

１

三

２

２

２

１

１

１

１

１

１

外

５

６

２

４

４

９

９

６

２

６

１

２

４

８

壢

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

８

５

４

２

０

８

６

４

３

９

９

７

４

２

中

２

２

２

２

２

１

１

１

１

３

４

１

２

２

７

７

４

０

４

９

２

６

８

中

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

９

６

５

８

１

９

７

５

４

０

９

８

５

３

０

田

２

２

２

２

２

１

１

１

１

１

府
報

第
二
千
百
六
十
七
號

昭
和
九
年
八
月
四
日

彙
報

通

運

◎
新
高
製
糖
株
式
會
社
營
業
鉄
道
線
西
、
鹿
港
間
ニ
機
動
車
專
用
停
車
場
新
設

昭
和
九
年
八
月
一
日
ヨ
リ
運
輸
營
業
開
始
セ
リ
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通

港鹿高新

○

厝

９・

前

０

子

０

９

溝

・

・

崎

３

３

○

厝

５

５

４

塊

・

・

・

三

１

４

５

山

７

２

２

１

鳴

・

・

・

・

馬

０

２

５

６

○

脚

５

２

７

７

６

桐

・

・

・

・

・

莿

１

２

３

６

７

下

脚

９

４

１

６

６

５

桐

・

・

・

・

・

・

莿

０

２

３

４

７

８

○

厝

６

５

０

７

２

２

１

和

・

・

・

・

・

・

・

平

０

１

３

３

５

８

９



○

口

２

８

７

２

９

４

４

３

門

・

・

・

・

・

・

・

・

西

１

１

２

４

４

６

９

０１

化

０

２

８

７

２

９

４

４

３

彰

・

・

・

・

・

・

・

・

・

高

１

２

２

３

５

５

７

０

１

新

１

１

子

６

６

８

４

３

８

５

０

０

９

溝

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

過

０

１

２

３

４

５

６

８

１

１

１

１

○

厝

５

１

１

３

９

８

３

０

５

５

４

盛

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

茂

１

２

３

４

４

５

７

８

９

２

３

１

１

○

子

８

３

９

９

１

７

６

１

８

３

３

２

庄

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

新

０

２

２

３

５

５

６

８

８

０

３

４

１

１

１

寮

５

３

８

４

４

６

２

１

６

３

８

８

７

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

中

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

３

４

１

１

１

井

８

３

１

６

２

２

４

０

９

４

１

６

６

５

子

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

柑

１

２

３

４

５

６

７

８

８

０

１

２

５

６

１

１

１

１

１

○

園

８

６

１

９

４

０

０

２

８

７

２

９

４

４

３

子

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

竹

０

２

３

３

５

６

７

８

８

９

１

１

３

６

７

１

１

１

１

１

美

１

９

７

２

０

５

１

１

３

９

８

３

０

５

５

４

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

和

１

１

３

４

５

６

７

８

９

９

０

２

３

４

４

８

１

１

１

１

１

１

○

頭

６

７

５

３

８

６

１

７

７

９

５

４

９

６

１

１

０

勢

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

北

０

１

２

４

４

５

７

７

８

９

０

１

２

３

５

８

９

１

１

１

１

１

１

１

○

眉

５

１

２

０

８

３

１

６

２

２

４

０

９

４

１

６

６

５

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

月

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

１

３

４

５

８

９

１

１

１

１

１

１

１

１

犂

８

３

９

０

８

６

１

９

４

０

０

２

８

７

２

９

４

４

３

張

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

五

１

２

２

４

４

６

７

７

９

０

１

２

２

３

５

５

７

０

１

十

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

西

２

０

５

１

２

０

８

３

１

６

２

２

４

０

９

４

１

６

６

５

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

線

１

３

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

４

４

６

７

８

１

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

府
報

第
二
千
二
百
二
十
七
號

昭
和
九
年
十
月
十
八
日

彙
報

通

運



◎
私
設
鐵
道
運
輸
營
業
開
始

明
治
製
糖
株
式
會
社
營
業
鐵
道
南
靖
延
長
線
運

輸
營
業
開
始
ノ
件
昭
和
九
年
十
月
九
附
許
可
セ
リ
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通

蒜

頭

四
・
二

五
・
六

七
・
一

八
・
一

一
一
・
五

一
一
・
八

太

保

一
・
四

二
・
九

四
・
四

七
・
三

七
・
六

後

潭

一
・
五

三
・
〇

五
・
九

六
・
二

大

崙

一
・
五

四
・
四

四
・
七

頂
過
溝

二
・
九

三
・
二

南

靖

〇
・
三

水

上

府
報

第
二
千
二
百
二
十
八
號

昭
和
九
年
十
月
十
九
日

告
示
第
百
七
十
二
號

紅
毛
停
車
場
ノ
名
稱
ヲ
昭
和
九
年
十
一
月
一
日
ヨ
リ
竹
北
停
車
場
ニ
改
ム

昭
和
九
年
十
月
十
九
日

臺
灣
総
督

中
川

健
藏

府
報

第
二
千
二
百
四
十
號

昭
和
九
年
十
一
月
二
日

府
令
第
七
十
號

昭
和
八
年
府
令
第
百
二
十
九
號
臺
灣
總
督
府
交
通
局
運
輸
規
程
中
左
ノ
通
改
訂

ス
昭
和
九
年
十
一
月
二
日

臺
灣
總
督

中
川

健
藏

（
規
程
改
訂
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
六
百
六
十
號

昭
和
九
年
十
一
月
二
十
八
日

彙
報

通

運

◎
私
設
鐵
道
營
業
粁
程
制
定
及
變
更

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
猫
兒
干
延

長
線
運
輸
營
業
開
始
ノ
件
十
一
月
十
九
日
附
許
可
竝
ニ
西
螺
線
一
部
線
路
變
更

ノ
結
果
營
業
粁
程
左
ノ
通

寮塊五
勢
５

厝
・

東
３

崙
７
２

姜
・
・

埔
３
７



厝
５
２
７

公
・
・
・

馬
６
０
３

１
１

頭
６
１
８
３

・
・
・
・

３
０
３
７

橋
３
４
４
４

厝
２
４
９
６
１

・
・
・
・
・

施
１
２
８
２
６

３
３
４
４

干
９
１
５
０
７
２

兒
・
・
・
・
・
・

猫
２
４
９
６
９
３

２
３
３
４

崙
６
５
５
７
４
１
６

・
・
・
・
・
・
・

沙
０
３
２
１
０
４
７

１
１
１
３
４
４
４

厝
２
４
３
５
７
２
９
４

化
・
・
・
・
・
・
・
・

興
２
８
１
２
１
８
１
５

１
１
３
３
４
４

有
５
７
９
８
０
２
７
４
９

・
・
・
・
・
・
・
・
・

大
２
４
５
８
０
９
５
９
２

１
２
３
３
４

厝
８
３
５
１
０
２
４
９
６
１

塊
・
・
・
・
・
・
・
・
・
．

五
２
５
７
３
６
７
６
２
６
０

２
３
３
４

背
０
８
３
５
１
０
２
４
９
６
１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

崙
３
５
８
０
６
９
０
３
９
３
７

１

１
２
２
３
３

厝
９
９
７
２
４
０
９
１
５
０
７
２

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

羅
１
４
７
０
２
８
０
２
１
８
１
５

１
１

１
１
２
２
３
３

螺
８
７
７
５
０
２
８
７
９
９
４
１
６

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

西
１
３
６
９
２
４
９
２
３
５
２
６
９

１
１
１
１
２
２
１
２
２
２
３
３
３

厝
５
３
２
２
０
５
７
３
２
４
４
９
６
１

定
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

永
３
８
０
３
６
８
０
６
９
０
２
８
２
６

１
１
１
１
２
１
１
２
２
２
３
３

崙
０
５
３
２
２
０
５
７
３
２
４
４
９
６
１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

二
２
５
６
８
１
４
６
８
４
７
８
０
６
０
４

１
１
１
１
１
１
１
２
２
３
３

尾
６
６
１
７
６
６
４
９
１
７
６
８
８
３
０
５

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

田
２
４
８
３
５
８
１
３
６
１
４
５
７
４
８
１

１
１
１
１
１
１
１
２
２
３

内
２
８
８
３
９
８
８
６
１
３
９
８
０
６
１
８
３

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・



埒
４
６
８
２
７
９
２
５
８
０
５
８
０
３
０
３
７

１

１
１
１
２
１
１
２
１
２
２
２

港
６
８
４
４
９
５
４
４
２
７
９
５
４
６
２
７
４
９

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

北
０
４
７
９
２
８
０
３
６
８
０
６
９
０
６
２
６
９

３
３
３
３
４
３
４
４
４
４
５
４
４
５
２
３
３
３

街
２
４
６
２
２
７
３
２
２
０
５
７
３
２
４
０
５
２
７

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

新
４
６
０
３
５
８
４
６
９
２
４
６
２
５
６
２
８
２
５

２
３
３
３
３
３
３
３
４
４
４
４
４
４
２
２
３
３

岩
４
６
０
２
８
８
３
９
８
８
６
１
３
９
８
０
６
１
８
３

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

龍
３
７
３
７
９
１
５
０
２
５
８
１
３
８
１
３
８
５
８
２

２
２
２
３
３
３
３
３
３
４
４
３
４
４
１
２
２
３

長
７
１
３
３
５
１
１
６
２
１
１
９
４
６
２
１
３
９
４
１
６

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

元
２
６
０
０
４
７
９
２
８
０
３
５
８
０
６
９
０
５
２
６
９

１
２
２
２
２
３
２
３
３
３
３
４
３
３
４
１
２
２
２

茂
６
３
７
９
７
９
５
５
０
６
５
５
３
８
０
６
５
７
３
８
５
０

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

子
２
５
８
２
７
１
４
６
０
５
７
０
３
５
８
３
６
７
３
９
３
７

１
１
２
２
２
３
２
２
３
３
３
３
３
３
３
１
１
２
２

起
８
４
１
５
７
９
１
７
７
２
８
７
７
５
０
２
８
７
９
５
０
７
２

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

奮
２
５
８
１
５
４
９
１
３
７
２
４
７
０
３
５
０
３
４
０
７
０
４

１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
１
１
２
２

庫
２
０
６
３
７
９
７
９
５
５
０
６
５
５
３
８
０
６
５
７
３
８
５
０

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

土
４
７
９
２
５
９
０
４
７
９
３
８
０
３
６
８
１
６
９
０
６
２
６
０

１
１
１
１
１
１
１
２
１
２
２
２
２
３
２
２
３

１
１
２

荖
６
８
６
２
９
３
５
１
３
９
９
４
０
９
９
７
２
４
０
９
１
７
２
９
４

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

大
１
５
８
１
３
７
１
９
３
５
７
１
７
８
１
４
７
９
５
７
９
４
１
４
８

１
１
１
２

１
１
１
２
１
１
２
２
２
２
２
２
２

１
１
１

屯
３
９
１
９
５
２
６
８
８
０
６
６
１
７
６
６
４
９
１
７
６
８
８
３
０
５

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

大
１
２
７
９
２
５
８
２
７
２
４
６
０
５
７
０
３
５
８
３
６
７
５
２
６
９

１
１
１
２

１
１
１
２
１
１
２
２
２
２
２
２
２

１
１
１

尾
３
６
２
４
２
８
５
９
１
５
７
３
３
８
４
３
３
１
６
８
４
３
５
１
６
３
８

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

虎
４
５
７
１
４
６
９
２
７
３
７
０
２
５
１
３
６
９
１
３
９
２
３
０
６
０
３

１
１
１
１
２
２

１
１
１
１
１
１
１
２
２
１
２
２
１
１
２
２

東
７
０
３
９
１
９
５
２
６
８
２
４
０
０
５
１
０
０
８
３
５
１
０
２
８
３
０
５

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

大
３
８
９
０
５
７
０
３
６
０
７
１
４
６
９
５
７
０
２
５
７
３
６
７
３
０
４
７

１
１
１
２
２
２
３

１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
１
２
２
２

南
５
２
５
８
４
６
４
０
７
１
３
７
９
５
５
０
６
５
５
３
８
０
６
５
７
３
８
５
０

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

斗
３
７
１
２
４
８
１
４
６
０
４
０
４
７
９
３
８
０
３
６
８
１
６
９
０
７
３
７
３

１
１
１
１
２
２
２
３
３
１
１
１
１
２
１
２
２
２
２
３
２
２
３
１
２
２
１

府
報

第
二
千
二
百
六
十
三
號

昭
和
九
年
十
二
月
一
日

◎
阿
里
山
鐵
道
一
般
客
貨
取
扱
區
間
一
部
変
更

阿
里
山
鐵
道
東
山
驛
ヲ
廢
止
シ
嘉
義
起
點
七
十
九
粁
七
四
八
米
ニ
兒
玉
駅
ヲ
新

設
左
記
ニ
依
リ
昭
和
九
年
十
二
月
一
日
ヨ
リ
一
般
貨
物
ノ
運
輸
營
業
竝
ニ
一
般

便
乘
者
ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス

同
鐵
道
眠
月
、
塔
山
両
驛
ニ
於
ケ
ル
一
般
家
物
ノ
運
輸
營
業
竝
ニ
一
般
便
乘
者



ノ
取
扱
ハ
同
日
限
リ
之
ヲ
廢
止
ス

昭
和
九
年
十
二
月
一
日

營

林

所

長

一

新
設
兒
玉
駅
ヨ
リ
各
驛
ニ
至
ル
營
業
粁
程
竝
ニ
便
乘
料
金

料
金

錢

９

９

０

２

３

３

５

７

２

５

１

９

６

７

４

８

５

１

１

０

９

８

６

４

２

１

９

７

４

２

０

８

５

３

三
等

円

３

３

３

２

２

２

２

２

２

１

１

１

１

１

料
金

錢

８

８

６

１

６

６

０

４

４

０

２

８

２

４

８

６

０

２

２

９

８

６

２

９

５

２

９

４

９

５

１

６

１

７

二
等

円

６

６

５

５

５

５

４

４

４

３

３

２

２

２

１

１

程

分

９

３

５

１

７

１

８

７

１

３

６

５

２

８

４

３

０

粁

９

９

２

９

５

１

６

２

９

５

９

４

９

１

９

３

８

粁

７

７

７

６

６

６

５

５

４

４

３

３

２

２

１

１

名

義

門

橋

産

崎

寮

寮

山

寮

坪

寮

湖

湖

路

那

平

山

麻

履

脳

立

丹

力

社

起

囉

字

遮

萬

里

驛

嘉

北

灣

鹿

竹

木

樟

獨

梨

交

水

奮

哆

十

平

二

阿

備
考

嘉
義
、
北
門
、
灣
橋
及
鹿
麻
産
ノ
各
驛
ニ
至
ル
料
金
ニ
ハ
營
業

線
ノ
旅
客
運
賃
ヲ
含
ム

二

兒
玉
、
阿
里
山
間
列
車
時
刻
表

上
リ

下
リ

阿
里

山
發

兒
玉

著
兒

玉
發

阿
里

山
著

ゼ
時

分
時

分
時

分
時

分

6
.

3
0

7
.

2
0

8
.

00
8

.
5

0
ゴ

2
.

4
0

3
.

3
0

4
.

10
5

.
0

0

府
報

第
二
千
三
百
七
號

昭
和
十
年
二
月
三
日

彙
報

通

運

◎
旅
客
線
用
停
車
場
新
設

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
營
業
鐵
道
嘉
義
線
ニ
旅
客

線
用
停
車
場
新
設
シ
昭
和
十
年
二
月
一
日
ヨ
リ
運
輸
營
業
開
始
セ
リ
其
ノ
營
業

哩
程
左
ノ
通

園蔴烏

厝

６・

蔡

１

尾

６

２

・

・

埤

１

３

興

１

７

３

・

・

・

場

萬

２

３

５

車

林

１

２

８

４

・

・

・

・

停

水

２

４

５

７



設

厝

３

４

５

１

７

間

・

・

・

・

・

新

土

２

４

６

８

９

ハ

港

２

５

６

７

３

９

・

・

・

・

・

・

○

北

３

５

７

９

１

２

１

１

厝

７

９

２

３

４

０

６

頭

・

・

・

・

・

・

・

板

２

５

８

０

２

４

５

１

１

１

１

港

７

４

６

９

０

４

０

６

・

・

・

・

・

・

・

・

新

２

５

８

０

３

２

４

５

１

１

１

１

１

厝

０

７

４

６

９

０

１

７

３

公

・

・

・

・

・

・

・

・

・

菜

４

６

９

２

４

７

９

０

２

１

１

１

１

２

２

山

６

６

３

０

２

５

６

７

３

９

斗

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

牛

２

６

９

２

５

７

９

１

３

４

１

１

１

１

２

２

２

庄

２

８

８

５

２

４

７

８

９

５

１

尾

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

北

４

６

０

３

６

９

１

３

５

７

９

１

１

１

１

２

２

２

２

２

圍

８

０

６

６

３

０

２

５

６

７

３

９

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

竹

１

６

８

２

５

８

１

３

５

７

９

０

１

１

１

２

２

２

２

２

３

義

８

６

８

４

４

１

８

０

３

４

５

１

７

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

嘉

０

２

６

９

３

６

８

２

４

６

８

０

１

１

１

１

２

２

２

２

３

３

府
報

第
二
千
三
百
九
十
一
號

昭
和
十
年
五
月
十
七
日

彙
報

通

運

◎
私
設
鐵
道
營
業
粁
程
變
更

鹽
水
港
製
糖
株
式
會
社
營
業
鐵
道
布
袋
線
崙
路

一
部
変
更
ノ
為
其
ノ
營
業
粁
程
ヲ
左
ノ
通
變
更
五
月
十
八
日
ヨ
リ
實
施
ス

４

７

０

１

９

８

９

３

３

袋

・

・

・

・

・

・

・

・

・

２

１

７

５

３

２

９

６

２

布

２

２

１

１

１

１

１

４

７

８

６

５

６

０

港

・

・

・

・

・

・

・

・

東

０

９

４

２

１

０

７

４

前

２

１

１

１

１

１

１

４

７

８

６

５

６

寮

・

・

・

・

・

・

・

溪

６

５

０

８

７

６

３

安

１

１

１

５

８

１

２

０

９

竹

・

・

・

・

・

・

２

１

７

５

４

２

義

１

１



６

９

２

３

１

内

・

・

・

・

・

９

８

４

２

１

岸

５

８

１

２

水

・

・

・

・

８

７

３

１

鹽

３

６

９

門

・

・

・

７

６

１

南

４

７

宮

・

・

子

５

４

太

７

前

・

場

０

工

營新

府
報

第
二
千
四
百
五
十
一
號

昭
和
十
年
七
月
二
十
七
日

彙
報

○
通

運

○
私
設
鐵
道
運
輸
營
業
開
始

明
治
製
糖
株
式
會
社
營
業
鐵
道
南
投
支
線
運
輸

營
業
開
始
ノ
件
七
月
二
十
三
日
附
許
可
セ
ラ
レ
タ
リ
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通

濁

水
粁

〇
・
八

名

間

○
印
ハ
新
設
停
車
場

五
・
六

四
・
八

新

街

八
・
六

七
・
八

三
・
〇

三

塊

厝

○明

治

九
・
〇

八
・
二

三
・
四

〇
・
四

○

南

投

府
報

第
二
千
五
百
三
號

昭
和
十
年
九
月
二
十
七
日

○
公
告

○
運

輸

◎
阿
里
山
鐵
道
ニ
停
車
場
新
設
竝
ニ
營
業
開
始

阿
里
山
鐵
道
嘉
義
起
點
八
二
粁
三
九
八
米
ニ
新
高
口
驛
ヲ
新
設
昭
和
十
年
十
月

十
日
ヨ
リ
一
般
便
乘
者
ノ
取
扱
竝
ニ
一
般
貨
物
ノ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
營

業
粁
程
竝
ニ
旅
客
運
賃
左
ノ
如
シ

昭
和
十
年
九
月
二
十
七
日

営
林
所
長

中
瀨
拙
夫

自
新
高
口
驛
至
各
驛
營
業
粁
程
竝
ニ
旅
客
運
賃
（
便
乘
料
金
ヲ
含
ム
）



驛
名

粁
程

三
等

二
等

運
賃

運
賃

粁

分

円

錢

円

錢

兒

玉

二
・
七

一
二

二
四

阿
里
山

一
〇
・
七

四
七

九
四

二
萬
平

一
六
・
〇

六
九

一
・
三
八

平
遮
那

二
二
・
一

九
六

一
・
九
二

十
字
路

二
七
・
五

一
・
一
九

二
・
三
八

哆
囉
嘕

三
一
‧
九

一
・
三
八

二
・
七
六

奮
起
湖

三
七
・
二

一
・
六
〇

三
・
二
〇

水
社
寮

四
二
・
三

二
・
〇
七

四
・
一
四

梨
圓
寮

五
一
・
八

二
・
二
三

四
・
四
六

獨
立
山

五
五
・
四

二
・
三
九

四
・
七
八

樟
脳
寮

五
九
・
五

二
・
五
六

五
・
一
二

木
履
寮

六
三
・
八

二
・
七
五

五
・
五
〇

竹
ノ
崎

六
八
・
四

二
・
九
五

五
・
九
〇

鹿
麻
産

七
一
・
八

三
・
〇
四

六
・
〇
五

灣

橋

七
五
・
二

三
・
一
二

六
・
二
〇

北

門

八
一
・
〇

三
・
二
七

六
・
四
五

嘉

義

八
二
・
六

三
・
三
一

六
・
五
二

府
報

第
二
千
五
百
三
號

昭
和
十
年
九
月
二
十
七
日

○
公
告

○
運

輸

◎
阿
里
山
鐵
道
列
車
時
刻
改
正

昭
和
十
年
十
月
十
日
ヨ
リ
阿
里
山
鐵
道
列
車
時
刻
ヲ
別
表
ノ
通
改
正
シ
始
政
四

十
周
年
記
念
臺
灣
博
覧
會
々
期
中
之
ヲ
實
施
ス

昭
和
十
年
九
月
二
十
七
日

営
林
所
長

中
瀨
拙
夫

（
時
刻
表

省
略
）

府
報

第
二
千
五
百
十
三
號

彙
集

○
通

運

○
私
設
鐵
道
營
業
粁
程
變
更

鹽
水
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
布
袋
線
工
場
前
停

車
場
移
轉
ニ
伴
ヒ
同
線
營
業
粁
程
左
ノ
通
變
更
十
月
一
日
ヨ
リ
實
施
セ
リ

袋布

港

３

東

・

前

２

寮

０

３

溪

・

・

安

４

６

竹

６

６

９

・

・

・

義

３

７

９



内

９

５

５

８

・

・

・

・

岸

２

６

０

２

１

１

水

１

０

６

６

９

・

・

・

・

・

鹽

１

４

７

１

３

１

１

門

２

８

２

８

８

１

・

・

・

・

・

・

南

１

２

５

８

２

５

１

１

宮

９

１

２

１

７

７

０

子

・

・

・

・

・

・

・

太

１

３

４

７

０

４

７

１

１

１

前

６

５

７

８

７

３

３

６

場

・

・

・

・

・

・

・

・

工

４

６

７

８

１

５

９

１

１

１

１

２

營

８

４

３

５

６

５

１

１

４

・

・

・

・

・

・

・

・

・

新

０

５

７

８

９

２

６

０

２

１

１

２

２

府
報
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府
報

第
二
千
六
百
九
號

昭
和
十
一
年
二
月
十
三
日

公
告

◎
阿
里
山
鐵
道
列
車
時
刻
改
正

昭
和
十
一
年
二
月
十
二
日
ヨ
リ
阿
里
山
鐵
道
列
車
時
刻
ヲ
左
ノ
通
改
正
ス

昭
和
十
一
年
二
月
八
日

臺
灣
總
督
府
營
林
所

（
時
刻
表

省
略
）

府
報

大
二
千
六
百
七
十
七
號

昭
和
十
一
年
五
月
七
日

告
示
第
五
十
五
號

臺
中
線
第
九
隧
道
震
害
復
舊
工
事
ノ
爲
昭
和
十
一
年
六
月
一
日
ヨ
リ
同
年
十
二

月
三
十
一
日
迄
后
里
停
車
場
ニ
於
ケ
ル
運
輸
營
業
ヲ
中
止
ス

昭
和
十
一
年
五
月
七
日

臺
灣
総
督

中
川

健
藏

府
報

第
二
千
六
百
八
十
六
號

昭
和
十
一
年
五
月
十
七
日

彙
集

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
運
輸
營
業
開
始

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
崙
背
線
延
長
線
運

有
營
業
開
始
ノ
件
五
月
十
三
日
附
許
可
セ
ラ
レ
タ
リ

霄

其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通

興

化

厝

粁
一
・
四

霄

仁

厝

二
・
六

一
・
二

麥

寮

府
報

第
二
千
六
百
八
十
六
號

昭
和
十
一
年
五
月
十
七
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
運
輸
營
業
開
始

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
橋
頭
、
三
姓
間
運

輸
營
業
開
始
ノ
件
五
月
十
三
日
附
許
可
セ
ラ
レ
タ
リ

其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通

橋

頭

粁
一
・
〇

三

姓

府
報

第
二
千
六
百
八
十
七
號

昭
和
十
一
年
五
月
十
九
日



彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
營
業
粁
程
變
更

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
小
梅
線
營
業
粁
程

實
測
ノ
結
果
左
記
ノ
通
變
更
ノ
屆
出
ア
リ
タ
リ

大

林

大

埔
北

勢
潭

墘
大

湖

大

林
排
子
路
頂

坪
溪

口
埤
子
頭
新

巷

工
場
前

粁

小

梅

四
・
六

七
・
八
一
〇
・
四
一
二
・
三
一
三
・
一
一
四
・
九
一
八
・
八
二
〇
・
二
二
三
・
二
二
五
・
八
三
〇
・
七

府
報

第
二
千
七
百
十
四
號

昭
和
十
一
年
六
月
二
十
日

朕
帝
國
議
會
ノ
協
賛
ヲ
經
タ
ル
臺
灣
私
設
鐵
道
補
助
法
中
改
正
法
律
ヲ
裁
可
シ

茲
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

昭
和
十
一
年
五
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

広
田

弘
毅

大

蔵

大

臣

馬
場

鍈
一

拓

務

大

臣

永
田
秀
次
郎

法
律
第
四
十
一
號

臺
灣
私
設
鐵
道
補
助
法
中
左
ノ
通
改
正
ス

（
補
助
法
詳
細
は
別
紙
）

府
報

大
二
千
七
百
三
十
五
號

昭
和
十
一
年
七
月
十
五
日

告
示
大
百
十
四
號

昭
和
十
一
年
七
月
二
十
日
ヨ
リ
左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス

但
シ
本
停
車
場
ニ
於
テ
ハ
貸
切
貨
物
ノ
ミ
ヲ
取
扱
フ

昭
和
十
一
年
七
月
十
五
日

臺
灣
総
督

中
川

健
藏

停
車
場
名

中
里

位

置

臺
北
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羅
東
郡
五
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庄
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粁
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粁
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一
米

隣
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驛
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自
二
結
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粁
一
九
〇
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至
羅
東
一
粁
九
二
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米

府
報

第
二
千
八
百
十
一
號

昭
和
十
一
年
十
月
十
五
日

府
令
第
九
十
一
號

大
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十
一
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府
令
十
五
號
臺
灣
總
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府
交
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運
輸
規
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左
ノ
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改
訂
ス

昭
和
十
一
年
十
月
十
五
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造
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規
程
改
定
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別
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）

府
報

第
二
千
八
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四
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昭
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彙
報

◎
機
動
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車
場
設
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會
社
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馬
場
町
外
機
動
車
專
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車
場
ヲ
新
設
營
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開
始
セ
リ
其
ノ
營
業
粁
程
左
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昭
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十
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七
日

告
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百
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昭
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十
一
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告
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第
五
十
五
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ニ
依
リ
昭
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十
一
年
六
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一
日
ヨ
リ
同
年
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二

月
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十
一
日
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后
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停
車
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於
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運
輸
營
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中
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小
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・

・

・

・

・

頂

２

３

４

６

９

湖

９

０

４

０

２

０

溪

・

・

・

・

・

・

北

１

４

５

６

８

１１

湖

９

０

４

３

９

１

９

・

・

・

・

・

・

・

溪

１

４

５

６

６

９

１１

湖

２

１

０

１

５

１

３

１

溪

・

・

・

・

・

・

・

・

新

０

１

３

５

６

７

９

２１

厝

２

２

４

３

２

７

３

５

１

・

・

・

・

・

・

・

・

・

巫

２

４

４

５

７

８

９

１

２

１

１

湳

０

２

４

３

２

３

７

３

５

３



重

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

二

２

４

４

５

７

９

０

１

３

６

１

１

１

１

心

１

１

３

５

４

３

４

８

４

６

４

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

坡

２

４

６

６

７

９

１

２

３

５

８

１

１

１

１

１

林

６

７

７

９

１

０

９

０

４

０

２

０

員

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

南

２

４

６

８

９

０

１

４

５

６

８

１

１

１

１

１

１

１

２

員

２

８

９

９

１

３

２

１

２

６

２

４

２

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

林

０

２

４

６

９

９

０

２

４

５

６

８

１

１

１

１

１

１

１

２

府
報

第
二
千
九
百
六
十
八
號

昭
和
十
二
年
五
月
一
日

府
令
第
五
十
號

大
正
十
一
年
府
令
十
五
號
臺
灣
總
督
府
交
通
局
運
輸
規
程
中
左
ノ
通
改
訂
ス

昭
和
十
二
年
五
月
一
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

（
改
訂
の
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
二
千
九
百
六
十
八
號

昭
和
十
二
年
五
月
一
日

告
示
第
八
十
八
號

昭
和
十
二
年
五
月
一
日
ヨ
リ
左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
但

シ
本
停
車
場
ニ
於
テ
ハ
桃
園
苗
栗
間
及
頭
圍
蘇
澳
間
運
轉
ノ
ガ
ソ
リ
ン
動
車
ニ

依
リ
該
區
間
ニ
乘
降
ス
ル
旅
客
ニ
限
リ
取
扱
ヒ
手
荷
物
、
小
荷
物
、
附
隨
小
荷

物
及
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
爲
サ
ズ

昭
和
十
二
年
五
月
一
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

停
車
場
名

所
在
地

粁
程

新
竹
州
中
壢
郡

基
隆
起
點

自
楊
梅
四
粁
五

三

湖

楊
梅
庄
上
陰
影
窩

八
一
粁
七

至
伯
公
岡
二
粁
四

新
竹
州
新
竹
郡

同

自
湖
口
二
粁
八

波
羅
汶

湖
口
庄
波
羅
汶

九
二
粁
六

至
山
崎
三
粁
三

新
竹
州
新
竹
郡

同

自
竹
北
一
粁
四

斗

崙

六
家
庄
斗
崙

一
〇
二
粁
三

至
新
竹
四
粁
四

新
竹
州
新
竹
郡

同

自
新
竹
四
粁
八

香
山
坑

香
山
庄
香
山
坑

一
一
一
粁
五

至
香
山
三
粁
三

新
竹
州
新
竹
郡

同

自
香
山
二
粁
一

内

湖

香
山
庄
鹽
水
港

一
一
六
粁
九

至
崎
頂
四
粁
三

新
竹
州
竹
南
郡

同

自
崎
頂
二
粁
八

山

寮

竹
南
庄
營
盤
邊
字
山
寮

一
二
四
粁
〇

至
竹
南
一
粁
七

新
竹
州
竹
南
郡

同

自
竹
南
二
粁
六

尖

山

頭
份
庄
尖
山
下

一
二
八
粁
三

至
造
橋
二
粁
八

臺
北
州
宜
蘭
郡

同

自
頭
圍
二
粁
二

頂

埔

頭
圍
庄
下
埔
字
頂
埔

六
三
粁
八

至
礁
溪
四
粁
一

臺
北
州
宜
蘭
郡

同

自
頭
圍
四
粁
一



二

圍

頭
圍
庄
二
圍

六
五
粁
七

至
礁
溪
二
粁
二

臺
北
州
宜
蘭
郡

同

自
礁
溪
一
粁
三

南
礁
溪

礁
溪
庄
礁
溪

六
九
粁
二

至
四
結
三
粁
四

臺
北
州
羅
東
郡

同

自
羅
東
三
粁
〇

武

罕

冬
山
庄
珍
珠
里
間

八
八
粁
一

至
冬
山
二
粁
〇

府
報

第
二
千
九
百
六
十
八
號

昭
和
十
二
年
五
月
一
日

告
示
第
八
十
九
號

昭
和
十
二
年
五
月
一
日
ヨ
リ
中
里
停
車
場
ニ
於
テ
左
記
ニ
依
リ
旅
客
ノ
取
扱
ヲ

開
始
ス

昭
和
十
二
年
五
月
一
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

一

本
停
車
場
ニ
於
テ
ハ
手
荷
物
、
小
荷
物
及
附
隨
小
荷
物
ノ
取
扱
ヲ
爲
サ
ズ

二

本
停
車
場
ニ
於
テ
ハ
頭
圍
蘇
澳
間
運
轉
ノ
ガ
ソ
リ
ン
動
車
ニ
依
リ
該
區
間

ニ
乘
降
ス
ル
旅
客
ニ
限
リ
取
扱
フ

府
報

第
三
千
三
號

昭
和
十
二
年
六
月
十
二
日

○
彙
報

○
運

輸

◎
停
車
塲
設
置

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
南
靖
線
ニ
新
太
保
停
車
塲
ヲ
新
設

シ
昭
和
十
二
年
六
月
十
六
日
ヨ
リ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
、
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ

通

自
新

太
保

頂
過

大
溪

竹
子

水
咸

驛
名

水
上

南
靖

大
崙

後
潭

太
保

嘉
義

過
溝

溝
厝

脚
厝

粁
分

粁
分

粁
分

粁
分

粁
分

粁
分

粁
分

粁
分

粁
分

粁
分

粁
分

粁
程

8
.9

8
.6

5.7
4

.2
2.7

1
.3

1
8

.4
1

5.5
1

3
.4

小
槺

驛
名

溪
南

田
尾

蒜
頭

朴
子

港
墘

榔

粁
分

粁
分

粁
分

粁
分

粁
分

粁
分

粁
程

7
.2

5
.5

2.9
4

.7
8

.7
1

2.2

府
報

第
三
千
二
十
一
號

昭
和
十
二
年
七
月
四
日

告
示
第
百
三
十
九
號

臺
中
線
震
災
復
舊
工
事
ノ
爲
昭
和
十
二
年
八
月
一
日
ヨ
リ
昭
和
十
三
年
一
月
二

十
五
日
迄
十
六
份
停
車
場
ニ
於
ケ
ル
運
輸
營
業
ヲ
中
止
ス

昭
和
十
二
年
七
月
四
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

府
報

第
三
千
二
十
一
號

昭
和
十
二
年
七
月
四
日

告
示
第
百
三
四
十
號

臺
中
線
第
八
隧
道
震
災
復
舊
工
事
ノ
爲
豫
テ
大
安
停
車
場
ニ
於
ケ
ル
運
輸
營
業



中
ノ
處
同
隧
道
工
事
完
成
ニ
付
昭
和
十
二
年
八
月
一
十
五
日
ヨ
リ
運
輸
營
業
ヲ

開
始
ス

昭
和
十
二
年
七
月
四
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

府
報

第
三
千
百
二
號

昭
和
十
二
年
十
月
九
日

彙
報

○
私
設
鐵
道
機
動
車
專
用
停
車
場
營
業
開
始

大
日
本
製
糖
株
式
會
社

鐵
道
和
美
線
ニ
機
動
車
專
用
停
車
場
ヲ
新
設
シ
昭
和
十
二
年
十
月
一
日
ヨ
リ
運

輸
營
業
開
始
セ
リ
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通

港鹿

厝

９・

前

０

子

０

９

溝

・

・

崎

３

３

厝

５

５

４

塊

・

・

・

三

１

４

５

山

７

２

２

１

鳴

・

・

・

・

馬

０

２

５

６

脚

５

２

７

７

６

桐

・

・

・

・

・

莿

１

２

２

６

７

下

脚

９

４

１

６

６

５

桐

・

・

・

・

・

・

莿

０

２

３

４

７

８

厝

６

５

０

７

２

２

１

和

・

・

・

・

・

・

・

平

０

１

３

３

５

８

９

口

２

８

７

２

９

４

４

３

門

・

・

・

・

・

・

・

・

西

１

１

２

４

４

６

９

０１

化

０

２

８

７

２

９

４

４

３

・

・

・

・

・

・

・

・

・

彰

１

２

２

３

５

５

７

０

１

１

１

子

６

６

８

４

３

８

５

０

０

９

溝

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

過

０

１

２

３

４

５

６

８

１

１

１

１

厝

５

１

１

３

９

８

３

０

５

５

４

盛

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

茂

１

２

３

４

４

５

７

８

９

２

３



１

１

子

８

３

９

９

１

７

６

１

８

３

３

２

庄

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

新

０

２

２

３

５

５

６

８

８

０

３

４

１

１

１

寮

５

３

８

４

４

６

２

１

６

３

８

８

７

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

中

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

３

４

１

１

１

橫

５

０

８

３

９

９

１

７

６

１

８

３

３

２

社

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

會

０

１

１

３

３

４

６

６

７

９

９

１

４

５

１

１

１

井

３

８

８

１

６

２

２

４

０

９

４

１

６

６

５

子

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

柑

１

１

２

３

４

５

６

７

８

８

０

１

２

５

６

１

１

１

１

１

子

８

１

６

１

９

４

０

０

２

８

７

２

９

４

４

３

團

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

竹

０

２

２

３

３

５

６

７

８

８

９

１

１

３

６

７

１

１

１

１

１

美

１

９

２

７

２

０

５

１

１

３

９

９

３

０

５

５

４

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

和

１

１

３

３

４

５

６

７

８

９

９

０

２

３

４

７

８

１

１

１

１

１

１

頭

６

７

５

８

３

８

６

１

７

７

９

５

４

９

６

１

１

０

勢

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

北

０

１

２

３

４

４

５

７

７

８

９

０

１

２

３

５

８

９

１

１

１

１

１

１

１

眉

５

１

２

０

３

８

３

１

６

２

２

４

０

９

４

１

６

６

５

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

月

０

１

２

３

４

４

５

６

７

８

９

０

１

１

３

４

５

８

９

１

１

１

１

１

１

１

１

犂

８

３

９

０

８

１

６

１

９

４

０

０

２

８

７

２

９

４

４

３

張

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

五

１

２

２

４

４

６

６

７

７

９

０

１

２

２

３

５

５

７

０

１

十

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

西

２

０

５

１

２

０

３

８

３

１

６

２

２

４

０

９

４

１

６

６

５

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

線

１

３

３

４

５

６

７

７

８

９

０

１

２

３

４

４

６

７

８

１

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

府
報

第
三
千
百
十
一
號

昭
和
十
二
年
十
月
十
九
日

告
示
第
二
百
五
十
二
號

臺
東
花
蓮
港
兩
廳
下
地
名
改
正
ニ
伴
ヒ
臺
東
線
停
車
場
名
中
左
ノ
通
改
正
シ
昭

和
十
二
年
十
一
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
實
施
ス

昭
和
十
二
年
十
月
十
九
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

舊
停
車
塲
名

改
正
停
車
場
名

改
正
所
在
地
名

荳

蘭

田

浦

た
う
ら

花
蓮
港
廳
花
蓮
郡
花
蓮
港
街
花
蓮
港

馬
太
鞍

上

大

和

か
み
や
ま
と

同

鳳
林
郡
鳳
林
庄
上
大
和

拔

子

白

川

し
ら
か
は

同

同

瑞
穂
庄
白
川

大

庄

東
部
大
里

と
う
ぶ
お
ほ
ざ
と

同

玉
里
郡
富
里
庄
大
里

頭
人
埔

東
部
竹
田

と
う
ぶ
た
け
だ

同

同

同

竹
田

公

埔

富

里

と
み
ざ
と

同

同

同

富
里

里

壠

關

山

か
ん
ざ
ん

臺
東
廳
關
山
郡
關
山
庄
關
山



初
鹿
尾

初

鹿

は
つ
じ
か

同

臺
東
郡
卑
南
庄
初
鹿

府
報

第
三
千
百
十
五
號

昭
和
十
二
年
十
月
二
十
三
日

告
示
第
二
百
六
十
二
號

昭
和
十
二
年
十
二
月
一
日
ヨ
リ
左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
開
始

ス
昭
和
十
二
年
十
月
二
十
三
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

停
車
場
名

所

在

地

粁

程

臺
北
州
臺
北
市
樺

基
隆
起
點

自
松
山
五
粁
二

樺
山

山
町
五
一
蕃
地

二
七
粁
四

至
臺
北
一
粁
二

府
報

第
三
千
百
十
五
號

昭
和
十
二
年
十
月
二
十
三
日

告
示
第
二
百
六
十
三
號

昭
和
十
二
年
十
一
月
三
十
日
限
リ
臺
北
停
車
場
及
大
稻
埕
停
車
場
ニ
於
ケ
ル
貨

物
ノ
取
扱
ヲ
廢
止
ス

昭
和
十
二
年
十
月
二
十
三
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

府
報

第
三
千
百
五
十
三
號

昭
和
十
二
年
十
二
月
九
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
運
輸
營
業
開
始

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
海
口
線
運
輸
營
業

開
始
ノ
件
十
二
月
四
日
附
許
可
セ
ラ
レ
タ
リ
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通

五

塊

厝

粁
二
・
九

海

口

府
報

第
三
千
百
八
十
二
號

昭
和
十
三
年
一
月
十
八
日

告
示
第
十
二
號

昭
和
十
二
年
告
示
第
百
三
十
九
號
（
十
六
份
停
車
場
ニ
於
ケ
ル
運
輸
營
業
中
止

ノ
件
）
中
營
業
中
止
ノ
期
間
ヲ
昭
和
十
三
年
二
月
二
十
八
日
迄
延
長
ス

昭
和
十
三
年
一
月
十
八
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

府
報

第
三
千
二
百
十
三
號

府
令
第
十
七
號

明
治
四
十
二
年
府
令
第
二
十
二
號
臺
灣
私
設
鐵
道
係
員
職
制
左
ノ
通
改
定
ス

昭
和
十
三
年
二
月
二
十
四
日

臺
灣
総
督

小
林

躋
造

臺
灣
私
設
鐵
道
係
員
職
制

（
改
定
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
三
千
二
百
十
七
號

昭
和
十
三
年
三
月
一
日

彙
報

○
通

運



◎
私
設
鐵
道
停
車
場
營
業
休
止
ノ
件

臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
里
港
線
ホ
テ

ル
前
停
車
場
は
跨
線
橋
架
設
工
事
ノ
為
左
ノ
通
運
輸
營
業
ヲ
休
止
ス

位

置

高
雄
州
屛
東
市
屛
東
一
九
五
ノ
三
五
蕃
地
屛
東
工
場
線
間

營
業
休
止

自
昭
和
一
三
年
二
月
二
十
八
日

期

間

至
昭
和
十
三
年
十
月
三
十
一
日

府
報

第
三
千
二
百
九
十
四
號

昭
和
十
三
年
六
月
一
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
新
設
停
車
場
營
業
開
始

臺
北
鐵
道
株
式
會
社
萬
華
新
店
間
鐵
道

ニ
二
十
張
停
車
場
ヲ
新
設
シ
昭
和
十
三
年
五
月
二
十
八
日
ヨ
リ
運
輸
營
業
ヲ
開

始
ス
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通
（
監
督
課
）

自
二
十
張

製

瓶

大
坪
林
公

驛

名
萬

華
馬
場
町
螢

橋
古
亭
町
仙
公
廟
水
源
地
公

館
十
五
分

景

尾

會
社
前

学
校
前

粁

粁

程

七
・
六

六
・
五

五
・
七

五
・
〇

四
・
二

三
・
七

三
・
〇

一
・
八

一
・
一

〇
・
八

〇
・
四

郡

役

驛

名
大
坪
林
七

張
新

店
所

前

粁

程

〇
・
九

一
・
一

二
・
八

三
・
一

府
報

第
三
千
三
百
十
九
號

昭
和
十
三
年
六
月
三
十
日

告
示
第
二
百
四
十
七
號

宜
蘭
線
頭
圍
蘇
澳
間
ガ
ソ
リ
ン
動
車
運
轉
休
止
ノ
爲
昭
和
十
三
年
七
月
一
日
ヨ

リ
當
分
ノ
間
左
記
停
車
場
ノ
運
輸
營
業
ヲ
中
止
ス

昭
和
十
三
年
六
月
三
十
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

停
車
場
名

所
在
地

粁

程

粁

頂
埔

臺
北
州
宜
蘭
郡
頭
圍
庄
下
埔
字
頂
埔

基
隆
起
點

六
三
・
二

二
園

同

頭
圍
庄
二
圍

同

六
五
・
七

南
礁
溪

同

礁
溪
庄
礁
溪

同

六
九
・
二

武
罕

同

羅
東
郡
冬
山
庄
珍
珠
里
簡

同

八
八
・
一

府
報

第
三
千
三
百
十
九
號

昭
和
十
三
年
六
月
三
十
日

告
示
第
二
百
四
十
八
號

宜
蘭
線
頭
圍
蘇
澳
間
ガ
ソ
リ
ン
動
車
運
轉
休
止
ノ
爲
昭
和
十
三
年
七
月
一
日
ヨ

リ
當
分
ノ
間
中
里
停
車
場
ニ
於
ケ
ル
旅
客
ノ
取
扱
ヲ
中
止
ス

昭
和
十
三
年
六
月
三
十
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

府
報

第
三
千
三
百
六
十
八
號

昭
和
十
三
年
八
月
二
十
四
日

告
示
二
百
九
十
六
號

水
害
ノ
爲
線
路
不
通
ニ
付
昭
和
十
三
年
九
月
十
日
迄
縦
貫
線
淡
文
湖
及
大
山
脚

停
車
場
ニ
於
ケ
ル
運
輸
營
業
ヲ
中
止
ス

昭
和
十
二
年
八
月
二
十
四
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造



府
報

第
三
千
三
百
八
十
四
號

昭
和
十
三
年
九
月
十
一
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
運
輸
營
業
開
始
竝
ニ
停
車
場
廢
止

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
麻

豆
線
及
同
連
絡
線
八
月
十
六
日
ヨ
リ
營
業
開
始
ス
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通
尚
右

營
業
開
始
ト
同
時
ニ
既
設
麻
豆
停
車
場
（
番
子
田
起
點
八
粁
〇
分
本
社
前
新
麻

豆
間
）
ハ
廢
止
ス

豆

○

麻

口

５

○

・

巷

０

港

１

６

重

・

・

二

０

０

２

２

州

５

６

１

驛

・

・

・

中

１

８

９

設

１

１

新

甲

９

４

７

２

・

・

・

・

ハ

學

２

４

５

６

１

１

印

灣

８

７

２

９

４

○

・

・

・

・

・

大

２

５

７

２

３

１

１

興

７

５

４

９

２

７

里

・

・

・

・

・

・

佳

２

５

８

９

０

０

１

１

里

３

０

８

７

２

９

４

・

・

・

・

・

・

・

佳

２

５

７

０

２

７

８

１

１

廟

２

５

２

０

９

４

７

２

良

・

・

・

・

・

・

・

・

子

４

６

９

２

４

６

３

４

１

１

１

豆

２

４

７

４

２

１

６

５

０

麻

・

・

・

・

・

・

・

・

・

新

３

７

９

２

５

８

９

０

１

１

１

１

１

前

５

７

９

２

９

７

６

１

５

０

社

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

本

２

５

９

２

４

７

０

２

２

３

１

１

１

２

２



０

５

７

９

２

９

７

６

１

５

０

子

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

寮

２

４

７

１

４

６

９

２

４

４

５

１

１

１

１

２

２

庄

５

５

０

２

４

７

４

２

１

６

０

５



・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

西

１

３

６

９

３

５

８

１

４

５

６

６

１

１

１

２

２

２

田

７

２

２

７

９

１

４

１

９

８

３

７

２

子

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

番

２

４

６

８

１

６

８

１

３

８

８

８

９

１

１

１

２

２

２

２

府
報

第
三
千
三
百
八
十
六
號

昭
和
十
三
年
九
月
十
四
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
營
業
廢
止
ノ
件

帝
國
製
糖
株
式
會
社
營
業
鐵
道
聚
興
線
（
旱
溪

ー
聚
興
間
九
粁
七
分
）
ハ
九
月
六
日
限
廢
止
セ
リ

府
報

第
三
千
四
百
九
號

昭
和
十
三
年
十
月
十
二
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
營
業
粁
程
竝
ニ
運
賃
制
定

鹽
水
港
製
糖
株
式
會
社
布
袋
線
ニ

「
パ
ル
プ
」
工
場
前
及
「
パ
ル
プ
」
工
場
（
貨
物
專
用
）
停
車
場
ヲ
新
設
シ
昭

和
十
三
年
十
月
一
日
ヨ
リ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通

袋布

港

３

東

・

前

２

場

寮

０

３

車

溪

・

・

安

４

６

停設

竹

６

６

９

・

・

・

新

義

３

７

９

ハ

内

８

４

４

７

印

・

・

・

・

岸

２

６

０

２

○

１

１

水

０

８

４

４

７

・

・

・

・

・

鹽

１

３

７

１

３

１

１

門

２

２

０

６

６

９

・

・

・

・

・

・

南

１

２

５

８

２

４

１

１

宮

９

１

１

９

５

５

８

子

・

・

・

・

・

・

・

太

１

３

４

６

０

４

６

１

１

１

プ
場

８

７

９

９

７

３

３

６

ル

・

・

・

・

・

・

・

・



パ
工

２

４

５

６

９

３

７

９

１

１

１

プ
前

７

１

０

２

２

０

６

６

９

ル
場

・

・

・

・

・

・

・

・

・

パ
工

０

２

４

５

６

９

２

６

８

１

１

１

前

５

０

６

５

７

７

５

１

１

４

場

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

工

２

３

４

６

７

８

１

５

９

１

１

１

１

２

營

８

３

０

４

３

５

５

３

９

９

２

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

新

０

３

４

５

７

８

９

２

５

９

２

１

１

１

２

府
報

第
三
千
四
百
十
四
號

昭
和
十
三
年
十
月
十
九
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
線
路
一
部
勾
配
變
更
及
營
業
休
止

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
鐵
道

大
甲
線
中
線
路
一
部
改
良
工
事
ノ
為
左
ノ
通
運
輸
營
業
ヲ
休
止
ス

一

營
業
休
止
起
點

磁

停
車
場

后
里
起
點
十
三
粁
六
分

二

營
業
休
止
終
點

大
甲
停
車
場

后
里
起
點
二
一
粁
五
分

三

休
止
豫
定
期

自
昭
和
十
三
年
十
月
十
二
日

至
昭
和
十
三
年
十
一
月
三
十
日

府
報

第
三
千
四
百
二
十
四
號

昭
和
十
三
年
十
一
月
二
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
營
業
粁
程
竝
ニ
運
賃
制
定

臺
北
鐵
道
株
式
會
社
萬
華
、
新
店
間

ニ
堀
江
貨
物
停
車
場
ヲ
新
設
シ
昭
和
十
三
年
十
月
二
十
九
日
ヨ
リ
運
輸
營
業
ヲ

開
始
ス
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通

自
堀

江
貨

物
線

古
亭

水
源

十
五

二
十

大
坪

驛
名

萬
華

螢
橋

公
館

景
尾

新
店

町
地

分
張

林

粁
程

0
.5

1
.4

2.1
3

.4
4.0

5
.3

6
.3

7.1
8

.0
9.9

府
報

第
三
千
四
百
三
十
六
號

昭
和
十
三
年
十
一
月
十
七
日

彙
集

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
營
業
粁
程
竝
ニ
運
賃
制
定

明
治
製
糖
株
式
會
社
朴
子
線
ニ
竹
子

園
停
車
場
ヲ
新
設
シ
昭
和
十
三
年
十
一
月
九
日
ヨ
リ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ

營
業
粁
程
左
ノ
通



自
堀

江
貨

物
線

驛
嘉

大
竹

水
過

溪
田

蒜
小

朴
港

水
南

頂
大

後
太

新

名
溪

古
虞

糠
過

太

義
厝

脚
厝

溝
南

尾
頭

榔
子

巷
上

靖
溝

崙
潭

保
保

粁
0

.8
2.1

4.2
5

.3
7.3

1
0.4

1
2.1

1
4.7

16
.5

2
0.5

20
.4

2
6.5

26
.2

2
3.3

21
.8

2
0.3

18
.9

1
7.6

程

府
報

第
三
千
五
百
八
十
三
號

昭
和
十
四
年
五
月
十
四
日

彙
報

○
通

運

私
設
鐵
道
營
業
粁
程
竝
ニ
運
賃
及
諸
料
金
制
定
ノ
件

盬
水
港
製
糖
株
式
會
社

鐵
道
布
袋
線
、
新
營
、
布
袋
間
ニ
修
理
工
場
前
停
車
場
ヲ
新
設
シ
昭
和
十
四
年

五
月
二
十
日
ヨ
リ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
如
シ
（
鐵
道
部
）

工
場

修
理

パ
ル

太
子

安
溪

前
東

驛
名

新
營

南
門

鹽
水

岸
内

義
竹

布
袋

前
工

場
プ

工
宮

寮
港

前
場
前

粁
程

2
.2

1
.4

0
1

.1
3.2

5
.1

6.3
7

.3
1

0.1
13

.7
1

7
.7

20
.0

府
報

第
三
千
八
百
五
十
六
號

昭
和
十
五
年
四
月
十
日

朕
帝
國
議
會
ノ
協
賛
ヲ
經
タ
ル
臺
灣
私
設
鐵
道
補
助
法
中
改
正
法
律
ヲ
裁
可
シ

茲
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

昭
和
十
五
年
三
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

米
内

光
政

大

蔵

大

臣

機
内

幸
雄

拓

務

大

臣

小
磯

国
昭

法
律
第
八
十
二
號

臺
灣
私
設
鐵
道
補
助
法
中
左
ノ
通
改
正
ス

府
報

第
三
千
六
百
八
十
八
號

昭
和
十
四
年
九
月
十
九
日

告
示
第
三
百
二
十
七
號

昭
和
十
四
年
九
月
二
十
日
ヨ
リ
左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス

昭
和
十
四
年
九
月
十
九
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

停
車
場
名

所

在

地

粁

程

東
花
蓮
港

花
蓮
港
廳
花
蓮
郡
花
蓮
港
街
米
崙

自
花
蓮
港
四
粁
〇

府
報

第
三
千
八
百
五
十
八
號

昭
和
十
五
年
四
月
十
二
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
運
輸
開
始
ノ
件

盬
水
港
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
柳
營
線
貨
物
運
輸

營
業
開
始
ノ
件
四
月
八
日
附
許
可
セ
ラ
レ
タ
リ
、
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通
（
監

督
課
）



新

營

〇
・
九

二
・
四

三
・
二

八
・
四

九
・
一

一
一
・
一

二
一
・
一

工
場
前

一
・
五

二
・
三

七
・
五

八
・
二

一
〇
・
二

二
〇
・
二

○

柳

營

四
・
一

九
・
三

一
〇
・
〇

一
二
・
〇

二
二
・
〇

パ
ル
プ

五
・
二

五
・
九

七
・
九

一
七
・
九

工
場
前

鹽

水

〇
・
七

二
・
七

一
二
・
七

岸

内

二
・
〇

一
二
・
〇

義

竹

一
〇
・
〇

○
印
ハ
新
設
停
車
場

布

袋

府
報

第
三
千
八
百
七
十
八
號

昭
和
十
五
年
五
月
七
日

府
令
第
六
十
四
號

大
正
十
一
年
府
令
百
十
七
號
臺
灣
私
設
鐵
道
補
助
法
施
行
規
則
中
左
ノ
通
改
定

ス
昭
和
十
五
年
五
月
七
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

臺
灣
使
閲
鐵
道
補
助
法
施
行
規
則

（
規
則
詳
細
は
別
紙
）

府
報

第
三
千
九
百
三
十
六
號

昭
和
十
五
年
七
月
十
二
日

告
示
第
二
百
八
十
一
號

左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
昭
和
十
五
年
七
月
十
九
日
ヨ
リ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス

昭
和
十
五
年
七
月
十
二
日

臺
灣
總
督

小
林
躋
造

停
車
場
名

所

在

地

粁

程

高
雄
起
點

自
溪
州
三
粁
八

社
邊

高
雄
州
東
港
郡
林
邊
庄
函
子

石

五
〇
粁
八

至
林
邊
三
粁

同

自
社
邊
三
粁

林
邊

同

林
邊
庄
林
邊

五
三
粁
八

至
佳
冬
四
粁

同

佳
冬

同

佳
冬
庄
佳
冬

自
林
邊
四
粁

五
七
粁
八

同

社
邊
起
點

東
港

自
社
邊
六
粁
二

東
港
街
新
街

六
粁
二

府
報

第
四
千
四
十
六
號

昭
和
十
五
年
十
一
月
二
十
日

○
彙
報

○
通

運

◎
臺
灣
製
糖
株
式
會
社
鳳
山
線
ニ
二
苓
旅
客
專
用
停
車
塲
ヲ
新
設
シ
昭
和
十
五

年
十
一
月
二
十
日
ヨ
リ
運
輸
營
業
ヲ
開
始
ス
其
營
業
粁
程
左
ノ
通



自
二

苓
驛

驛
名

岡
山

西
門

工
場

粁
程

6
.1

5
.2

1
.7

府
報

第
四
千
百
五
十
一
號

昭
和
十
六
年
三
月
三
十
日

告
示
第
二
百
七
號

價
格
統
制
令
第
七
條
ノ
規
程
ニ
依
リ
蒸
汽
機
関
車
ノ
販
売
価
格
左
ノ
通
指
定
ス

昭
和
十
六
年
三
月
三
十
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清

製
造
業
者

車

種

單
位

販
売
價
格

１

鐵
道
省
D

五
一
形

一
輛

一
三
七
、
九
六
〇
・
〇
〇
円

但
シ
軌
間
七

２

ミ
カ
ド
形
（
六
〇
粍
、
空
）

一
輛

八
二
、
五
一
〇
・
〇
〇
円

重
量
四
二
・

六
噸
ノ
モ
ノ

備

考
イ

本
表
ニ
掲
グ
ル
車
種
ハ
軌
間
一
、
０
六
七
粍
（
三
呎
六
吋
）
以
上
ノ

モ
ノ
竝
ニ
鐵
道
及
軌
道
營
業
ノ
モ
ノ
ヲ
謂
フ

ロ

代
理
店
ヲ
經
由
シ
テ
販
賣
ス
ル
場
合
ハ
本
表
價
格
ニ
一
分
ヲ
加
算
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

ハ

本
表
價
格
ハ
１
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
臺
灣
總
督
府
交
通
局
鐵
道
部
基

隆
用
品
詰
所
渡
價
格
。
２
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
基
隆
港
本
船
渡
價
格

ト
シ
荷
造
費
及
解
體
費
ヲ
含
マ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

府
報

第
四
千
百
九
十
四
號

昭
和
十
六
年
五
月
二
十
二
日

告
示
第
四
百
三
號

昭
和
十
六
年
六
月
二
十
二
日
ヨ
リ
高
雄
停
車
場
ヲ
高
雄
港
停
車
場
ト
改
稱
シ
貨

物
ニ
限
リ
取
扱
ヲ
爲
ス

昭
和
十
六
年
五
月
二
十
二
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清

府
報

第
四
千
百
九
十
四
號

昭
和
十
六
年
五
月
二
十
二
日

告
示
第
四
百
四
號

昭
和
十
六
年
六
月
二
十
二
ヨ
リ
左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
旅
客
、
手
荷
物
、
小

荷
物
及
附
隨
小
荷
物
ノ
取
扱
ヲ
爲
ス

昭
和
十
六
年
五
月
二
十
二
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清

停
車
場
名

所

在

地

粁

程

自
三
塊
厝

〇
・
九
粁

高
雄

高
雄
州
高
雄
市
大
港

自
鳳

山

五
・
七
粁

府
報

第
四
千
百
九
十
四
號

昭
和
十
六
年
五
月
二
十
二
日

告
示
第
四
百
五
號

三
塊
厝
停
車
場
ニ
於
テ
ハ
昭
和
十
六
年
六
月
二
十
二
日
ヨ
リ
私
有
支
線
發
著
ノ

車
扱
貨
物
ニ
限
リ
取
扱
ヲ
爲
ス

昭
和
十
六
年
五
月
二
十
二
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清



府
報

第
四
千
三
百
二
十
五
號

昭
和
十
六
年
十
月
二
十
八
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
新
設
停
車
場
營
業
開
始

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
中
寮
線
ニ
機

動
車
專
用
停
車
場
新
厝
驛
ヲ
新
設
シ
昭
和
十
六
年
九
月
五
日
ヨ
リ
營
業
ヲ
開
始

セ
リ
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
通

自
新

厝
驛

驛
濁

名
新

三
明

千
新

竹
撻

東
中

郷

名
塊

治
秋

子
子

勢
新

水
間

街
厝

南
斗

厝
坑

灣
閣

寮
寮

投

粁
1

3
.3

1
2

.5
7

.7
4

.7
5.1

1
.7

0
0

.8
0

.8
2

.1
1

.0
1

.1
程

府
報

第
四
千
三
百
五
十
六
號

昭
和
十
六
年
十
二
月
五
日

告
示
第
千
百
十
七
號

左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
昭
和
十
六
年
十
二
月
十
五
日
ヨ
リ
運
輸
營
業
ヲ
開
始

ス
昭
和
十
六
年
十
二
月
五
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清

停
車
場
名

所

在

地

粁

程

高
雄
港
起
點
六
五
粁
〇

枋
寮

高
雄
州
潮
州
郡
枋
寮
庄
枋
寮
字
枋
寮

自
佳
冬
七
粁
二

府
報

第
四
千
四
百
七
號

昭
和
十
七
年
二
月
三
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
新
設
停
車
場
營
業
開
始

大
日
本
製
糖
株
式
會
社
裏
大
甲
線
ニ
貨

物
停
車
場
裏
大
甲
驛
ヲ
新
設
一
月
二
十
日
ヨ
リ
營
業
開
始
ス
其
ノ
營
業
粁
程
左

ノ
如
シ

自
新

厝
驛

粁2
0

.3
1

4.9
1

1
.0

0
.7

4
.5

3
.0

.0
.9

2
.4

2
.5

5
.1

7
.5

5
.9

5
.8

馬
鳴

大
甲

松
子

大
安

東
中

后
里

月
眉

口
庄

磁


山
脚

南
門

大
甲

中
庄

埔
東

脚
港

庄

府
報

第
四
千
四
百
四
十
七
號

昭
和
十
七
年
三
月
二
十
四
日

府
令
第
四
十
八
號

大
正
十
一
年
府
令
十
五
號
臺
灣
總
督
府
交
通
局
運
輸
規
程
中
左
ノ
通
改
訂
ス

昭
和
十
七
年
三
月
二
十
四
日

臺
灣
總
督

長
谷
川

清

（
規
程
改
定
の
詳
細
は
別
紙
）



臺
灣
特
府
府
報

第
四
千
四
百
四
十
七
號

昭
和
十
七
年
三
月
二
十
四
日

告
示
第
二
百
八
十
六
號

昭
和
十
六
年
告
示
第
二
百
七
號
（
價
格
統
制
令
第
七
條
ノ
規
定
ニ
依
ル
蒸
汽
機

関
車
ノ
販
賣
價
格
指
定
）
左
ノ
通
改
正
ス

昭
和
十
七
年
三
月
二
十
四
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清

車

種

單
位

最
高
販
賣
價
格

鐵
道
省
Ｃ
一
二
型

一
輛

七
六
、
二
八
〇
円

鐵
道
省
Ｃ
五
七
型

一
輛

一
二
〇
、
〇
〇
〇
円

鐵
道
省
Ｄ
五
一
型

一
輛

一
二
九
、
一
四
〇
円

但
シ
軌
間
七

ミ
カ
ド
型
（
六
〇
粍
空
車
）

一
輛

七
九
、
〇
九
〇
円

重
量
四
二
・

六
噸
ノ
モ
ノ

備

考

イ

本
表
ニ
掲
グ
ル
車
種
ハ
軌
間
一
、
〇
六
七
粍
（
三
呎
六
吋
）
以
上
ノ

モ
ノ
竝
ニ
鐵
道
及
軌
道
營
業
ノ
モ
ノ
ヲ
謂
フ

ロ

本
表
價
格
ハ
買
主
指
定
場
所
渡
價
格
ト
シ
内
地
ニ
於
ケ
ル
製
造
工
場

ヨ
リ
買
主
指
定
場
所
迄
ノ
運
賃
荷
造
費
及
解
體
費
ヲ
加
算
シ
得
ル
モ

ノ
ト
ス
ル

臺
灣
總
督
府
官
報

第
百
三
十
二
號

昭
和
十
七
年
九
月
五
日

告
示
第
八
百
三
十
八
號

昭
和
十
七
年
告
示
第
二
百
八
十
六
號
（
價
格
等
統
制
令
第
七
條
ノ
規
定
ニ
依
ル

蒸
汽
機
関
車
ノ
最
高
販
賣
價
格
指
定
）
中
左
ノ
通
改
正
ス

昭
和
十
七
年
九
月
五
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清

但
シ
軌
間
七
六
〇
粍
空
車

ミ
カ
ド
型
（

）
ノ
項
ノ
月
ニ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

重
量
四
二
・
六
噸
ノ
モ
ノ

空
車
重
量
一
五
噸
以
上

一
噸
當

二
、
六
三
〇

二
〇
噸
未
満
ノ
モ
ノ

備
考
「
ロ
」
ヲ
「
ニ
」
ト
シ
イ
ノ
次
ニ
左
ノ
如
ク
加
フ

ロ

空
車
重
量
一
五
噸
以
上
二
〇
噸
未
満
ノ
モ
ノ
ハ
構
造
比
較
的
簡
單
ナ

ル
モ
ノ
ミ
シ
テ
被
牽
引
車
ヲ
制
御
ス
ル
装
置
ヲ
有
セ
ザ
ル
モ
ノ
ヲ
謂

フ

ハ

空
車
重
量
一
五
噸
以
上
二
〇
噸
未
満
ノ
モ
ノ
ノ
價
格
ニ
付
テ
ハ
圓
ニ

満
タ
ザ
ル
端
數
ハ
之
ヲ
四
捨
五
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

同
ニ
中
「
及
解
體
費
」
ヲ
「
、
組
立
費
及
解
體
費
」
ニ
改
ム

臺
灣
總
督
府
官
報

第
百
四
十
四
號

昭
和
十
七
年
九
月
十
九
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
新
設
停
車
場
營
業
開
始

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
南
投
線
ニ
虎

子
坑
驛
ヲ
新
設
昭
和
十
七
年
九
月
十
五
日
ヨ
リ
開
始
セ
リ
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ

如
シ

郷
親
寮

一
五
・
八

中

寮

一
四
・
七

東
勢
閣

一
三
・
七



撻
子
灣

一
一
・
六

竹
子
坑

一
〇
・
八

新

厝

一
〇
・
〇

千
秋
斗

八
・
三

明
治
南
投

五
・
七

三
塊
厝

五
・
三

會
社
前

五
・
三

新

街

二
・
三

虎
子
坑

〇

名

間

二
・
五

濁

水

三
・
三

鼻
子
頭

一
〇
・
二

二

水

一
三
・
二

驛

名

粁

程

臺
灣
總
督
府
官
報

第
百
九
十
六
號

告
示
第
千
五
十
二
號

昭
和
十
七
年
十
二
月
一
日
ヨ
リ
潮
州
線
社
邊
東
港
間
ニ
左
ノ
停
車
場
ヲ
設
置
シ

旅
客
ノ
取
扱
ヲ
開
始
ス
但
シ
臺
南
枋
寮
間
及
社
邊
東
港
間
ニ
限
ル

昭
和
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清

社
邊
大
鵬
間

三
・
二
粁

大
鵬

高
雄
州
東
港
郡
東
港
街
大
潭
新

大
鵬
東
港
間

三
・
〇
粁

臺
灣
總
督
府
官
報

第
二
百
九
十
七
號

昭
和
十
八
年
四
月
一
日

告
示
第
三
百
二
十
九
號

昭
和
十
八
年
四
月
一
日
ヨ
リ
縦
貫
錢
嘉
義
水
上
間
ニ
左
ノ
停
車
場
ヲ
設
置
シ
同

停
車
場
ヨ
リ
分
岐
ノ
私
有
支
線
發
著
ノ
車
扱
貨
物
ノ
取
扱
ヲ
爲
ス

昭
和
十
八
年
四
月
一
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清

停
車
場
名

所

在

地

粁

程

北
囘
歸
線

臺
南
州
嘉
義
郡
水
上
庄
字
下
寮

基
隆
起
點

三
〇
二
・
〇
粁

臺
灣
總
督
府
官
報

第
三
百
二
號

昭
和
十
八
年
四
月
八
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
運
輸
營
業
開
始
及
直
通
連
絡
運
輸
開
始
ノ
件

明
治
製
糖
株
式
會

社
南
投
線
ヲ
大
日
本
製
糖
株
式
會
社
南
投
驛
迄
延
長
シ
昭
和
十
八
年
四
月
一
日

ヨ
リ
大
日
本
製
糖
株
式
會
社
中
南
千
ト
ノ
間
ニ
直
通
連
絡
運
輸
營
業
開
始
ス
其

ノ
營
業
粁
程
左
ノ
如
シ

驛

名
臺

中
霧

峰
草

屯
南

投
明
糖
前
新

街
名

間
濁

水

粁

粁

粁

粁

粁

粁

粁

粁

程
自
臺
中

一
一
・
三

二
一
・
四

三
〇
・
〇

三
〇
・
七

三
三
・
七

三
八
・
五

三
九
・
三

同

自
濁
水

二
八
・
〇

一
七
・
九

九
・
三

八
・
六

五
・
六

〇
・
八

驛

名
南

投
千
秋
斗
新

厝
竹
子
坑
撻
子
灣
東
勢
閣
中

寮
郷
新
寮
二

水



粁

粁

粁

粁

粁

粁

粁

粁

粁

程(

累
計)

三
・
五

五
・
三

六
・
〇

六
・
八

八
・
九

九
・
九

一
一
・
〇

一
九
・
二



臺
灣
總
督
府
官
報

第
三
百
六
十
號

昭
和
十
八
年
六
月
十
七
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
新
設
停
車
場
運
輸
營
業
開
始

明
治
製
糖
株
式
會
社
鐵
道
鹿
港
線

ニ
新
番
社
停
車
場
ヲ
新
設
シ
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
ヨ
リ
一
般
運
輸
營
業
ヲ
開

始
ス
其
ノ
營
業
粁
程
左
ノ
如
シ

驛

名
員

林

南
員
林
坡

心
二
重
浦
新
溪
湖
溪

湖
北
溪
湖
頂

藔
埔

鹽

粁

粁

粁

粁

粁

粁

粁

粁

粁

自
新
番
一
七
・
五

一
七
・
三

一
四
・
七

一
二
・
六

八
・
四

八
・
二

七
・
三

五
・
四

三
・
五

明

治

社

驛
瓦


外

中
新
番
社
番

社
鹿

港

粁

粁

粁

粁

粁

程

一
・
九

一
・
三

◎

〇
・
九

三
・
七

臺
灣
總
督
府
官
報

第
四
百
十
八
號

昭
和
十
八
年
八
月
二
十
四
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
運
輸
營
業
開
始

臺
灣
拓
殖
株
式
會
社
鐵
道
阿
里
山
線
及
羅
東
線

運
輸
營
業
開
始
許
可
ニ
伴
ヒ
之
ガ
營
業
粁
程
及
旅
客
運
賃
左
ノ
通
定
メ
昭
和
十

八
年
九
月
十
五
日
ヨ
リ
實
施
ス

三
等
旅
客
運
賃
（
二
等
ハ
倍
額
）

義

０

０

０

５

０

０

５

５

０

０

０

５

０

５

０

０

０

１

２

３

３

４

６

８

０

２

４

７

９

２

４

７

０

３

嘉

１

１

１

１

１

２

２

２

３

３

６

門

５

５

０

５

５

０

０

５

５

５

０

５

０

５

５

０

・

１

２

３

３

５

８

０

１

３

６

９

１

４

６

９

２

１

北

１

１

１

１

１

２

２

２

２

３

４

８

橋

０

５

０

０

５

５

０

０

０

５

０

５

０

０

０

・

・

１

１

２

４

６

８

０

２

５

７

０

２

５

８

１

７

５

灣

１

１

１

１

２

２

２

２

３

８

２

４

産

０

０

５

５

５

５

５

０

５

５

５

０

５

０

・

・

・

麻

１

１

３

５

７

９

１

４

６

９

１

４

７

０

０

９

３

鹿

１

１

１

１

２

２

２

３

１４

８

０

６

崎

０

０

０

０

５

５

５

０

５

０

５

５

５

・

・

・

・

竹

１

３

５

７

８

０

３

６

８

１

３

６

９

３

１

６

２

新

１

１

１

１

２

２

２

２

１

１



２

６

８

４

８

崎

５

５

５

５

５

５

０

５

０

５

５

０

・

・

・

・

・

２

４

６

８

０

３

６

８

１

３

６

９

４

２

６

３

０

竹

１

１

１

１

２

２

２

２

１

１

８

２

４

０

４

６

寮

５

５

０

０

０

５

０

５

０

０

０

・

・

・

・

・

・

履

２

４

６

８

１

３

６

８

１

４

７

８

７

１

８

５

４

木

１

１

１

１

２

２

２

１

１

１

１

５

７

３

７

９

３

寮

５

０

０

０

５

０

０

０

０

５

・

・

・

・

・

・

・

脳

２

４

６

９

１

４

６

９

２

４

３

１

５

２

９

８

４

樟

１

１

１

１

２

２

２

２

１

１

２

６

８

４

８

０

４

１

山

０

０

０

０

５

０

０

０

５

・

・

・

・

・

・

・

・

立

２

４

６

９

１

４

６

０

２

７

５

９

６

３

３

８

４

獨

１

１

１

２

２

２

２

１

１

１

１

線

８

２

４

０

４

６

０

７

６

寮

０

０

５

０

５

０

０

０

・

・

・

・

・

・

・

・

・

園

２

５

７

０

２

５

８

１

０

９

３

０

７

６

２

７

３

梨

１

１

１

１

２

３

２

２

２

１

１

１

６

０

２

８

２

４

８

５

４

８

坪

０

５

５

５

０

０

０

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

力

３

５

８

０

３

６

９

４

３

７

３

１

０

５

１

７

３

交

１

１

１

１

３

３

２

２

２

２

１

１

３

７

９

５

９

１

５

２

１

５

７

寮

０

５

５

５

５

０

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

社

３

５

７

０

３

６

山

０

８

２

９

６

６

１

７

３

９

５

水

１

１

１

４

３

３

２

２

２

２

１

１

４

８

０

６

０

２

６

３

２

６

８

１

湖

０

０

０

０

６

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

起

３

５

８

１

３

５

３

８

４

２

１

６

２

８

４

０

５

奮

１

１

４

４

３

３

３

３

２

２

１

１

１

７

１

３

９

３

５

９

６

５

９

１

４

３

嘕

５

０

０

０

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

囉

２

５

８

１

里

０

９

３

９

７

６

１

７

３

９

６

０

５

哆

１

５

４

４

３

３

３

３

２

２

１

１

１

１

５

７

３

７

９

３

０

９

３

５

８

７

４

路

０

０

５

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

字

３

６

８

５

３

７

４

１

０

６

２

７

４

０

４

９

４

十

５

５

４

４

４

４

３

３

２

２

２

１

５

９

１

７

１

３

７

４

３

７

９

２

１

８

４

那

５

０

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

遮

３

６

阿

０

８

３

９

７

６

１

７

３

９

５

０

５

９

５

平

６

５

５

４

４

４

４

３

３

２

２

２

１

６

０

２

８

２

４

８

５

４

８

０

３

２

９

５

１

平

０

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

萬

３

６

５

９

５

３

２

７

３

９

５

２

６

１

５

１

６

二

６

６

５

５

５

５

４

４

３

３

３

２

２

１

１

９

３

５

１

５

７

１

８

７

１

３

６

５

２

８

４

３

山

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

里

１

０

４

１

８

７

３

８

４

１

７

１

６

１

６

１

５

阿

７

７

６

６

５

５

５

４

４

４

３

３

２

２

１

１

粁
程

三
等
旅
客
運
賃

林

５

０

０

５

５

０

竹

１

３

４

４

５

６

東羅



８

洲

５

５

５

０

０

・

１

２

３

４

５

５

大

１

３

五

５

０

０

５

線

・

・

萬

１

２

３

３

０

４

二

１５

７

４

星

０

０

５

・

・

・

１

２

２

東

４

８

４

三

１９

１

８

４

埤

０

０

・

・

・

・

送

１

２

７

２

７

３

天

羅

１

１

５

７

４

０

６

水

０

・

・

・

・

・

１

１

５

１

７

３

清

２

１

１

０

２

９

５

１

５

闘

・

・

・

・

・

・

４

８

３

９

６

２

牛

２

１

１

粁
程

臺
灣
總
督
府
官
報

第
四
百
三
十
七
號

昭
和
十
八
年
九
月
十
五
日

府
令
第
二
百
六
號

鐵
道
運
輸
規
定
左
ノ
通
定

昭
和
十
八
年
九
月
十
五
日

臺
灣
總
督

長
谷
川

清

（
規
定
詳
細
は
別
紙
）

臺
灣
總
督
府
官
報

第
四
百
六
十
二
號

昭
和
十
八
年
十
月
十
五
日

府
令
第
二
百
三
十
一
號

明
治
四
十
一
年
府
令
七
十
三
號
臺
灣
私
設
鐵
道
規
則
施
行
細
則
左
ノ
通
改
定
ス

昭
和
十
八
年
十
月
十
五
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清

臺
灣
私
設
鐵
道
規
則
施
行
細
則

（
細
則
詳
細
は
別
紙
）

臺
灣
總
督
府
官
報

第
四
百
六
十
二
號

昭
和
十
八
年
十
月
十
五
日

告
示
第
九
百
三
十
九
號

左
ノ
通
停
車
場
ヲ
設
置
シ
昭
和
十
八
年
十
月
十
七
日
ヨ
リ
私
有
支
線
發
著
ノ
車

扱
貨
物
ニ
限
リ
運
輸
營
業
ノ
取
扱
ヲ
為
ス

昭
和
十
八
年
十
月
十
五
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清

停
車
場
名

所

在

地

粁

程

南
臺
南

台
南
市
竹
篙
厝
七
一
二
蕃
地

基
隆
起
點
三
六
二
粁
七
四
八
米

四
〇
至
臺
南
三
粁
三
分
至
車
路
墘

四
粁
三
分

臺
灣
總
督
府
官
報
號
外

昭
和
十
八
年
十
二
月
一
日



訓
令
第
二
百
十
五
號

交

通

局

大
正
十
三
年
訓
令
第
百
三
號
臺
灣
總
督
府
交
通
局
事
務
分
掌
規
程
左
ノ
通
改
正

ス
昭
和
十
八
年
十
二
月
一
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清

（
規
程
詳
細
は
別
紙
）

臺
灣
總
督
府
官
報

第
五
百
六
十
三
號

昭
和
十
九
年
二
月
十
九
日

訓
令
第
三
十
號

交

通

局

臺
灣
總
督
府
交
通
局
停
車
場
其
ノ
他
設
置
及
廢
止
ニ
關
ス
ル
険
左
ノ
通
定
メ
大

正
十
四
年
訓
令
第
十
號
ハ
之
ヲ
廢
止
ス

昭
和
十
九
年
二
月
十
九
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清

交
通
局
停
車
場
、
車
掌
區
、
信
號
場
、
自
動
車
區
、
機
關
區
、
檢
車
區
、
保
線

區
、
通
信
區
、
工
事
區
、
詰
所
及
之
二
類
似
ス
ル
モ
ノ
ノ
設
置
又
ハ
廢
止
ハ
交

通
局
總
長
之
ヲ
行
フ

臺
灣
總
督
府
官
報

第
六
百
五
十
九
號

昭
和
十
九
年
五
月
三
十
日

告
示
第
六
百
三
十
五
號

價
格
統
制
令
第
七
條
ノ
規
程
ニ
ヨ
リ
蒸
気
機
関
車
ノ
最
高
販
賣
價
格
左
ノ
通
指

定
ス

昭
和
十
七
年
告
示
第
二
百
八
十
六
號
ハ
之
ヲ
廢
止
ス

昭
和
十
九
年
五
月
三
十
日

臺
灣
総
督

長
谷
川

清

一

内
地
製
蒸
気
機
関
車

番

最
高
販

車

種

單
位

號

賣
價
格

①

鐵
道
省
Ｃ
一
二
型

一
輛

九
四
、
八
七
〇
・
〇
〇

②

同

Ｃ
五
七
型

一
輛

一
〇
八
、
〇
四
〇
・
〇
〇

③

同

Ｄ
五
一
型

一
輛

一
五
九
、
二
九
〇
・
〇
〇

但
シ
軌
間
七

④

ミ
カ
ド
型
（
六
〇
粍
空
車
）

一
輛

九
八
、
六
九
〇
・
〇
〇

重
量
四
二
・

六
噸
ノ
モ
ノ

空
車
重
輛
一
五
噸
以
上

⑤

一
噸
當

三
、
三
一
六
・
〇
〇

二
〇
噸
未
満
ノ
モ
ノ

備

考
イ

本
表
ニ
掲
グ
ル
車
種
ハ
軌
間
一
、
〇
六
七
粍
（
三
呎
六
吋
）
以
上
ノ
モ

ノ
竝
ニ
鐵
道
及
軌
道
營
業
用
ノ
モ
ノ
ヲ
謂
フ

ロ

①
乃
至
④
ノ
制
動
機
ハ
空
氣
制
動
機
ト
ス

ハ

⑤
ハ
構
造
比
較
的
簡
単
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
被
牽
引
車
ヲ
制
御
ス
ル
装
置

ヲ
有
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

ニ

本
表
ニ
掲
グ
ル
車
種
ノ
主
臺
枠
ハ
鋼
板
製
ト
シ
鑄
鋼
製
ノ
場
合
ハ
當
該

價
格
ニ
其
ノ
百
分
ノ
一
ヲ
附
加
シ
得
ル
モ
ノ
ト
ス

ホ

⑤
ノ
價
格
ニ
付
テ
ハ
圓
ニ
満
タ
ザ
ル
端
數
ハ
之
ヲ
四
捨
五
入
ス
ル
モ
ノ

ト
ス

本
表
價
格
ハ
買
主
指
定
場
所
渡
價
格
ト
シ
内
地
ニ
於
ケ
ル
製
造
工
場
ヨ

リ
飼
い
主
指
定
場
所
迄
ノ
運
賃
、
荷
造
費
、
組
立
費
及
解
体
費
ヲ
加
算

シ
得
ル
モ
ノ
ト
ス



二

臺
灣
製
蒸
気
機
関
車

最
高
販

車

種

單
位

賣
價
格

一
五
噸
Ｃ
タ

軌
間
七
六
二

（

）

一
輛

四
四
、
八
四
三
・
〇
〇

ン
ク
機
關
車

粍
用
ノ
モ
ノ

備

考
イ

本
表
ノ
掲
グ
ル
車
種
補
主
臺
枠
ハ
鋼
板
製
ト
シ
鑄
鋼
製
ノ
場
合
ハ
當
該

一
車
輛
價
格
ニ
其
ノ
百
分
ノ
一
ヲ
附
加
シ
得
ル
モ
ノ
ト
ス

ロ

本
表
ニ
掲
グ
ル
車
種
ノ
制
動
機
は
蒸
気
制
動
機
オ
ヨ
ビ
手
動
制
動
機
附

付
ト
ス

ハ

本
表
價
格
ハ
製
造
業
者
工
場
渡
價
格
ト
シ
荷
造
費
及
解
体
費
ヲ
含
マ
ザ

ル
モ
ノ
ト
ス

臺
灣
總
督
府
官
報

第
六
百
九
十
三
號

昭
和
十
九
年
七
月
三
日

彙
報

○
通

運

◎
私
設
鐵
道
布
設
の
目
的
變
更
許
可

日
糖
興
業
株
式
会
社
專
用
鐵
道
（
不
定

期
貨
物
營
業
鐵
道
ヲ
含
ム
）
馬
公
厝
線
ノ
一
部
及
龍
巖
南
線
ノ
一
部
ヲ
海
口
線

ト
改
稱
シ
テ
營
業
鐵
道
ニ
變
更
シ
營
業
鐵
道
大
荖
線
及
月
眉
線
ノ
一
部
ヲ
不
定

期
貨
物
營
業
鐵
道
ニ
變
更
ノ
件
昭
和
十
九
年
六
月
二
十
七
日
附
許
可
セ
リ
其
ノ

營
業
粁
程
及
運
送
上
ノ
制
限
其
ノ
他
左
ノ
通

記

一

海
口
線
營
業
粁
程
及
運
送
上
ノ
制
限

營
業
粁
程
表５

５

４
８

５
５

５
５

１
７

３
１

０
０

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

虎

尾

粁
３
４

９
９

３
４

５
３

８
２

８
６

７
９

１

２

４
１

５
１

６
２

７
２

８
２

９
３

０
０

０
０

６
２

８
６

５
５

北
溪
厝

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

５
５

０
０

２
４

４
３

４
１

３
４

１

３
１

４
１

５
１

６
２

７
２

１
７

１
７

７
９

９
３

６
２

馬
公
厝

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

４
４

６
８

８
２

８
６

７
６

１

３
１

４
１

５
１

０
０

６
２

８
６

５
５

龍

巖

・
・

・
・

・
・

・
・

２
４

４
８

４
１

３
４

１

２

３
１

４
１

６
２

８
６

５
５

埔
姜
崙

・
・

・
・

・
・

２
４

２
７

１
０

１

２

３
１

２
４

９
３

東
勢
厝

・
・

・
・

０
３

８
６

１

１７
９

五
塊
厝

・
・

８
２

海

口



備

考
１

上
段
ハ
車
扱
貨
物
營
業
粁
ヲ
示
ス

２

埔
姜
崙
、
海
口
間
ハ
既
營
業
ノ
路
線
ナ
リ

運
送
上
ノ
制
限

１

團
體
、
客
車
貸
切
及
旅
客
運
賃
割
引
ノ
取
扱
ヲ
為
サ
ズ

２

鐵
道
運
輸
規
程
第
５
章
戰
時
又
ハ
事
變
下
ノ
運
送
ニ
關
ス
ル
規

程
ノ
実
施

二

營
業
廢
止
停
車
場
及
營
業
粁
程

大
荖
、
埔
姜
崙
間

馬
公
厝
停
車
場

虎
尾
ヨ
リ
一
〇
粁
一
分

臺
灣
總
督
府
官
報

第
九
百
八
十
四
號

昭
和
二
十
年
六
月
一
日

訓
令
第
六
十
九
號

交

通

局

臺
灣
總
督
府
交
通
局
鐵
道
事
務
所
及
鐵
道
事
務
所
支
所
規
程
左
ノ
通
定
む

昭
和
十
九
年
訓
令
第
二
百
十
六
號
臺
灣
總
督
府
交
通
局
鐵
道
事
務
所
規
程
ハ
之

ヲ
廢
止
ス

昭
和
二
十
年
六
月
一
日

臺
灣
総
督

安
藤

利
吉

臺
灣
總
督
府
交
通
局
鐵
道
事
務
所
及
鐵
道
事
務
所
支
所
規
程

（
規
程
の
詳
細
は
別
紙
）


